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 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

個人住民税に関する事務　全項目評価書

評価書番号

8

熊本市は、個人住民税に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱
いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権
利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって
個人のプライバシー等の権利の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

熊本市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項
個人住民税に関する事務では、事務の一部を外部業者に委託しているため、業者選定の際に業者
の情報保護管理体制を確認し、併せて秘密保持に関しても契約に含めることで万全に期している。



　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策



【業務全体概要】
地方税法等の法律に基づき、個人住民税の賦課・徴収事務で以下の事務を行う。

１．課税準備事務
（１）個人世帯状況の整理
　住民基本台帳に記載されている内容から賦課期日（１月１日）時点の現況の反映を行う。
（２）住民税申告書、給与支払報告書（以下「給報」という。）総括表の発送
　給報総括表、住民税申告書の提出が必要な者に対し、資料を発送する。

２．課税資料受付事務
（１）給報の受付（紙、電子媒体、eLTAX）
　事業所から提出された給報を受け付ける。
（２）住民税申告書の受付及び確定申告書等の受領（紙、電子申請データ、国税連携電子データ）
　個人から提出された確定申告書、住民税申告書等その他個人住民税の賦課に必要な資料を
　受け付ける。
（３）公的年金等支払報告書（以下「年報」という。）の受付（紙、電子媒体、eLTAX）
　年金保険者が提出した年報を受け付ける。
（４）寄附金税額控除に係る申告特例通知書の受付（紙、eLTAX）
　寄附金を受領した他市町村が送付する寄附金税額控除に係る申告特例通知書を受け付ける。
※（1）～（4）の受付資料を以下「課税資料」という。
（５）他自治体への資料回送
　他自治体の課税資料については当該自治体へ回送する。

３．賦課決定事務（当初課税）
　課税資料により賦課情報を決定し、本人、事業所又は年金保険者に法で定められた期日までに
　税額を通知する。
（１）課税資料の確認、併合作業
　受け付けした課税資料について、個人毎にとりまとめ、資料間の所得・控除等の内容のチェックを
　行い、賦課決定する。
（２）税額通知書等の作成及び通知
　賦課情報に基づき徴収区分に応じた税額通知書等を作成し、本人、事業所又は年金保険者
　に通知する。
（３）住登外課税通知の発送
　本市に住民票の登録がない者（以下「住登外者」という。）に対し課税を行った場合、地方税法
　第294条第3項に基づき住民票登録地に課税をした旨を通知する（以下「294-3通知」という。）。
（４）証明書の出力
　所得・課税証明書を出力する。

４．賦課更正事務（月例業務）
　当初課税後に賦課情報の変更や新規課税を行う場合、賦課情報の変更、決定を行い、本人、
　事業所又は年金保険者に通知する。
（１）変更・決定通知
　当初課税後に受け付けを行った課税資料及び本市の調査等によって賦課決定した情報を変更
　した場合、徴収区分に応じた税額通知書等を作成し、本人、事業所又は年金保険者に通知する。

５．調査、報告事務
（１）調査事務（扶養調査等）
　被扶養者の情報を調査し、扶養控除認定の可否を判定する。本人、他自治体又は事業所に対して
　照会を行い、被扶養者の情報を把握する。照会の結果、扶養控除を否認する場合は賦課情報
　を更正する。
（２）税務署報告（当初課税、月例業務）
　扶養調査等により賦課情報の更正を行った者について、所得税に異動が発生する場合、賦課情報の
　更正内容を所轄の税務署へ資料連絡箋（地方税法第３１７条通知）により報告する。

６．徴収事務
（１）収納管理
　納税義務者等が納付した収納情報を管理し、賦課更正等により過誤納等が発生した場合は、
　還付・充当を行う。
（２）滞納整理（督促状・催告書発送業務）
　賦課事務により課税された個人住民税のうち、納税者又は特別徴収（以下「特徴」という。）義務者が
　納期限までに徴収金を完納しない場合は、滞納整理を行う（納期限後30日以内に督促状を発送
　する。）。また、以降も完納しない場合は、催告書を発送する。
（３）滞納処分
　督促状発送後においても完納しない場合は、滞納処分を行う。
（４）調査業務
　滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関と、当該調査に関し
　参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を相互に求める。
（５）証明書発行
　申請に応じて、納税証明書を発行する。

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税に関する事務

 ②事務の内容　※



【業務全体概要】
地方税法等の法律に基づき、個人住民税の賦課・徴収事務で以下の事務を行う。

１．課税準備事務
（１）個人世帯状況の整理
　住民基本台帳に記載されている内容から賦課期日（１月１日）時点の現況の反映を行う。
（２）住民税申告書、給与支払報告書（以下「給報」という。）総括表の発送
　給報総括表、住民税申告書の提出が必要な者に対し、資料を発送する。

２．課税資料受付事務
（１）給報の受付（紙、電子媒体、eLTAX）
　事業所から提出された給報を受け付ける。
（２）住民税申告書の受付及び確定申告書等の受領（紙、電子申請データ、国税連携電子データ）
　個人から提出された確定申告書、住民税申告書等その他個人住民税の賦課に必要な資料を
　受け付ける。
（３）公的年金等支払報告書（以下「年報」という。）の受付（紙、電子媒体、eLTAX）
　年金保険者が提出した年報を受け付ける。
（４）寄附金税額控除に係る申告特例通知書の受付（紙、eLTAX）
　寄附金を受領した他市町村が送付する寄附金税額控除に係る申告特例通知書を受け付ける。
※（1）～（4）の受付資料を以下「課税資料」という。
（５）他自治体への資料回送
　他自治体の課税資料については当該自治体へ回送する。

３．賦課決定事務（当初課税）
　課税資料により賦課情報を決定し、本人、事業所又は年金保険者に法で定められた期日までに
　税額を通知する。
（１）課税資料の確認、併合作業
　受け付けした課税資料について、個人毎にとりまとめ、資料間の所得・控除等の内容のチェックを
　行い、賦課決定する。
（２）税額通知書等の作成及び通知
　賦課情報に基づき徴収区分に応じた税額通知書等を作成し、本人、事業所又は年金保険者
　に通知する。
（３）住登外課税通知の発送
　本市に住民票の登録がない者（以下「住登外者」という。）に対し課税を行った場合、地方税法
　第294条第3項に基づき住民票登録地に課税をした旨を通知する（以下「294-3通知」という。）。
（４）証明書の出力
　所得・課税証明書を出力する。

４．賦課更正事務（月例業務）
　当初課税後に賦課情報の変更や新規課税を行う場合、賦課情報の変更、決定を行い、本人、
　事業所又は年金保険者に通知する。
（１）変更・決定通知
　当初課税後に受け付けを行った課税資料及び本市の調査等によって賦課決定した情報を変更
　した場合、徴収区分に応じた税額通知書等を作成し、本人、事業所又は年金保険者に通知する。

５．調査、報告事務
（１）調査事務（扶養調査等）
　被扶養者の情報を調査し、扶養控除認定の可否を判定する。本人、他自治体又は事業所に対して
　照会を行い、被扶養者の情報を把握する。照会の結果、扶養控除を否認する場合は賦課情報
　を更正する。
（２）税務署報告（当初課税、月例業務）
　扶養調査等により賦課情報の更正を行った者について、所得税に異動が発生する場合、賦課情報の
　更正内容を所轄の税務署へ資料連絡箋（地方税法第３１７条通知）により報告する。

６．徴収事務
（１）収納管理
　納税義務者等が納付した収納情報を管理し、賦課更正等により過誤納等が発生した場合は、
　還付・充当を行う。
（２）滞納整理（督促状・催告書発送業務）
　賦課事務により課税された個人住民税のうち、納税者又は特別徴収（以下「特徴」という。）義務者が
　納期限までに徴収金を完納しない場合は、滞納整理を行う（納期限後30日以内に督促状を発送
　する。）。また、以降も完納しない場合は、催告書を発送する。
（３）滞納処分
　督促状発送後においても完納しない場合は、滞納処分を行う。
（４）調査業務
　滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関と、当該調査に関し
　参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を相互に求める。
（５）証明書発行
　申請に応じて、納税証明書を発行する。

【Ａ．課税準備事務向け機能】
Ａ－１．給報総括表作成機能　：　給報総括表を作成する。
Ａ－２．新年度個人基本作成機能　：　宛名システムのデータより賦課期日時点のデータを抽出し、新年
度の個人住民税の個人基本情報を作成する。
Ａ－３．住民税申告書作成機能　：　住民税申告書送付対象者に対し「住民税申告書」を作成する。

【Ｂ．課税資料受付事務向け機能】
Ｂ－１．資料登録機能　：　各種パンチデータ及び電子媒体資料の内容のチェック・宛名番号の自動付設
を行い、資料テーブルへ登録する。エラーデータに対しては各種エラーリストを作成する。

【Ｃ．賦課決定事務向け機能】
Ｃ－１．資料併合機能　：　課税資料受付事務にて登録した各種課税資料を個人単位(宛名番号単位)に
併合して課税根拠となる情報（併合結果資料）を作成する。エラーデータに対しては各種エラーリストを
作成する。
Ｃ－２．当初賦課データ作成機能　：　資料併合結果を基に住民税計算を行い、賦課データを作成する。
Ｃ－３．当初特徴帳票作成機能　：　特徴税額通知書（特徴義務者用・納税義務者用）・特徴納入書を作
成する。収納システムへの税額連携ファイルを作成する。
Ｃ－４．当初普通徴収（以下「普徴」という。）帳票作成機能　：　普徴納税通知書・納付書を作成する。ま
た普徴分と併せて年金特徴（以下「年特」という。）情報を納税通知書へ出力する。収納システムへの税
額連携ファイルを作成する。
Ｃ－５．庁内連携システム用連携ファイル作成機能（当初課税用）　：　当初課税分の庁内連携システム
用の連携ファイルを作成する。また中間サーバー向けの連携ファイルを作成する。

【Ｄ．賦課更正事務向け機能】
Ｄ－１．異動特徴帳票作成機能　：　異動分を対象に特徴税額変更通知書（特徴義務者用、納税義務者
用）及び、各対象一覧・特徴納入書を作成する。収納システムへの税額連携ファイルを作成する。
Ｄ－２．異動普徴帳票作成機能　：　異動分を対象に普徴納税変更通知書・納付書を作成する。また普
徴分と併せて年特情報を納税通知書へ出力する。収納システムへの税額連携ファイルを作成する。
Ｄ－３．庁内連携システム用連携ファイル作成機能（異動分）　：　異動分の庁内連携システム用の連携
ファイルを作成する。また中間サーバー向けの連携ファイルを作成する。

【Ｅ．調査事務向け機能】
Ｅ－１．資料連絡箋作成機能　：　資料更正・賦課更正時に控除否認等で、資料連絡箋作成対象とした
者の資料連絡箋及び対象者一覧を作成する。また電子データとして扶養是正データを作成する。
Ｅ－２．294-3通知作成機能　：　住登外課税者を対象に、294-3通知及び対象者一覧を作成する。
Ｅ－３．市外扶養調査機能　：　扶養関連情報が未特定の対象者について、扶養親族確認書を作成す
る。調査の結果、被扶養者情報が判明した対象者について、被扶養者所得照会書（他市町村回答用）を
作成する。
【Ｆ．オンライン機能】
Ｆ－１．個人基本照会・登録・変更機能　：　賦課期日時点の宛名を基本とした個人情報の照会・登録・変
更を行う。該当個人に係る扶養情報の管理を行う。
Ｆ－２．資料照会・登録・変更機能　：　申告資料情報の照会・登録・変更を行う。宛名番号未設分の資料
データに対し宛名番号設定を行う。資料併合結果を照会する。該当個人に係る扶養関連の設定を行う。
Ｆ－３．賦課照会・登録・変更機能　：　賦課情報の照会・登録・変更を行う。該当個人に係る扶養関連の
設定を行う。
Ｆ－４．事業所照会・登録・変更機能　：　事業所の基本情報の照会・登録・変更を行う。事業所の課税情
報の照会を行う。
Ｆ－５．帳票発行機能　：　住民税申告書、所得・課税証明書、294-3通知、納税通知書・納付書・特徴税
額通知書、扶養親族（控除）確認書（個人宛・事業所宛）、被扶養者所得照会書（他市町村回答用）等の
発行、再発行を行う。

【Ｇ．運用管理機能】
Ｇ－１．管理外データ削除機能　：　年度別に管理しているデータに対し、管理年度外とするデータ削除
処理を行う。削除対象データは外部保管用ファイルへ出力する。
Ｇ－２．ＥＵＣデータ作成機能　：　ＥＵＣ向けデータを作成する。

【Ｈ．その他機能】
Ｈ－１．イメージ管理システム連携　：　システムに登録した給報電子データ・年報電子データ、及び申告
特例通知電子データについて帳票イメージを登録するための電子ファイルを作成する。資料イメージと
宛名情報等を紐付けるため、資料マスタより対象者を抽出して資料キーファイルを作成する。
H－２．郵返管理機能：宛所不明で戻ってきた納税通知書等の郵返日時や調査結果を登録し管理する。
また、年度ごとに郵返件数の結果を抽出する。
Ｈ－３．収納滞納管理：収納、還付、充当等の管理を行う。また、督促状送付や滞納整理等の管理を行
う。

 ②事務の内容　※

 ①システムの名称 個人住民税システム（税務システム内）

 ②システムの機能

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]



【Ａ．課税準備事務向け機能】
Ａ－１．給報総括表作成機能　：　給報総括表を作成する。
Ａ－２．新年度個人基本作成機能　：　宛名システムのデータより賦課期日時点のデータを抽出し、新年
度の個人住民税の個人基本情報を作成する。
Ａ－３．住民税申告書作成機能　：　住民税申告書送付対象者に対し「住民税申告書」を作成する。

【Ｂ．課税資料受付事務向け機能】
Ｂ－１．資料登録機能　：　各種パンチデータ及び電子媒体資料の内容のチェック・宛名番号の自動付設
を行い、資料テーブルへ登録する。エラーデータに対しては各種エラーリストを作成する。

【Ｃ．賦課決定事務向け機能】
Ｃ－１．資料併合機能　：　課税資料受付事務にて登録した各種課税資料を個人単位(宛名番号単位)に
併合して課税根拠となる情報（併合結果資料）を作成する。エラーデータに対しては各種エラーリストを
作成する。
Ｃ－２．当初賦課データ作成機能　：　資料併合結果を基に住民税計算を行い、賦課データを作成する。
Ｃ－３．当初特徴帳票作成機能　：　特徴税額通知書（特徴義務者用・納税義務者用）・特徴納入書を作
成する。収納システムへの税額連携ファイルを作成する。
Ｃ－４．当初普通徴収（以下「普徴」という。）帳票作成機能　：　普徴納税通知書・納付書を作成する。ま
た普徴分と併せて年金特徴（以下「年特」という。）情報を納税通知書へ出力する。収納システムへの税
額連携ファイルを作成する。
Ｃ－５．庁内連携システム用連携ファイル作成機能（当初課税用）　：　当初課税分の庁内連携システム
用の連携ファイルを作成する。また中間サーバー向けの連携ファイルを作成する。

【Ｄ．賦課更正事務向け機能】
Ｄ－１．異動特徴帳票作成機能　：　異動分を対象に特徴税額変更通知書（特徴義務者用、納税義務者
用）及び、各対象一覧・特徴納入書を作成する。収納システムへの税額連携ファイルを作成する。
Ｄ－２．異動普徴帳票作成機能　：　異動分を対象に普徴納税変更通知書・納付書を作成する。また普
徴分と併せて年特情報を納税通知書へ出力する。収納システムへの税額連携ファイルを作成する。
Ｄ－３．庁内連携システム用連携ファイル作成機能（異動分）　：　異動分の庁内連携システム用の連携
ファイルを作成する。また中間サーバー向けの連携ファイルを作成する。

【Ｅ．調査事務向け機能】
Ｅ－１．資料連絡箋作成機能　：　資料更正・賦課更正時に控除否認等で、資料連絡箋作成対象とした
者の資料連絡箋及び対象者一覧を作成する。また電子データとして扶養是正データを作成する。
Ｅ－２．294-3通知作成機能　：　住登外課税者を対象に、294-3通知及び対象者一覧を作成する。
Ｅ－３．市外扶養調査機能　：　扶養関連情報が未特定の対象者について、扶養親族確認書を作成す
る。調査の結果、被扶養者情報が判明した対象者について、被扶養者所得照会書（他市町村回答用）を
作成する。
【Ｆ．オンライン機能】
Ｆ－１．個人基本照会・登録・変更機能　：　賦課期日時点の宛名を基本とした個人情報の照会・登録・変
更を行う。該当個人に係る扶養情報の管理を行う。
Ｆ－２．資料照会・登録・変更機能　：　申告資料情報の照会・登録・変更を行う。宛名番号未設分の資料
データに対し宛名番号設定を行う。資料併合結果を照会する。該当個人に係る扶養関連の設定を行う。
Ｆ－３．賦課照会・登録・変更機能　：　賦課情報の照会・登録・変更を行う。該当個人に係る扶養関連の
設定を行う。
Ｆ－４．事業所照会・登録・変更機能　：　事業所の基本情報の照会・登録・変更を行う。事業所の課税情
報の照会を行う。
Ｆ－５．帳票発行機能　：　住民税申告書、所得・課税証明書、294-3通知、納税通知書・納付書・特徴税
額通知書、扶養親族（控除）確認書（個人宛・事業所宛）、被扶養者所得照会書（他市町村回答用）等の
発行、再発行を行う。

【Ｇ．運用管理機能】
Ｇ－１．管理外データ削除機能　：　年度別に管理しているデータに対し、管理年度外とするデータ削除
処理を行う。削除対象データは外部保管用ファイルへ出力する。
Ｇ－２．ＥＵＣデータ作成機能　：　ＥＵＣ向けデータを作成する。

【Ｈ．その他機能】
Ｈ－１．イメージ管理システム連携　：　システムに登録した給報電子データ・年報電子データ、及び申告
特例通知電子データについて帳票イメージを登録するための電子ファイルを作成する。資料イメージと
宛名情報等を紐付けるため、資料マスタより対象者を抽出して資料キーファイルを作成する。
H－２．郵返管理機能：宛所不明で戻ってきた納税通知書等の郵返日時や調査結果を登録し管理する。
また、年度ごとに郵返件数の結果を抽出する。
Ｈ－３．収納滞納管理：収納、還付、充当等の管理を行う。また、督促状送付や滞納整理等の管理を行
う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

 ②システムの機能

○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ イメージ管理システム、国税連携支援システム、コンビニ交付システム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 宛名システム（税務システム内）

 ②システムの機能

１．宛名照会機能　：　納税義務者、扶養者の宛名情報（住民票登録者（以下「住登内者」という。）、
　　住登外者）、事業所情報の照会機能。
２．住登外者の登録・更新機能　：　住登外者の宛名情報を登録・更新する機能。住登外者の個人
　　番号の登録・更新はこの機能にて行う。
３．送付先、特宛人の照会・登録・更新機能　：　送付物の送付先、納税管理人・相続人等の特宛人
　　について、照会・登録・更新を行う機能。
４．口座情報の照会・登録・更新機能　：　口座振替の金融機関、口座番号などを参照・登録・更新
　　する機能。
５．関連宛名設定機能　：　宛名番号が異なる同一人（重複登録・再転入）について、同一人である
　　こと（関連があること）の設定を行う機能。
６．住基連携機能　：　既存住民基本台帳システム（以下「既存住基システム」という。）の異動データ
　　を宛名システムへ連携する機能。住登内者の個人番号はこの機能で取得する。
７．同一人チェック機能　：　氏名などの情報をもとに、宛名番号は異なるが同一人の可能性が高い
　　対象者を出力する。同一人のチェック条件として個人番号を利用する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 個人住民税システム ）

] 税務システム



] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 収納システム（税務システム内）

 ②システムの機能

地方税の収納業務を行うシステム
１．収納管理事務向け機能
　　・個人住民税システムから連携された賦課決定・更正情報を取り込む。
　　・電子納付を可能とするため、マルチペイメントネットワーク（MPN）に納付用情報を連携する。
　　・収納消込業務受託者から、住民・特別徴収事業所が納付・納入した収納情報を入手し、収納
　　　システムに取り込む。

２．還付・充当事務向け機能
　　・過納付もしくは誤納付が生じた場合、還付、充当通知書を出力し、住民等に通知する。住民等から
　　　取得した還付金請求書をシステムに登録し、金融機関経由で還付金を振り込む。

３．証明書発行機能
　　・申請に応じて、納税証明書を発行する。

４．督促状発行機能
　　・地方税法に基づき、納期限までに完納しない住民等の未納税額等の情報を元に、住民等に
　　　督促状を送付する。

５．滞納管理システム連携機能
　　・滞納整理事務を行うため、滞納管理システムと賦課・収納・滞納情報を連携する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 滞納管理システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 滞納管理システム（税務システム内）

 ②システムの機能
収納システムから宛名、課税、収納等の情報を取り込み、滞納管理業務を行う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 イメージ管理システム（税務システム内）

 ②システムの機能

１．個人住民税システムから課税資料の電子データを受取り、課税資料をイメージ化する機能
２．課税資料の資料番号や宛名番号等をもとに対象者の課税資料イメージを検索する機能
３．アノテーション機能：イメージにマーカー、メモ、スタンプ、付箋等を添付する機能

[ ○ ] その他 （ 収納システム ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 個人住民税システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム6～10



] 庁内連携システム

 システム6

 ①システムの名称 庁内連携システム

 ②システムの機能

業務システム連携機能：
既存住基、税務、保険、福祉、保健福祉、団体内統合宛名システム等の業務情報を連携する機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 保険システム、福祉システム、保健福祉システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム7

 ①システムの名称 団体内統合宛名システム

 ②システムの機能

１．団体内統合宛名管理機能
　・団体内統合宛名番号と既存業務システム等の宛名情報を紐付けて管理する。
　・団体内統合宛名番号と個人番号の関連に不整合がないかのチェックを日々行い、確認リストを出力
する。
２．団体内統合宛名付番機能
　・個人番号が新規入力されたタイミングで、団体内統合宛名番号の付番を行う。
３．中間サーバー連携機能
　・ 中間サーバーへの情報提供及び情報照会を行う。
　・ 既存業務システム等の情報照会に係る中間サーバーとのオンラインデータ連携及びオフラインデー
タ連携用の媒体作成を行う。
４．アクセス権限管理機能
　・ユーザ単位でアクセス権限を付与し、不必要な情報へのアクセス制御を行う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

 システム8

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

１．符号管理機能：情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で
　　個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理
　　する機能
２．情報照会機能：情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会
　　及び情報提供受領（照会した情報の受領）を行う機能
３．情報提供機能：情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定
　　個人情報（連携対象）の提供を行う機能
４．既存システム接続機能：中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名システム及び既存住基
　　システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための
　　情報等について連携するための機能
５．情報提供等記録管理機能：特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供があった旨の
　　情報提供等記録を生成し、管理する機能
６．情報提供データベース管理機能：特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能
７．データ送受信機能：中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）
　　との間で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能
８．セキュリティ管理機能：セキュリティを管理するための機能
９．職員認証・権限管理機能：中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に
　　基づいた各種機能や特定個人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う機能
１０．システム管理機能：バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ
　　情報の削除を行う機能

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー ）

] 税務システム



] 庁内連携システム

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム9

 ①システムの名称 コンビニ交付システム

 ②システムの機能

１．既存システム連携機能　：
　　既存住民記録（印鑑含む）、税、戸籍システムから証明書情報を連携する機能
２．コンビニ交付機能　：
　　地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）が運営管理する証明書交付システムからの
　　要求に応答して証明書自動交付を行う機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム10

 ①システムの名称 eLTAX審査システム

 ②システムの機能

１．給報等の申請・届出データの審査と管理
２．特徴税額通知データの連携
３．電子申告の利用届出データの利用者IDと宛名番号の対応づけ機能
４．年報データの受信機能
５．年特対象者情報の受信、年特税額（処理結果）通知の送受信機能
６．年特停止（処理結果）通知の送受信機能
７．特徴処理結果通知の受信機能
８．寄附金税額控除に係る申告特例通知書データの送受信機能

○

[ ○ ] その他 （ Ｊ－ＬＩＳ証明書交付システム、住基ネットGWシステム ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 媒体等での連携のため、他システムとの接続はしていない。 ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム11～15

 システム11

 ①システムの名称 国税連携システム

 ②システムの機能

国税庁に申告されたe-Taxデータ及び国税当局に書面で提出された申告等データを
配信するシステム。
１．確定申告データ(e-TAXデー夕、KSKデータ)、法定調書データ受領機能。
　　国税庁に申告された確定申告関係情報をダウンロードする機能。
　　国税庁に申告された法定調書情報をダウンロードする機能。
　　地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じて、扶養是正情報等を国税庁に送付する機能。
２．データの検索、印刷、XMLファイルのCSV変換機能
　　確定申告書等情報の検索、印刷、及びファイル形式の変換機能。
３．.団体間回送、送付機能
　　確定申告書等情報を他の市区町村に対して回送する機能。
　　住民登録外課税データ等を送付及び受領する機能。



] 庁内連携システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 媒体等での連携のため、他システムとの接続はしていない。 ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム12

 ①システムの名称 国税連携支援システム（税務システム内）

 ②システムの機能
税務署に提出又はe-Taxで送信された確定申告書データを地方共同法人地方税共同機構（以下「機構」
という。）を経由して取り込み、個人住民税システム用にデータ変換を行う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム13

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）

 ②システムの機能

１．本人確認情報検索 ：住基ネット端末において入力された４情報（氏名、住所、性別、生年月日）
　　　　　　　　　　　　　　　の組合せをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人
　　　　　　　　　　　　　　　確認情報の一覧を画面上に表示する。

２．機構への情報照会 ：全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は４情報の組合せをキーと
　　　　　　　　　　　　　　　 した本人確認情報照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領
　　　　　　　　　　　　　　　する。

[ ○ ] その他 （ 個人住民税システム ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 媒体等での連携のため、他システムとの接続はしていない。 ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム14

 ①システムの名称 地方税共通納税システム

 ②システムの機能

１．電子納税の納付情報（納付前）作成、納税義務者への送信機能
２．収納情報と納付情報（収納前）の照合機能
３．納付情報（納付後）の作成及び地方自治体への送付機能
４．地方自治体とのデータ連携機能
５．地方自治体への送金機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 媒体等での連携のため、他システムとの接続はしていない。 ）

] 税務システム



] 庁内連携システム

 システム15

 ①システムの名称 個人住民税申告ポータル

 ②システムの機能
個人住民税についてオンラインで申告ができる機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ サービス検索・電子申請機能 ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム16～20

 システム16

 ①システムの名称 サービス検索・電子申請機能

 ②システムの機能

【住民向け機能】
自らが受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請ができる機能
【地方公共団体向け機能】
住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を地方公共団体に公開する機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 個人住民税申告ポータル、申請管理システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム17

 ①システムの名称 申請管理システム

 ②システムの機能

1　連携サーバ
・サービス検索・電子申請機能で受け付けた電子申請データを申請管理システムに連携する（受け渡
す）機能

2　申請管理システム
・連携サーバから連携された電子申請データを参照する機能
・「申請処理状況」及び「利用者への連絡事項」を申請者へ送信する機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ サービス検索・電子申請機能 ）

] 税務システム



 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）
別表第24項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令
第16条

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

個人住民税ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

・番号制度に関する税制上の措置として、課税資料等の税務関係書類に個人番号の記載を求める措置
が講じられたところである。このため、個人番号付きの課税資料等の税務関係書類を受け付けることと
なり、受け付けた課税資料は個人住民税システムで管理され、賦課データを作成する。したがって個人
住民税システムにおいて特定個人情報ファイルを保有することとなる。
・事務全般で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる。
・賦課データについては、中間サーバーに副本を登録し、情報提供ネットワークシステムを介して他市町
村及び他機関に提供される。

 ②実現が期待されるメリット

（１）事務・手続の簡素化、添付書類の削減による負担軽減
① 所得・課税証明書や住民票の添付省略
②各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類（納税証明書等）の省略

（２）行政事務の効率化による公平で正確な税負担の実現（所得の過少申告等の防止）
効率的な名寄せ・突合により、所得の過少申告や扶養控除のチェックが効率化し、社会保障の不正受給
や税の不正還付等を防止することができる。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

―

 ②法令上の根拠

（情報提供）
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表第
1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、76、
81、83、84、86、87、88、89、90、91、92、96、98、106、108、115、124、125、129、130、132、137、138、
140、141、142、144、147、151、152、155、156、158、160、161、163、164、165、166、167、168、169、
170、171、172、173の項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令第
3、4、5、6、7、9、13、15、17、22、30、39、41、44、50、51、55、59、60、61、65、67、68、71、75、77、78、
83、85、86、88、89、90、91、92、93、94、98、100、108、110、117、126、127、131、132、134、139、140、
142、143、144、146、149、153、154、157、158、160、162、163、165、166、167、168、169、170、171、
172、173、174、175条

（情報照会）
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令第2条の表第
48の項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令第
50条

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 財政局税務部市民税課、納税課

 ②所属長の役職名 市民税課長、納税課長



（別添１） 事務の内容

（備考）

　課税資料を取り込むにあたり、委託業者にてデータ整備及び電子ファイル化（パンチ作業）を行う。この電子ファイルには個人番号が含まれる。 

②イメージデータ管理システムへ登録した課税資料と個人住民税データを連携する。これにより個人住民税システムからイメージ照会が可能となる。

③課税資料をもとに、個人住民税システムで課税処理を行い通知書ファイルを作成する。

　作成した通知書ファイルを外部委託業者へ渡し、大量一括印刷・封入封緘を行い、事業所もしくは住民へ送付する。

　また所得・課税証明書も個人住民税システムから発行するが、所得・課税証明書には個人番号は含まれない。

④市町村の調査により、申告情報の誤りがあった場合、資料連絡箋・扶養是正データを税務署（国税庁）へ送付する。

⑤年金保険者（日本年金機構など）と年特に関する個人番号を含む各種通知情報を送受信する。

⑥市町村の窓口や電話による問い合わせ時、本人確認が必要な場合は基本情報に加え個人番号を確認する。

⑦宛名システムの機能を使い、個人番号を参照する。

⑧当初課税時、月例業務締め時に他業務システム向けデータを作成し提供する。

　また介護システムなどから個人住民税の課税・調査に必要なデータを受領する。

⑨他業務システム向けデータのうち庁内連携システムを介さず媒体や紙等で連携するデータにも個人番号を含む。

⑩当初課税時、月例業務締め時に所得・控除・税額・扶養情報を番号団体内統合宛名システム経由で中間サーバーへアップする。

　また情報提供ネットワークシステムより他機関、他市町村の情報を参照する。

⑪他市町村へ資料の回送（個人番号含む）、294-3通知（個人番号含む）を送付する。

⑫４情報（氏名、住所、性別、生年月日）を組合せキーとして本人確認情報を取得し個人番号等を宛名システムに連携する。

⑬個人番号カードの情報より、コンビニセンター⇒J-LIS証明書交付センターを介しコンビニ交付システムへ連携する。 

⑭要求された各種証明書をコンビニ交付システムにてＰＤＦ化し要求元の証明書交付センターに連携する。

⑮課税資料（寄附金税額控除に係る申告特例通知書）を受け付け、個人住民税システムへ取り込む。

⑯県税事務所から滞納情報を受け取り、勤務先情報を付加して送付する。

①課税資料（確定申告書、給報、年報、住民税申告書）を受け付け、個人住民税システムへ取り込む。

住民

個人住民税システム

①確定申告書

国税連携

支援

システム

各業務システム 他市町村情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ

庁内連携システム

所得の把握 所得の把握

【税務システム】

イメージ管理

システム

⑦

個人番号を含まな

い情報の流れ

【凡例】
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情報の流れ
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（別添１） 事務の内容

※国が運用
（備考）

【収納関連業務の流れ】

①個人市民税システムから連携された賦課決定・更正情報を取り込む。

②収納消込業務受託者から、住民・特別徴収事業所が納付・納入した収納情報を入手し、収納システムに取り込む。

③過納付もしくは誤納付が生じた場合、還付、充当通知書を出力し、住民等に通知する。住民等から取得した還付金請求書をシステム

に登録し、金融機関経由で還付金を振り込む。

④申請に応じて、納税証明書を発行する。

⑤地方税法に基づき、納期限までに完納しない住民等の未納税額等の情報を元に、住民等に督促状を送付する。

⑥滞納整理事務を行うため、滞納管理システムと賦課・収納・滞納情報を連携する。

⑦地方税共通納税システムから、特別徴収事業所が納付・納入した収納情報を入手し、収納システムに取り込む。

税務システム

住民／特別徴収事業所

個人住民税

システム

地方税共通

納税システ

ム※

収納消込業務受託者
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システム

個人番号を含まな

い情報の流れ

【凡例】

個人番号を含む

情報の流れ
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 その妥当性

・個人番号、4情報　：　本人確認、資料の名寄せを行うため。
・その他識別情報（内部番号）　：　個人番号との紐付けのため。
・その他住民票関係情報　：　個人住民税の課税権の判定等のため（賦課期日における住所判定な
ど）。
・連絡先情報：①賦課決定に際し課税要件を確認するため。
　　　　　　　　  ②納税通知書等の送付先を確認するため。
　　　　　　　　  ③本人への連絡等のため。
・国税関係情報：対象者の国税資料の情報に基づき、個人住民税の賦課事務を行うため。
・地方税関係情報：対象者の個人住民税課税データに基づき、税額通知や証明書発行等を行うため。
・医療保険関係情報：社会保険料控除の確認のため。
・障害者福祉関係情報：障害者控除申請者に対し、非課税限度額の判定や所得控除の適用を
　行うため。
・生活保護・社会福祉関係情報：生活保護者に対し、個人住民税の非課税判定や減免適用を行うため。
・介護保険関係情報：介護保険料の年特情報を元に、年金保険者から送付される対象者情報との
　突合を行うため。
・年金関係情報：対象者の年報の情報に基づき、個人住民税の賦課事務及び年金保険者と
　年特データの情報交換を行うため。

[ ] その他 （ ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

○ ] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ○ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性

・番号制度により、課税資料に個人番号が記載されることとなり、個人番号付きの課税資料を収集する。
収集した課税資料データは個人住民税システムで管理され、賦課データを作成することから、個人住民
税システムにおいて特定個人情報ファイルを保有することとなる。
・保有した特定個人情報により、納税通知書等の作成を行い、また、情報提供ネットワークシステムで所
得・控除の情報、扶養情報を提供するため。

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ]
1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

個人住民税ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※

①賦課期日（1月1日）時点で本市に住所を有する個人
②本市に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で本市に住所を有しないもの
③市外在住の被扶養者、専従者
④個人事業主

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]



 ⑤本人への明示

市民税課及び各区税務室窓口で本人から賦課に必要な情報を入手する場合については、使用目的を
本人に明示した上で入手している。その他の手段で入手する場合については、地方税法第317条の2（申
告書の提出義務）、同法第317条の6（給報等の提出義務）、同法第317条の7の2（公的年金からの特徴）
等により明示している。また、情報提供ネットワークシステムにより情報を入手する場合は番号法別表第
2の項番27により明示されている。

 ⑥使用目的　※

・適正かつ公平な賦課及び徴収の実現のため、課税資料の名寄せが正確かつ効率的にできるよう、個
人番号を利用する。
・個人の各種所得情報及び扶養情報の調査を正確かつ効率的にできるよう、個人番号を利用する。
・納税者が申告書を提出する際、添付書類が省略できるなどの納税者利便性の向上のために利用す
る。

住基ネット、eLTAX審査システム、国税連携システム、サービス検索・電子申請機能 ）

 ③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人、民間事業者、行政機関等からの入手】
・給報、確定申告書等の受け付けの都度（年間を通じ、複数回入手）

【他部署より入手】
・住登内者の個人番号を、庁内連携システムにより入手する。
・社会保険料控除額確認のため、医療保険関係情報を毎年1月に入手する。
・障害者控除確認等のため、障害者福祉関係情報を毎年1月に入手する。
・個人住民税の非課税判定を行うため、生活保護情報を毎年4月末に入手する。
・個人住民税の賦課、減免業務を行うため、生活保護情報を調査が必要になった都度入手する。
・基礎年金番号の取込データを介護システムより毎年入手する。（※）
・年特の対象者でなくなった者（死亡・転出）に関するデータを毎月入手する。（※）

（※）個人番号は含まれないが、税務システムにおいて宛名番号と紐付けて個人番号を特定することが
できるため、特定個人情報となる。

【他機関より入手】
・年金保険者より毎年5月に年特対象者データを受け取る。
・年金保険者より年特情報を毎月入手する。
・他自治体が作成した294－3通知及び寄附金税額控除に係る申告特例通知書データについて、随時入
手する。
・番号法第19条第9号により、国税庁長官、都道府県知事、他市町村長より提供があった都度入手す
る。

【住基ネットからの入手】
・調査事務が必要になった都度、入手する。

【情報提供ネットワークシステムにより入手】
・調査事務が必要になった都度、入手する。

 ④入手に係る妥当性
・課税資料及び年特情報については、法令又は制度で定められた時期・頻度・方法にて、本人及び代理
人・国税庁長官・事業所（給与支払者）・年金保険者から情報を入手している。
・他市町村に住所を有する被扶養者等の情報については、法令の規定に基づき、入手している。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 他市町村 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ○ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

（
戸籍住民課、障がい者福祉相談所、国保年金課、保
護管理援護課、こころの健康センター、介護保険課

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 税務署（国税庁）、各年金保険者、デジタル庁 ）

 ⑥事務担当部署 財政局税務部市民税課、納税課

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 給報提出元、各年金保険者 ）

[

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成27年12月



4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

（ 7 ）　件

 委託事項1 課税データ入力及び読取業務

 ①委託内容
当初課税時期に提出される課税資料について、データ化するための入力業務、イメージデータ化するた
めの読取業務及び確認リスト等の出力のための入力業務

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ]

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

 ⑧使用方法　※

１．課税準備事務
・住民税申告書や個人事業主の給報総括表に個人番号欄を設け発送する（個人番号出力なし）。

２．課税資料受付事務
・課税資料に記載された個人番号を取得し、内部識別番号である宛名番号と紐付ける。
・住登外者に対して個人住民税の課税を行う場合、当該住登外者の住所地市町村に送付する294-3通
知に個人番号を記載する。

３．賦課決定事務（当初課税）
・資料登録時に個人番号を紐づけの判断として利用する。
・eLTAXで送信する特徴税額通知書に個人番号を記載する（書面送付分には記載しない）。

４．賦課更正事務（月例業務）
・課税資料に記載された個人番号を個人特定の判断として利用する。
・eLTAXで送信する特徴税額通知書に個人番号を記載する（書面送付分には記載しない）。

５．調査、報告事務
・市外に居住する控除対象配偶者及び扶養親族が控除の要件を満たしているか情報提供ネットワーク
システムを利用して照会を行う際に個人番号を活用する。
・生活保護受給の有無や障害者手帳の情報について情報提供ネットワークシステムを利用して照会を
行う際に個人番号を活用する。
・税務署に賦課更正情報を資料連絡箋で報告する場合、個人番号を記載する。
・他市町村等からの情報提供ネットワークシステムを介した扶養関係情報、所得情報等の照会に対応で
きるよう、賦課データの副本を中間サーバーに登録する。

 情報の突合　※

上記項番２、３、４において、内部識別番号の宛名番号と個人番号を紐付けて使用する。
申請管理システムより入手した電子申請データについては、申請者を確認するために既存住基システム
を通じて取り込んだ番号紐付情報と突合する。

 情報の統計分析
※

特定個人情報に関する統計分析については、個人住民税事務では実施しない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

個人の所得額及び控除額等に基づき、個人住民税額の賦課決定または更正を行う。

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

市民税課、納税課、各税務室、各区民課、各総合出張所

 使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ]
1） 10人未満

 変更の妥当性 ―



 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には入札結果として熊本市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 NDS・NTTマーケティングアクトProCX共同企業体

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」のうち、給報等が提出された個人

 その妥当性
当初課税においては、大量の給報等を短期間で迅速かつ正確に処理を行う必要があり、委託すること
によって、より効率的に事務を行うため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

 委託事項2 給与支払報告書等処理業務

 ①委託内容 書面で提出された給報等の処理業務及び電子的提出の給報等のデータ整備業務

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際に入札結果を市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 NDS・NTTマーケティングアクトProCX共同企業体

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○ ] フラッシュメモリ [ ○ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」のうち、課税資料が提出された個人

 その妥当性
当初課税においては、短期間に大量の課税資料のデータ化が必要であり、課税データの入力及び読取
業務を委託することにより、効率的に事務を行うため。



4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 その妥当性
システム運用のための作業であり、基幹系システムである税務システムの運用は専門知識が必要なた
め。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項 審査及び年金特徴、共通納税、国税連携サービスの利用における問い合わせ対応

 委託事項4 税務システム全般のシステム運用

 ①委託内容 システムの運用管理、バッチ処理の実行、オンライン稼働監視などを行う。

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託申請書及び関係書類を提出させ、審査の後、書面により許諾通知を行っている。
委託先の義務と同等の義務を再委託先に負わせることを、再委託する場合の遵守事項として定めてお
り、そのことが確認できる書類の写し等を提出させることにより審査している。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には入札結果として熊本市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社　NTTデータ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」のうち、確定申告書を提出した個人及びeLTAXを通じて給報及び年報が
事業所又は年金保険者から提出された個人と年特対象者

 その妥当性
個人住民税賦課事務において、本業務は欠かすことの出来ない業務であり、また、本業務で取り扱う特
定個人情報ファイルの範囲はeLTAXを通じて機構から専用回線（LGWAN（総合行政ネットワークシステ
ム））で送信されるデータに限定されるため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項

 委託事項3 市税申告の電子化に伴う審査システムの構築及びASPサービス提供業務

 ①委託内容
eLTAXの事業主体である機構が運営・管理する地方税ポータルシステムと本市との間の情報伝達等に
係るASPサービスの提供を行う業務

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない



 ⑨再委託事項

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際に入札結果を市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社　熊本計算センター

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 その妥当性
個人住民税の賦課・徴収に係る帳票の印刷においては、専門の機械を使用しその利用方法についても
習得する必要があるため、一括で委託を行うことが効率的であるため。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項 システムの運用管理、バッチ処理の実行、オンライン稼働監視の一部を行う。

 委託事項5 業務用帳票への印字（出力）等の作業委託

 ①委託内容 業務用帳票への印字（出力）等作業

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託申請書及び関係書類を提出させ、審査の後、書面により許諾通知を行っている。
委託先の義務と同等の義務を再委託先に負わせることを、再委託する場合の遵守事項として定めてお
り、そのことが確認できる書類の写し等を提出させることにより審査している。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には入札結果として熊本市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 富士通Japan株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール [

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満



5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 その妥当性

システムの保守に当たっては、当該システムの構造等を熟知しているとともに、プログラミング等の高度
な専門知識が必要であるため、本市の職員で対応することは困難である。なお、特定個人情報の連携、
また団体内統合宛名番号とマイナンバーの関連付けを行うシステムの保守を委託するため、マイナン
バーを取得した全員を委託業務の対象とする必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項

 委託事項7 庁内連携システム、団体内統合宛名システム及び申請管理システムの保守

 ①委託内容
システムの問い合わせに対する調査・対応、作業指示に基づくデータ修正作業等及び法改正等に伴う
対応作業等

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には入札結果として熊本市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社　熊本計算センター

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 その妥当性

システムの運用に当たっては、当該システムの構造等を熟知しているとともに、プログラミング等の高度
な専門知識が必要であるため、本市の職員で対応することは困難である。なお、団体内統合宛名番号と
マイナンバーの関連付けを行うシステムの運用を委託するため、マイナンバーを取得した全員を委託業
務の対象とする必要がある。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ]
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項6～10

 委託事項6 団体内統合宛名システム等の運用

 ①委託内容
団体内統合宛名システム等のジョブスケジューリング等のシステム運用作業、職員からの問い合わせに
対する調査、作業指示に基づくデータ抽出等、遠隔地保管情報の媒体作成、システム監視・通報等



 ②提供先における用途 国税庁が所得税の課税を適切に行うため

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、4情報、地方税関係情報

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供依頼がある都度

 提供先2～5

 提供先2 国税庁長官

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、同法施行令第22条

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 番号法別表第2　第2欄に掲げる事務（別紙1参照）

 ③提供する情報
番号法別表第2　第4欄に掲げる特定個人情報（地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」とい
う。））

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ①法令上の根拠
番号法第19条第8号　別表第2の第3欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第4欄（特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項（別紙1参照）

[ ○ ] 移転を行っている （ 17 ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 64 ） 件

[ ] 行っていない

 提供先1 番号法第19条第8号　別表第2に定める情報照会者（別紙1参照）

 委託事項16～20

 委託事項11～15

 ⑨再委託事項 庁内連携システム、団体内統合宛名システム及び申請管理システムの保守に係る作業

]
1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法
再委託申請書及び関係書類を提出させ、審査の後、書面により許諾通知を行っている。
委託先の義務と同等の義務を再委託先に負わせることを、再委託する場合の遵守事項として定めてお
り、そのことが確認できる書類の写し等を提出させることにより審査している。

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際に入札結果を市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 日本電気株式会社　九州支社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

[ ] その他 （ ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [ ] 電子メール



 ⑦時期・頻度 随時

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ○ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 都道府県知事が個人住民税の賦課徴収を適切に行うため

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」のうち、4情報、地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

 提供先4 都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、同法施行令第22条

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途 他市町村長が個人住民税の賦課徴収を適切に行うため

 ③提供する情報 「２．④記録される項目」のうち、個人番号、4情報、地方税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 7月以降扶養是正データを作成した都度。個人住民税の調査事務により所得税額が変更になる都度

 提供先3 他市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第19条第10号、同法施行令第22条、地方税法第294条第3号

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満



 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
児童福祉法による里親の認定、養育里親の登録、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費
若しくは障害児入所医療費の支給、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度
②～④、⑥及び⑦については照会が必要となる都度。①については8～9月の期間及び照会が必要とな
る都度。⑤については6月及び照会が必要となる都度。

 移転先2～5

 移転先2 こども局児童相談所

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同上

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

①児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）による児童扶養手当の支給に関する事務
②母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）による資金の貸付けに関する事務
③母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は
　寡婦についての便宜の供与に関する事務
④母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務
⑤児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の
　支給に関する事務
⑥熊本市ひとり親家庭等医療費助成規則（昭和57年規則第47号）によるひとり親家庭等医療費の
　助成に関する事務
⑦低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 移転先1 こども局こども育成部こども支援課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10



 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先5 健康福祉局障がい者支援部こころの健康センター

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
・予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の
　支給に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度
①～③⑥については照会が必要となる都度。④⑤については８～９月の期間及び照会が必要となる都
度。

 移転先4 健康福祉局保健衛生部感染症予防課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

①児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自
由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サー
ビスの提供、若しくは措置又は費用の徴収に関する事務
②身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所
等の措置又は費用の徴収に関する事務
③知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等
の措置又は費用の徴収に関する事務
④特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）による特別児童扶養手当の支給
に関する事務
⑤特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民
年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する
事務
⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給及び地
域生活支援事業の実施に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 移転先3 健康福祉局障がい者支援部障がい福祉課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例



 ②移転先における用途
・公営住宅法（昭和26年法律第193号）による公営住宅の管理に関する事務
・住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定
　若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先7 都市建設局住宅部市営住宅課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

・生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、
　保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
　自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先6～10

 移転先6 健康福祉局福祉部保護管理援護課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）による診察、入院措
置、費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例



 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 ・老人福祉法（昭和38年法律第133号）による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 ①②については1日1回、③については月1回及び年1回、④については照会が必要となる都度

 移転先9 健康福祉局高齢支援部高齢福祉課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

①国民健康保険法（昭和33年法律第192号）による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務
②国民年金法（昭和34年法律第141号）による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料
　その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出
　に関する事務
③高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）による後期高齢者医療給付の支給
　又は保険料の徴収に関する事務
④特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成16年法律第166号）による
　特別障害給付金の支給に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先8 健康福祉局健康福祉部国保年金課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満



 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先12 こども局こども育成部保育幼稚園課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する
事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先11～15

 移転先11 健康福祉局障がい者支援部障がい者福祉相談所

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
・介護保険法（平成9年法律第123号）による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料
　の徴収に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先10 健康福祉局高齢支援部介護保険課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[



 ②移転先における用途

・難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務
　（特定医療費の支給、支給認定の申請の受理、申請に係る事実についての審査又はその申請に
　対する応答、医療受給者証に関する事務、支給認定の変更、支給認定の取り消し、資料の提供、
　申請内容の変更の届出の受理、届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に
　関する事務）

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先14 健康福祉局保健衛生部医療対策課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

①児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付、負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
②児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関す
る事務
③母子保健法（昭和40年法律第141号）による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給
又は費用の徴収に関する事務
④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自
立支援給付の支給に関する事務
⑤子育て短期支援事業、助産及び母子生活支援施設入所の実負担能力の認定又は費用の徴収に関
する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先13 こども局こども育成部こども政策課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子
ども・子育て支援事業の実施に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満



 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条に規定
する特定公的給付に指定された、令和3年度子育て世帯臨時特別給付における子育て世帯への臨時特
別給付金及び非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度。

 移転先16～20

 移転先16 健康福祉局福祉部健康福祉政策課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会が必要となる都度

 移転先15 総務局行政管理部労務厚生課

 ①法令上の根拠 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同様

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③移転する情報 地方税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 1万人未満



9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性 地方税法第17条の5の規定により、課税年度から7年間経過まで保管が必要

2） 1年 3） 2年

[ 6年以上10年未満 ]
4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

<執務室における措置>
特定個人情報が記載された届出書等及び外部記録媒体については、施錠ができるキャビネット等に保
管する。
・特定個人情報が記録されている個人住民税システム及び申請管理システムのサーバー等機器は、以
下の措置が取られたデータセンターに設置し、厳重に管理を行う。

＜データセンターにおける措置＞
・外部侵入防止のための措置：外周赤外線センサー監視、24時間有人監視、監視カメラ
・入退管理のための措置：ICカードと手のひら静脈認証による入退管理、要員所在管理システム
・不正持込・持出防止のための措置：生体認証ラック開閉管理、監視カメラ、持込機器の事前申請運用

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録さ
れたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
サービス事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されて
いるほか、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービス事業者が保有・管理する環境に構築する中間サーバーのデータ
ベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事
業者が実施する。なお、クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され、バックアッ
プも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存され
る。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ⑦時期・頻度 月２回

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [
 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[



 ７．備考

―

 ③消去方法

<執務室における措置>
・特定個人情報が記載された届出書等については、保存年限を経過したものを溶解又はシュレッダー
　処理を行い廃棄している。
・外部記録媒体については、専用ソフトなどを用いて初期化する、又は物理的に破壊するなど
　情報資産が復元不可能な措置を講じ廃棄している。

＜税務システムにおける措置＞
・②で定めた保管期間を超えたデータについて、システム上一括で消去する。
　（データベースから物理的に削除する。）
・保管期間を過ぎた申請書及び届出書等、紙媒体の特定個人情報については、外部業者による
　裁断溶解処理を行い廃棄する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することは
ない。
②クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナンス等によりディスクやハー
ド等を交換する際は、クラウドサービス事業者において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制
度（ISMAP）に準拠したデータの暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の監査機関が定期
的に発行するレポートにより、クラウドサービス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理
的破壊が行われていることを確認する。
③中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システム機構及び中間サーバー・
プラットフォームの事業者において、保存された情報が読み出しできないよう、データセンターに設置して
いるディスクやハード等を物理的破壊により完全に消去する。
＜申請管理システムにおける措置＞
・事務手続きごとに定められた保管期間を超過した申請管理システムデータを、バッチ処理に
よりデータベースから消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データ
は国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人
情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデ
ータの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたが
って確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントク
ラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに
利用しなくなった環境の破棄等を実施する。



 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

【個人住民税】
１．続柄、 ２．前年１２月３１日年齢、 ３．本年１月１日年齢、 ４．個人法人詳細区分、 ５．個人基本種別、 ６．個人基本廃止理由、 ７．翌年廃止理由、
８．通称名優先区分、 ９．在留の資格、 １０．在留期間開始日、 １１．在留期間終了日、 １２．カナ通称名、 １３．漢字通称名、 １４．市内市外区分、 １
５．住所自治体コード、 １６．住所町名、 １７．住所番地、 １８．住所枝番、 １９．住所小枝番、 ２０．住所番地編集区分、 ２１．住所、 ２２．方書、 ２３．宛
名異動日、 ２４．宛名異動理由、 ２５．住民日、 ２６．住定日、 ２７．消除日、 ２８．本籍地、 ２９．筆頭者名、 ３０．個人基本寡フ区分、 ３１．個人基本勤
学区分、 ３２．無申告調査結果、 ３３．特記情報、 ３４．翌年申告書発送区分、 ３５．生活扶助開始日、 ３６．生活扶助廃止日、 ３７．住民税申告書通知
日、 ３８．催告通知書通知日、 ３９．最終催告通知書通知日、 ４０．住登地住所、 ４１．住登地方書、 ４２．総括表区分、 ４３．納入書区分、 ４４．媒体区
分、 ４５．納期特例区分、 ４６．納期特例開始年月、 ４７．納期特例終了年月、 ４８．事業所廃止理由、 ４９．廃止年月日、 ５０．普徴事業所区分、 ５１．
総括表資料番号、 ５２．月別人数、 ５３．月割額、 ５４．従業員状態区分、 ５５．給報種別、 ５６．入力カナ氏名、 ５７．入力生年月日、 ５８．資料収入種
別、 ５９．事業所家屋敷区分、 ６０．扶養親族－特定、 ６１．扶養親族－同居老親、 ６２．扶養親族－老人、 ６３．扶養親族－他、 ６４．扶養障害－同居
特障、 ６５．扶養障害－特別、 ６６．扶養障害－他、 ６７．乙欄区分、 ６８．死亡退職区分、 ６９．災害者区分、 ７０．外国人区分、 ７１．就職退職区分、
７２．就職退職年月日、 ７３．年調未済区分、 ７４．摘要欄、 ７５．配偶者氏名、 ７６．配偶者生年月日、 ７７．扶養親族、 ７８．扶養親族生年月日、 ７９．
扶養親族控除額、 ８０．専従者氏名、 ８１．専従者生年月日、 ８２．専従者給与額、 ８３．特例適用条文、 ８４．徴収希望、 ８５．事業税開廃業区分、 ８
６．事業税開廃業年月日、 ８７．併合結果徴収区分、 ８８．租税条約区分、 ８９．住宅借入金等特別控除区分、 ９０．居住開始年月日、 ９１．課税区分、
９２．特定扶養、 ９３．内同居老親、 ９４．老人扶養、 ９５．その他扶養、 ９６．同居特別障害、 ９７．特別障害、 ９８．その他障害、 ９９．非課税事由、 １０
０．優先資料種別、 １０１．更正事由、 １０２．減免理由、 １０３．減免区分、 １０４．減免割合、 １０５．開始月期、 １０６．済月期、 １０７．事業所家屋敷課
税区分、 １０８．月割額、 １０９．期割額、 １１０．登録年度、 １１１．異動届課税年度、 １１２．給与支払額、 １１３．社会保険料額、 １１４．退職金額、 １１
５．勤続年数、 １１６．届出日、 １１７．期割充当額、 １１８．異動メモ内容、 １１９．通知書番号、 １２０．証明年度、 １２１．証明書番号、 １２２．証明書区
分、 １２３．使用目的区分、 １２４．個人送達履歴、 １２５．従業員宛名番号、 １２６．事業所送達履歴、 １２７．扶養関連者資料種別、 １２８．扶養関連者
資料番号、 １２９．回数割額、 １３０．年金特徴中止区分、 １３１．年金特徴済月、 １３２．資料種別、 １３３．郵便番号、 １３４．状態区分、 １３５．対象者
通知区分、 １３６．対象者通知受入処理日、 １３７．税額通知区分、 １３８．特徴依頼処理日、 １３９．特徴依頼処理結果区分、 １４０．特徴依頼処理結
果受入処理日、 １４１．停止依頼区分、 １４２．停止依頼月、 １４３．停止依頼処理日、 １４４．停止依頼処理結果区分、 １４５．停止依頼結果受入処理
日、 １４６．特徴処理結果区分、 １４７．異動事由、 １４８．介護納付額、 １４９．国保納付額、 １５０．後期高齢納付額、 １５１．納付額総合計、 １５２．宛
名番号、 １５３．宛名履歴番号、 １５４．異動区分、 １５５．異動年月日、 １５６．異動日、 １５７．課税年度、 １５８．カナ氏名、 １５９．個人番号、 １６０．
削除フラグ、 １６１．自治体コード、 １６２．指定番号、 １６３．住宅借入金等特定取得区分、 １６４．所得控除額、 １６５．所得控除件数、 １６６．所得控
除、 １６７．調定年度、 １６８．資料種別、 １６９．資料廃止理由、 １７０．資料番号、 １７１．資料連絡箋出力理由、 １７２．生年月日、 １７３．専従者給与
額、 １７４．送付通知書区分、 １７５．通知日、 １７６．登録区、 １７７．特定居住損区分、 １７８．納税者番号、 １７９．扶養関連者異動事由、 １８０．扶養
関連者自治体コード、 １８１．扶養関連者種別、 １８２．扶養関連者状態区分、 １８３．扶養関連者宛名番号、 １８４．扶養関連者区分、 １８５．本人専従
区分、 １８６．優先資料番号、 １８７．寡フ区分、 １８８．確申青白区分、 １８９．漢字氏名、 １９０．基礎年金番号、 １９１．基礎年金番号付設レベル、 １９
２．勤労学生区分、 １９３．均等割区分、 １９４．控配区分、 １９５．受給者番号、 １９６．生活扶助区分、 １９７．専従その他、 １９８．徴収区分、 １９９．年
金コード、 ２００．年金保険者番号、 ２０１．否認理由、 ２０２．夫あり区分、 ２０３．本人障害区分、 ２０４．未成年者区分、 ２０５．老年者区分、 ２０６．個
人番号、 ２０７．法人番号、 ２０８．受取方法 、 ２０９．通知先アドレス、 ２１０．通知先アドレス更新日、 ２１１．税額変更等依頼区分、 ２１２．税額変更等
依頼処理日、 ２１３．税額変更等依頼処理結果区分

【収納】
１．税保コード、２．税目コード、３．調定年度、４．課税年度、５．通知書番号、６．事業年度開始日、７．申告区分、８．申告連番、９．宛名番号、１０．自治
体コード、１１．収納異動連番、１２．口振不能回数、１３．年調定額、１４．前納報奨金、１５．前納報奨金予備、１６．支払済報奨金、１７．支払済報奨金
予備、１８．個人基本種別コード、１９．国保記号番号、２０．都市計画税区分、２１．法定納期限、２２．更正決定通知日、２３．所得税更正通知日、２４．
特土徴収区分、２５．事業年度終了日、２６．申告基準日、２７．申告年月日、２８．確定申告日、２９．更正請求日、３０．指定納期限、３１．低率終了日、
３２．除算期間開始日、３３．除算期間終了日、３４．申告基礎区分、３５．申告基礎年月日、３６．延長申告期限、３７．調定履歴有無フラグ、３８．法人番
号、３９．指定番号、４０．強制作成フラグ、４１．期別、４２．月別、４３．納期限、４４．課税状況コード、４５．車両コード、４６．車両履歴番号、４７．車検有
無フラグ、４８．更正事由コード、４９．調定年月、５０．更正日、５１．完納日、５２．最終領収日、５３．最終収入日、５４．本税調定額、５５．本税収入額、５
６．本税仮消込額、５７．本税未納額、５８．本税過誤納額、５９．本税過誤納処理中額、６０．督促手数料調定額、６１．督促手数料収入額、６２．督促手
数料仮消込額、６３．督促手数料未納額、６４．督促手数料過誤納額、６５．督促手数料過誤納処理中額、６６．延滞金調定額、６７．延滞金収入額、６８．
延滞金仮消込額、６９．延滞金未納額、７０．延滞金過誤納額、７１．延滞金過誤納処理中額、７２．申告加算金種類、７３．申告加算金調定額、７４．申告
加算金収入額、７５．申告加算金仮消込額、７６．申告加算金未納額、７７．申告加算金過誤納額、７８．申告加算金過誤納処理中額、７９．退職納入申
告日、８０．退職人員数、８１．退職通知書発付日、８２．退職市区町村民税差額、８３．退職都道府県民税差額、８４．督促納付番号、８５．督促確認番
号、８６．督促停止区分、８７．督促状停止理由コード、８８．督促状発行日、８９．督促公示日、９０．督促納期、９１．督促取消日、９２．時効予定日、９３．
不納欠損処理日、９４．不納欠損区分、９５．不納欠損事由コード、９６．退職調定入力フラグ、９７．延滞金減免区分、９８．延滞金執行日、９９．口座振替
区分、１００．振替金額、１０１．口振不能理由コード、１０２．口座振替日、１０３．変更納期限、１０４．法定納期限等、１０５．催告書発行日、１０６．催告納
期、１０７．授命年月日、１０８．納期特例区分、１０９．延滞金補正区分、１１０．共有宛名番号、１１１．内訳調定額１、１１２．内訳調定額２、１１３．内訳調
定額３、１１４．内訳調定額４、１１５．内訳調定額５、１１６．内訳調定額６、１１７．記号番号、１１８．国保徴収区分、１１９．賦課時年金保険者コード、１２
０．納付時年金保険者コード、１２１．予備１、１２２．予備２、１２３．予備３、１２４．予備４、１２５．予備５、１２６．消込子番、１２７．調書番号、１２８．分納
回数、１２９．領収日、１３０．収入日、１３１．延滞金計算日、１３２．納付区分、１３３．収納種別、１３４．納付書種類、１３５．納付番号、１３６．確認番号、
１３７．消込金額、１３８．消込本税額、１３９．消込督促手数料、１４０．消込延滞金、１４１．消込申告加算金、１４２．消込報奨金、１４３．機械処理日、１４
４．括束番号、１４５．括束連番、１４６．確認前領収日、１４７．収納更正日、１４８．収納更正元子番、１４９．振替処理日、１５０．振替理由コード、１５１．
振替税目コード、１５２．振替調定年度、１５３．振替課税年度、１５４．振替通知書番号、１５５．振替事業年度開始日、１５６．振替申告区分、１５７．振替
申告連番、１５８．振替期別、１５９．振替消込子番、１６０．振替宛名番号、１６１．歳入歳出区分、１６２．取消区分、１６３．異動額合計、１６４．異動本税
額、１６５．異動督促手数料、１６６．異動延滞金、１６７．異動申告加算金、１６８．削除フラグ、１６９．排他フラグ、１７０．担当区コード、１７１．仮消込納
付区分、１７２．データ識別コード、１７３．備考、１７４．開始期、１７５．終了期、１７６．登録日、１７７．登録時刻、１７８．削除日、１７９．削除時刻、１８０．
データ部、１８１．更正元調定年度、１８２．更正元課税年度、１８３．更正元通知書番号、１８４．更正元事業年度開始日、１８５．更正元申告区分、１８６．
更正元申告連番、１８７．更正元収納異動連番、１８８．更正元申告年月日、１８９．税額異動レコード区分、１９０．税額異動エラー事由、１９１．税額異動
抽出区分、１９２．税額異動作成区分、１９３．繰越年度、１９４．滞繰調定本税、１９５．最終更正日、１９６．最終調定本税、１９７．収入総本税、１９８．不
納欠損本税、１９９．調定子番、２００．更正後本税調定額、２０１．更正後延滞金調定額、２０２．更正後督促手数料調定額、２０３．更正後申告加算金調
定額、２０４．更正後調定年月、２０５．更正前滞繰本税調定額、２０６．更正後滞繰本税調定額、２０７．月計終了年月、２０８．更正後内訳調定額１、２０
９．更正後内訳調定額２、２１０．更正後内訳調定額３、２１１．更正後内訳調定額４、２１２．更正後内訳調定額５、２１３．更正後内訳調定額６、２１４．振
分子番、２１５．宛先識別番号、２１６．通知書作成日、２１７．通知書発行日、２１８．本税納付額、２１９．督促手数料納付額、２２０．延滞金納付額、２２
１．加算金納付額、２２２．回数、２２３．前納分納付番号、２２４．前納分確認番号、２２５．識別番号、２２６．差替前納付番号、２２７．差替前確認番号、２
２８．ＯＣＲ情報１、２２９．ＯＣＲ情報２、２３０．コンビニバーコード、２３１．納付情報摘要フラグ、２３２．延滞金自動計算有無フラグ、２３３．状態区分、２３
４．ＭＰＮ連動無フラグ、２３５．状態更新日、２３６．取扱期限、２３７．抽出年月日、２３８．データ番号、２３９．期月、２４０．子番、２４１．消込退職税額、２
４２．仮消込有無フラグ、２４３．修正区分、２４４．入金データ種別、２４５．年金保険者コード、２４６．修正前税目コード、２４７．修正前調定年度、２４８．
修正前課税年度、２４９．修正前通知書番号、２５０．修正前事業年度開始日、２５１．修正前申告区分、２５２．修正前申告連番、２５３．修正前期月、２５
４．修正前子番、２５５．修正前納付番号、２５６．修正前確認番号、２５７．修正前宛名番号、２５８．修正前自治体コード、２５９．修正前領収日、２６０．修
正前収入日、２６１．修正前納付区分、２６２．修正前収納種別、２６３．修正前納付書種類、２６４．修正前消込金額、２６５．修正前消込本税額、２６６．
修正前消込督促手数料、２６７．修正前消込延滞金、２６８．修正前消込申告加算金、２６９．修正前消込報奨金、２７０．修正前消込退職税額、２７１．修
正前括束番号、２７２．修正前括束連番、２７３．修正前調書番号、２７４．修正前回数、２７５．修正前年金保険者コード、２７６．税目コードフラグ、２７７．
調定年度フラグ、２７８．課税年度フラグ、２７９．通知書番号フラグ、２８０．期月フラグ、２８１．事業年度開始日フラグ、２８２．申告区分フラグ、２８３．申
告連番フラグ、２８４．納付書番号フラグ、２８５．領収日フラグ、２８６．収入日フラグ、２８７．納付区分フラグ、２８８．収納種別フラグ、２８９．納付書種類
フラグ、２９０．消込金額フラグ、２９１．消込本税額フラグ、２９２．消込督促手数料フラグ、２９３．消込延滞金フラグ、２９４．消込申告加算金フラグ、２９
５．消込報奨金フラグ、２９６．消込消込退職税額フラグ、２９７．消込括束番号フラグ、２９８．消込括束連番フラグ、２９９．消込調書番号フラグ、３００．消
込回数フラグ、３０１．年金保険者コードフラグ、３０２．決算処理待区分、３０３．消込エラーコード、３０４．コンビニ用自治体コード、３０５．コンビニ受付店
コード、３０６．領収時間、３０７．支払予定日、３０８．コンビニ用自治体コードフラグ、３０９．消込退職税額フラグ、３１０．現年滞繰区分、３１１．歳入年
度、３１２．本税収入件数、３１３．督促手数料収入件数、３１４．延滞金収入件数、３１５．申告加算金収入件数、３１６．報奨金収入件数、３１７．報奨金
収入額、３１８．分納子番、３１９．処分コード、３２０．分納区分、３２１．支払区分、３２２．受付年月日、３２３．初回支払日、３２４．最終支払日、３２５．証
券種類コード、３２６．証券番号、３２７．支払人、３２８．支払場所、３２９．支払予定額、３３０．収入額、３３１．仮消込額、３３２．納付予定日、３３３．本税
分納額、３３４．督手分納額、３３５．延滞金分納額、３３６．加算金分納額、３３７．取消日、３３８．振替予定日、３３９．履歴連番、３４０．納付額、３４１．金
融機関コード、３４２．店舗コード、３４３．カナ金融機関名、３４４．カナ支店名、３４５．金融機関名、３４６．支店名、３４７．口座種別、３４８．口座番号、３４
９．口座名義人カナ、３５０．口座名義人漢字、３５１．文書種類、３５２．文書確定フラグ、３５３．媒体作成区分、３５４．振替不能通知書作成済区分、３５
５．分納有無フラグ、３５６．納付額１、３５７．納付額２、３５８．納付額３、３５９．納付額４、３６０．納付額５、３６１．納付額６、３６２．納付額７、３６３．納付
額８、３６４．納付額９、３６５．納付額１０、３６６．納付額１１、３６７．納付額１２、３６８．機械処理時刻、３６９．抽出済フラグ、３７０．過誤納番号、３７１．履
歴番号、３７２．過誤納状態区分、３７３．過誤納区分、３７４．還付理由自由入力、３７５．過納誤納区分、３７６．過誤納発生日、３７７．過誤納金額、３７
８．過誤納本税分、３７９．過誤納督促手数料分、３８０．過誤納延滞金分、３８１．過誤納申告加算金分、３８２．過誤納還付加算金分、３８３．未処理金
額、３８４．未処理本税分、３８５．未処理督促手数料分、３８６．未処理延滞金分、３８７．未処理申告加算金分、３８８．未処理還付加算金分、３８９．特
徴事業所宛名番号、３９０．還付加算金計算区分、３９１．確定申告期限、３９２．免除認定日、３９３．減免日、３９４．消失認定日、３９５．農地変更日、３
９６．決裁書番号、３９７．決裁書発行日、３９８．決裁日、３９９．充当処理日、４００．充当執行日、４０１．還付先宛名番号、４０２．還付充当通知書発行
日、４０３．通知時還付方法、４０４．加算金通知書発行日、４０５．還付本税加算金、４０６．還付延滞金加算金、４０７．還付金額、４０８．還付加算金、４
０９．変更締切日、４１０．還付方法、４１１．還付請求日、４１２．還付支払予定日、４１３．還付支払日、４１４．還付支払自治体コード、４１５．支店コード、
４１６．還付時効日、４１７．還付充当停止区分、４１８．送付先郵便番号、４１９．送付先住所、４２０．送付先方書、４２１．送付先氏名、４２２．歳入還付支
払日、４２３．歳出還付支払日、４２４．過誤納期別、４２５．過誤納子番、４２６．管理子番、４２７．発生調定本税分、４２８．発生調定督促手数料分、４２
９．発生調定延滞金分、４３０．発生調定申告加算金分、４３１．発生収入本税分、４３２．発生収入督促手数料分、４３３．発生収入延滞金分、４３４．発
生収入申告加算金分、４３５．発生元収入日、４３６．発生元領収日、４３７．充当子番、４３８．充当金額、４３９．充当元税目コード、４４０．充当元調定年
度、４４１．充当元課税年度、４４２．充当元通知書番号、４４３．充当元事業年度開始日、４４４．充当元申告区分、４４５．充当元申告連番、４４６．充当
元期別、４４７．充当元消込子番、４４８．充当元月別、４４９．充当元宛名番号、４５０．充当元本税分、４５１．充当元督促手数料分、４５２．充当元延滞
金分、４５３．充当元申告加算金分、４５４．充当先税目コード、４５５．充当先調定年度、４５６．充当先課税年度、４５７．充当先通知書番号、４５８．充当
先事業年度開始日、４５９．充当先申告区分、４６０．充当先申告連番、４６１．充当先期別、４６２．充当先消込子番、４６３．充当先月別、４６４．充当先
宛名番号、４６５．充当先未納本税分、４６６．充当先未納督促手数料分、４６７．充当先未納延滞金分、４６８．充当先未納申告加算金分、４６９．充当先
本税分、４７０．充当先督促手数料分、４７１．充当先延滞金分、４７２．充当先申告加算金分、４７３．充当先納期限、４７４．加算金計算始期、４７５．加
算金計算終期、４７６．加算金除算始期、４７７．加算金除算終期、４７８．加算金計算日数、４７９．加算金除算日数、４８０．充当加算金、４８１．充当本
税加算金、４８２．充当延滞金加算金、４８３．自動処理フラグ、４８４．還付元税目コード、４８５．還付元調定年度、４８６．還付元課税年度、４８７．還付
元通知書番号、４８８．還付元事業年度開始日、４８９．還付元申告区分、４９０．還付元申告連番、４９１．還付元期別、４９２．還付元消込子番、４９３．
還付元月別、４９４．還付元宛名番号、４９５．還付元本税分、４９６．還付元督促手数料分、４９７．還付元延滞金分、４９８．還付元申告加算金分、４９
９．取戻子番、５００．発生元過誤納状態区分、５０１．取戻状態区分、５０２．控除不足発生事由コード、５０３．更正前控除不足額、５０４．更正後控除不
足額、５０５．取戻額、５０６．確定申告受付日、５０７．賦課決定日、５０８．決裁書発付日、５０９．納税通知書発付日、５１０．取戻発生日、５１１．送付先
住所、５１２．送付先方書、５１３．送付先氏名、５１４．備考、５１５．返還金管理番号、５１６．標識、５１７．返還確定日、５１８．返還指定額、５１９．利息相
当額、５２０．利息相当額強制フラグ、５２１．返還時期別調定額、５２２．返還時期別収入額、５２３．返還時内訳消込額、５２４．返還時内訳異動額、５２
５．返還金内訳額、５２６．利息連番、５２７．利息計算単位、５２８．利息率区分、５２９．利息計算対象額、５３０．利息計算開始日、５３１．利息計算終了
日、５３２．利息計算日数、５３３．利息率、５３４．利息内訳額、５３５．通知書種類、５３６．文書作成日、５３７．文書発行日、５３８．返戻年月日、５３９．返
戻理由コード、５４０．調査票出力年月日、５４１．公示フラグ、５４２．公示日、５４３．公示入力日、５４４．記事番号、５４５．調査記事通番、５４６．調査記
事、５４７．調査年月日、５４８．１期停止フラグ、５４９．２期停止フラグ、５５０．３期停止フラグ、５５１．４期停止フラグ、５５２．５期停止フラグ、５５３．６期
停止フラグ、５５４．７期停止フラグ、５５５．過年度随時停止フラグ、５５６．ジョブＩＤ、５５７．一連番号、５５８．加算金調定額、５５９．加算金収入額、５６
０．加算金仮消込額、５６１．本税通知額、５６２．督促手数料通知額、５６３．延滞金通知額、５６４．加算金通知額、５６５．調定異動予定有無、５６６．死
亡有無、５６７．除外不納欠損、５６８．除外時効完成、５６９．除外繰上徴収、５７０．除外納付委託、５７１．除外納付誓約、５７２．除外分割納付、５７３．
除外徴収猶予、５７４．除外延滞金減免、５７５．除外差押、５７６．除外参加差押、５７７．除外交付要求、５７８．除外換価猶予、５７９．除外執行停止、５
８０．除外時効中断、５８１．除外納通返戻、５８２．除外納通公示、５８３．除外督促返戻、５８４．除外督促公示、５８５．除外予備１、５８６．除外予備２、５
８７．除外予備３、５８８．除外予備４、５８９．除外予備５、５９０．延滞金督促催告有無、５９１．記事宛名番号、５９２．記事連番、５９３．記事作成日、５９
４．更新前催告書発行日、５９５．更新前催告納期、５９６．引抜済フラグ、５９７．旧利用団体コード、５９８．旧消し込みキー、５９９．旧課税年度、６００．
旧該当年度、６０１．旧会計年度、６０２．旧税目コード、６０３．旧期別、６０４．旧調定区分、６０５．車種コード、６０６．登録年月日、６０７．廃車年月日、６
０８．会計年度、６０９．集計月、６１０．国保内訳区分、６１１．現年調定額、６１２．現年収入額、６１３．現年過誤納額、６１４．現年還付未済額、６１５．現
年未納額、６１６．現年仮収入額、６１７．現年還付済額、６１８．現年充当済額、６１９．過年調定額、６２０．過年収入額、６２１．過年過誤納額、６２２．過
年還付未済額、６２３．過年未納額、６２４．過年仮収入額、６２５．過年還付済額、６２６．過年充当済額、６２７．集計年月、６２８．集計区分、６２９．金種
コード、６３０．増減調定額、６３１．累計調定額、６３２．累計調定額到来、６３３．増減収入額、６３４．累計収入額、６３５．累計収入額到来、６３６．累計不
納欠損額、６３７．増減調定額内訳１、６３８．増減調定額内訳２、６３９．累計調定額内訳１、６４０．累計調定額内訳２、６４１．累計調定額到来内訳１、６
４２．累計調定額到来内訳２、６４３．増減収入額内訳１、６４４．増減収入額内訳２、６４５．累計収入額内訳１、６４６．累計収入額内訳２、６４７．累計収
入額到来内訳１、６４８．累計収入額到来内訳２、６４９．市県現年按分率、６５０．市県滞繰按分率、６５１．都計現年按分率、６５２．都計滞繰按分率、６
５３．移管年月日、６５４．共通納税－地方公共団体コード、６５５．共通納税－納税者ＩＤ、６５６．共通納税－収納団体番号、６５７．共通納税－納付番
号、６５８．共通納税－納付区分、６５９．共通納税－確認番号、６６０．共通納税－履歴番号履歴番号、６６１．共通納税状態区分状態区分、６６２．調定
特定区分利用届、６６３．暫定調定作成フラグ暫定調定作成区分、６６４．管理ファイル取込日納付情報変更年月日、６６５．納付ファイル取込日納付情
報変更年月日、６６６．入金ファイル取込日納付情報変更年月日、６６７．共通納税－申告区分、６６８．共通納税－税目区分、６６９．共通納税－期別－
自、６７０．共通納税－期別－至、６７１．共通納税－申告受付番号、６７２．共通納税－申告受付日、６７３．共通納税－利用者ＩＤ、６７４．共通納税－納
付者名フリガナ、６７５．共通納税－納付者名、６７６．共通納税－本税等合計額、６７７．共通納税－延滞金合計額、６７８．共通納税－支払可能期限、
６７９．共通納税－特定キー１、６８０．共通納税－特定キー２、６８１．共通納税－特定キー予備、６８２．共通納税－納期限納期限、６８３．共通納税－
延滞金計算開始年月日延滞金計算開始年月日、６８４．共通納税－入金年月日納付情報変更年月日、６８５．共通納税－納付年月日納付情報変更年
月日、６８６．取込処理日、６８７．エラーフラグ、６８８．収納団体コード、６８９．税目－料金番号、６９０．申告区分－課税期間、６９１．パスワード、６９２．
システム利用領域０４、６９３．システム利用領域０５、６９４．システム利用領域０６、６９５．システム利用領域０７、６９６．システム利用領域０８、６９７．シ
ステム利用領域０９、６９８．システム利用領域１０、６９９．システム利用領域１１、７００．レスポンスコード、７０１．システム利用領域１２、７０２．システム
利用領域１３、７０３．納付金区分、７０４．氏名カナ、７０５．氏名漢字、７０６．今回請求金額合計、７０７．請求本体金額、７０８．請求固定延滞金額、７０
９．延滞金随時計算フラグ、７１０．納付情報変更年月日、７１１．延滞金計算開始年月日、７１２．延滞金表示区分、７１３．請求消費税、７１４．消費税表
示区分、７１５．納付内容カナ、７１６．納付内容漢字、７１７．手数料負担区分、７１８．地公体任意情報、７１９．納付方式、７２０．拡張予備領域０１、７２
１．システム利用領域１４、７２２．今回支払金額合計累積、７２３．今回支払金額合計、７２４．支払納付額、７２５．支払延滞金額、７２６．支払消費税、７
２７．領収区分、７２８．支払方法、７２９．チャネル区分、７３０．入力区分、７３１．印紙税額、７３２．他店券金額、７３３．システム利用領域１５、７３４．入
金年月日、７３５．納付年月日、７３６．ＭＰＮ処理年月日、７３７．ＭＰＮ処理時刻、７３８．ＭＰＮ処理通番、７３９．仕向センターコード、７４０．仕向処理年
月日、７４１．仕向処理時刻、７４２．仕向処理通番、７４３．システム利用領域１６、７４４．決算単位年月日、７４５．ＭＰＮ通信サーバ登録年月日、７４６．
拡張予備領域０２、７４７．システム予備、７４８．パラメタＩＤ、７４９．パラメタコード、７５０．数値１、７５１．数値２、７５２．数値３、７５３．英数字１、７５４．英
数字２、７５５．英数字３、７５６．漢字１、７５７．漢字２、７５８．漢字３、７５９．自由カラム１、７６０．自由カラム２、７６１．自由カラム３、７６２．番号区分、７
６３．年度、７６４．管理番号、７６５．新年度、７６６．現年度、７６７．滞繰年度繰越日、７６８．現年年度繰越日、７６９．滞繰年度末日、７７０．現年年度末
日、７７１．最終消込処理日、７７２．最終消込公金日、７７３．口座還付作成日、７７４．控除不足口座還付作成日、７７５．旧管理番号、７７６．旧事業年
度自、７７７．旧申告区分、７７８．旧申告細分、７７９．旧四町区分、７８０．退職子番、７８１．退職所得収入日、７８２．納入金額、７８３．給与分金額、７８
４．退職所得分金額、７８５．市民税額、７８６．県民税額、７８７．特別徴収税金額、７８８．退職手当支払額、７８９．登録完了日、７９０．予備１、７９１．予
備２、７９２．納付額合計、７９３．予備区分、７９４．予備日、７９５．予備金額、７９６．調定宛名番号、７９７．返還金番号、７９８．対象課税開始年、７９９．
対象課税終了年、８００．整理番号、８０１．更正理由、８０２．変更前合計額、８０３．変更後合計額、８０４．返還対象合計額、８０５．利息相当合計額、８
０６．返還金合計額、８０７．支出決定日、８０８．返還先宛名番号、８０９．返還金通知書発行日、８１０．返還金支払予定日、８１１．返還金支払日、８１
２．返還口座入力フラグ、８１３．返還金登録日、８１４．返還金時効日、８１５．区分１、８１６．区分２、８１７．金額１、８１８．金額２、８１９．日付１、８２０．
日付２、８２１．返還金枝番、８２２．変更前税額、８２３．変更後税額、８２４．返還金対象額、８２５．返還起算日、８２６．利息計算日額、８２７．予備区分
１、８２８．予備区分２、８２９．予備項目１、８３０．予備項目２、８３１．通番、８３２．構成員宛名番号、８３３．代表者宛名番号、８３４．持分分子、８３５．持
分分母、８３６．収入済フラグ、８３７．共有者代表区分、８３８．通知書発行フラグ、８３９．納付書発行フラグ



【個人住民税】
１．続柄、 ２．前年１２月３１日年齢、 ３．本年１月１日年齢、 ４．個人法人詳細区分、 ５．個人基本種別、 ６．個人基本廃止理由、 ７．翌年廃止理由、
８．通称名優先区分、 ９．在留の資格、 １０．在留期間開始日、 １１．在留期間終了日、 １２．カナ通称名、 １３．漢字通称名、 １４．市内市外区分、 １
５．住所自治体コード、 １６．住所町名、 １７．住所番地、 １８．住所枝番、 １９．住所小枝番、 ２０．住所番地編集区分、 ２１．住所、 ２２．方書、 ２３．宛
名異動日、 ２４．宛名異動理由、 ２５．住民日、 ２６．住定日、 ２７．消除日、 ２８．本籍地、 ２９．筆頭者名、 ３０．個人基本寡フ区分、 ３１．個人基本勤
学区分、 ３２．無申告調査結果、 ３３．特記情報、 ３４．翌年申告書発送区分、 ３５．生活扶助開始日、 ３６．生活扶助廃止日、 ３７．住民税申告書通知
日、 ３８．催告通知書通知日、 ３９．最終催告通知書通知日、 ４０．住登地住所、 ４１．住登地方書、 ４２．総括表区分、 ４３．納入書区分、 ４４．媒体区
分、 ４５．納期特例区分、 ４６．納期特例開始年月、 ４７．納期特例終了年月、 ４８．事業所廃止理由、 ４９．廃止年月日、 ５０．普徴事業所区分、 ５１．
総括表資料番号、 ５２．月別人数、 ５３．月割額、 ５４．従業員状態区分、 ５５．給報種別、 ５６．入力カナ氏名、 ５７．入力生年月日、 ５８．資料収入種
別、 ５９．事業所家屋敷区分、 ６０．扶養親族－特定、 ６１．扶養親族－同居老親、 ６２．扶養親族－老人、 ６３．扶養親族－他、 ６４．扶養障害－同居
特障、 ６５．扶養障害－特別、 ６６．扶養障害－他、 ６７．乙欄区分、 ６８．死亡退職区分、 ６９．災害者区分、 ７０．外国人区分、 ７１．就職退職区分、
７２．就職退職年月日、 ７３．年調未済区分、 ７４．摘要欄、 ７５．配偶者氏名、 ７６．配偶者生年月日、 ７７．扶養親族、 ７８．扶養親族生年月日、 ７９．
扶養親族控除額、 ８０．専従者氏名、 ８１．専従者生年月日、 ８２．専従者給与額、 ８３．特例適用条文、 ８４．徴収希望、 ８５．事業税開廃業区分、 ８
６．事業税開廃業年月日、 ８７．併合結果徴収区分、 ８８．租税条約区分、 ８９．住宅借入金等特別控除区分、 ９０．居住開始年月日、 ９１．課税区分、
９２．特定扶養、 ９３．内同居老親、 ９４．老人扶養、 ９５．その他扶養、 ９６．同居特別障害、 ９７．特別障害、 ９８．その他障害、 ９９．非課税事由、 １０
０．優先資料種別、 １０１．更正事由、 １０２．減免理由、 １０３．減免区分、 １０４．減免割合、 １０５．開始月期、 １０６．済月期、 １０７．事業所家屋敷課
税区分、 １０８．月割額、 １０９．期割額、 １１０．登録年度、 １１１．異動届課税年度、 １１２．給与支払額、 １１３．社会保険料額、 １１４．退職金額、 １１
５．勤続年数、 １１６．届出日、 １１７．期割充当額、 １１８．異動メモ内容、 １１９．通知書番号、 １２０．証明年度、 １２１．証明書番号、 １２２．証明書区
分、 １２３．使用目的区分、 １２４．個人送達履歴、 １２５．従業員宛名番号、 １２６．事業所送達履歴、 １２７．扶養関連者資料種別、 １２８．扶養関連者
資料番号、 １２９．回数割額、 １３０．年金特徴中止区分、 １３１．年金特徴済月、 １３２．資料種別、 １３３．郵便番号、 １３４．状態区分、 １３５．対象者
通知区分、 １３６．対象者通知受入処理日、 １３７．税額通知区分、 １３８．特徴依頼処理日、 １３９．特徴依頼処理結果区分、 １４０．特徴依頼処理結
果受入処理日、 １４１．停止依頼区分、 １４２．停止依頼月、 １４３．停止依頼処理日、 １４４．停止依頼処理結果区分、 １４５．停止依頼結果受入処理
日、 １４６．特徴処理結果区分、 １４７．異動事由、 １４８．介護納付額、 １４９．国保納付額、 １５０．後期高齢納付額、 １５１．納付額総合計、 １５２．宛
名番号、 １５３．宛名履歴番号、 １５４．異動区分、 １５５．異動年月日、 １５６．異動日、 １５７．課税年度、 １５８．カナ氏名、 １５９．個人番号、 １６０．
削除フラグ、 １６１．自治体コード、 １６２．指定番号、 １６３．住宅借入金等特定取得区分、 １６４．所得控除額、 １６５．所得控除件数、 １６６．所得控
除、 １６７．調定年度、 １６８．資料種別、 １６９．資料廃止理由、 １７０．資料番号、 １７１．資料連絡箋出力理由、 １７２．生年月日、 １７３．専従者給与
額、 １７４．送付通知書区分、 １７５．通知日、 １７６．登録区、 １７７．特定居住損区分、 １７８．納税者番号、 １７９．扶養関連者異動事由、 １８０．扶養
関連者自治体コード、 １８１．扶養関連者種別、 １８２．扶養関連者状態区分、 １８３．扶養関連者宛名番号、 １８４．扶養関連者区分、 １８５．本人専従
区分、 １８６．優先資料番号、 １８７．寡フ区分、 １８８．確申青白区分、 １８９．漢字氏名、 １９０．基礎年金番号、 １９１．基礎年金番号付設レベル、 １９
２．勤労学生区分、 １９３．均等割区分、 １９４．控配区分、 １９５．受給者番号、 １９６．生活扶助区分、 １９７．専従その他、 １９８．徴収区分、 １９９．年
金コード、 ２００．年金保険者番号、 ２０１．否認理由、 ２０２．夫あり区分、 ２０３．本人障害区分、 ２０４．未成年者区分、 ２０５．老年者区分、 ２０６．個
人番号、 ２０７．法人番号、 ２０８．受取方法 、 ２０９．通知先アドレス、 ２１０．通知先アドレス更新日、 ２１１．税額変更等依頼区分、 ２１２．税額変更等
依頼処理日、 ２１３．税額変更等依頼処理結果区分

【収納】
１．税保コード、２．税目コード、３．調定年度、４．課税年度、５．通知書番号、６．事業年度開始日、７．申告区分、８．申告連番、９．宛名番号、１０．自治
体コード、１１．収納異動連番、１２．口振不能回数、１３．年調定額、１４．前納報奨金、１５．前納報奨金予備、１６．支払済報奨金、１７．支払済報奨金
予備、１８．個人基本種別コード、１９．国保記号番号、２０．都市計画税区分、２１．法定納期限、２２．更正決定通知日、２３．所得税更正通知日、２４．
特土徴収区分、２５．事業年度終了日、２６．申告基準日、２７．申告年月日、２８．確定申告日、２９．更正請求日、３０．指定納期限、３１．低率終了日、
３２．除算期間開始日、３３．除算期間終了日、３４．申告基礎区分、３５．申告基礎年月日、３６．延長申告期限、３７．調定履歴有無フラグ、３８．法人番
号、３９．指定番号、４０．強制作成フラグ、４１．期別、４２．月別、４３．納期限、４４．課税状況コード、４５．車両コード、４６．車両履歴番号、４７．車検有
無フラグ、４８．更正事由コード、４９．調定年月、５０．更正日、５１．完納日、５２．最終領収日、５３．最終収入日、５４．本税調定額、５５．本税収入額、５
６．本税仮消込額、５７．本税未納額、５８．本税過誤納額、５９．本税過誤納処理中額、６０．督促手数料調定額、６１．督促手数料収入額、６２．督促手
数料仮消込額、６３．督促手数料未納額、６４．督促手数料過誤納額、６５．督促手数料過誤納処理中額、６６．延滞金調定額、６７．延滞金収入額、６８．
延滞金仮消込額、６９．延滞金未納額、７０．延滞金過誤納額、７１．延滞金過誤納処理中額、７２．申告加算金種類、７３．申告加算金調定額、７４．申告
加算金収入額、７５．申告加算金仮消込額、７６．申告加算金未納額、７７．申告加算金過誤納額、７８．申告加算金過誤納処理中額、７９．退職納入申
告日、８０．退職人員数、８１．退職通知書発付日、８２．退職市区町村民税差額、８３．退職都道府県民税差額、８４．督促納付番号、８５．督促確認番
号、８６．督促停止区分、８７．督促状停止理由コード、８８．督促状発行日、８９．督促公示日、９０．督促納期、９１．督促取消日、９２．時効予定日、９３．
不納欠損処理日、９４．不納欠損区分、９５．不納欠損事由コード、９６．退職調定入力フラグ、９７．延滞金減免区分、９８．延滞金執行日、９９．口座振替
区分、１００．振替金額、１０１．口振不能理由コード、１０２．口座振替日、１０３．変更納期限、１０４．法定納期限等、１０５．催告書発行日、１０６．催告納
期、１０７．授命年月日、１０８．納期特例区分、１０９．延滞金補正区分、１１０．共有宛名番号、１１１．内訳調定額１、１１２．内訳調定額２、１１３．内訳調
定額３、１１４．内訳調定額４、１１５．内訳調定額５、１１６．内訳調定額６、１１７．記号番号、１１８．国保徴収区分、１１９．賦課時年金保険者コード、１２
０．納付時年金保険者コード、１２１．予備１、１２２．予備２、１２３．予備３、１２４．予備４、１２５．予備５、１２６．消込子番、１２７．調書番号、１２８．分納
回数、１２９．領収日、１３０．収入日、１３１．延滞金計算日、１３２．納付区分、１３３．収納種別、１３４．納付書種類、１３５．納付番号、１３６．確認番号、
１３７．消込金額、１３８．消込本税額、１３９．消込督促手数料、１４０．消込延滞金、１４１．消込申告加算金、１４２．消込報奨金、１４３．機械処理日、１４
４．括束番号、１４５．括束連番、１４６．確認前領収日、１４７．収納更正日、１４８．収納更正元子番、１４９．振替処理日、１５０．振替理由コード、１５１．
振替税目コード、１５２．振替調定年度、１５３．振替課税年度、１５４．振替通知書番号、１５５．振替事業年度開始日、１５６．振替申告区分、１５７．振替
申告連番、１５８．振替期別、１５９．振替消込子番、１６０．振替宛名番号、１６１．歳入歳出区分、１６２．取消区分、１６３．異動額合計、１６４．異動本税
額、１６５．異動督促手数料、１６６．異動延滞金、１６７．異動申告加算金、１６８．削除フラグ、１６９．排他フラグ、１７０．担当区コード、１７１．仮消込納
付区分、１７２．データ識別コード、１７３．備考、１７４．開始期、１７５．終了期、１７６．登録日、１７７．登録時刻、１７８．削除日、１７９．削除時刻、１８０．
データ部、１８１．更正元調定年度、１８２．更正元課税年度、１８３．更正元通知書番号、１８４．更正元事業年度開始日、１８５．更正元申告区分、１８６．
更正元申告連番、１８７．更正元収納異動連番、１８８．更正元申告年月日、１８９．税額異動レコード区分、１９０．税額異動エラー事由、１９１．税額異動
抽出区分、１９２．税額異動作成区分、１９３．繰越年度、１９４．滞繰調定本税、１９５．最終更正日、１９６．最終調定本税、１９７．収入総本税、１９８．不
納欠損本税、１９９．調定子番、２００．更正後本税調定額、２０１．更正後延滞金調定額、２０２．更正後督促手数料調定額、２０３．更正後申告加算金調
定額、２０４．更正後調定年月、２０５．更正前滞繰本税調定額、２０６．更正後滞繰本税調定額、２０７．月計終了年月、２０８．更正後内訳調定額１、２０
９．更正後内訳調定額２、２１０．更正後内訳調定額３、２１１．更正後内訳調定額４、２１２．更正後内訳調定額５、２１３．更正後内訳調定額６、２１４．振
分子番、２１５．宛先識別番号、２１６．通知書作成日、２１７．通知書発行日、２１８．本税納付額、２１９．督促手数料納付額、２２０．延滞金納付額、２２
１．加算金納付額、２２２．回数、２２３．前納分納付番号、２２４．前納分確認番号、２２５．識別番号、２２６．差替前納付番号、２２７．差替前確認番号、２
２８．ＯＣＲ情報１、２２９．ＯＣＲ情報２、２３０．コンビニバーコード、２３１．納付情報摘要フラグ、２３２．延滞金自動計算有無フラグ、２３３．状態区分、２３
４．ＭＰＮ連動無フラグ、２３５．状態更新日、２３６．取扱期限、２３７．抽出年月日、２３８．データ番号、２３９．期月、２４０．子番、２４１．消込退職税額、２
４２．仮消込有無フラグ、２４３．修正区分、２４４．入金データ種別、２４５．年金保険者コード、２４６．修正前税目コード、２４７．修正前調定年度、２４８．
修正前課税年度、２４９．修正前通知書番号、２５０．修正前事業年度開始日、２５１．修正前申告区分、２５２．修正前申告連番、２５３．修正前期月、２５
４．修正前子番、２５５．修正前納付番号、２５６．修正前確認番号、２５７．修正前宛名番号、２５８．修正前自治体コード、２５９．修正前領収日、２６０．修
正前収入日、２６１．修正前納付区分、２６２．修正前収納種別、２６３．修正前納付書種類、２６４．修正前消込金額、２６５．修正前消込本税額、２６６．
修正前消込督促手数料、２６７．修正前消込延滞金、２６８．修正前消込申告加算金、２６９．修正前消込報奨金、２７０．修正前消込退職税額、２７１．修
正前括束番号、２７２．修正前括束連番、２７３．修正前調書番号、２７４．修正前回数、２７５．修正前年金保険者コード、２７６．税目コードフラグ、２７７．
調定年度フラグ、２７８．課税年度フラグ、２７９．通知書番号フラグ、２８０．期月フラグ、２８１．事業年度開始日フラグ、２８２．申告区分フラグ、２８３．申
告連番フラグ、２８４．納付書番号フラグ、２８５．領収日フラグ、２８６．収入日フラグ、２８７．納付区分フラグ、２８８．収納種別フラグ、２８９．納付書種類
フラグ、２９０．消込金額フラグ、２９１．消込本税額フラグ、２９２．消込督促手数料フラグ、２９３．消込延滞金フラグ、２９４．消込申告加算金フラグ、２９
５．消込報奨金フラグ、２９６．消込消込退職税額フラグ、２９７．消込括束番号フラグ、２９８．消込括束連番フラグ、２９９．消込調書番号フラグ、３００．消
込回数フラグ、３０１．年金保険者コードフラグ、３０２．決算処理待区分、３０３．消込エラーコード、３０４．コンビニ用自治体コード、３０５．コンビニ受付店
コード、３０６．領収時間、３０７．支払予定日、３０８．コンビニ用自治体コードフラグ、３０９．消込退職税額フラグ、３１０．現年滞繰区分、３１１．歳入年
度、３１２．本税収入件数、３１３．督促手数料収入件数、３１４．延滞金収入件数、３１５．申告加算金収入件数、３１６．報奨金収入件数、３１７．報奨金
収入額、３１８．分納子番、３１９．処分コード、３２０．分納区分、３２１．支払区分、３２２．受付年月日、３２３．初回支払日、３２４．最終支払日、３２５．証
券種類コード、３２６．証券番号、３２７．支払人、３２８．支払場所、３２９．支払予定額、３３０．収入額、３３１．仮消込額、３３２．納付予定日、３３３．本税
分納額、３３４．督手分納額、３３５．延滞金分納額、３３６．加算金分納額、３３７．取消日、３３８．振替予定日、３３９．履歴連番、３４０．納付額、３４１．金
融機関コード、３４２．店舗コード、３４３．カナ金融機関名、３４４．カナ支店名、３４５．金融機関名、３４６．支店名、３４７．口座種別、３４８．口座番号、３４
９．口座名義人カナ、３５０．口座名義人漢字、３５１．文書種類、３５２．文書確定フラグ、３５３．媒体作成区分、３５４．振替不能通知書作成済区分、３５
５．分納有無フラグ、３５６．納付額１、３５７．納付額２、３５８．納付額３、３５９．納付額４、３６０．納付額５、３６１．納付額６、３６２．納付額７、３６３．納付
額８、３６４．納付額９、３６５．納付額１０、３６６．納付額１１、３６７．納付額１２、３６８．機械処理時刻、３６９．抽出済フラグ、３７０．過誤納番号、３７１．履
歴番号、３７２．過誤納状態区分、３７３．過誤納区分、３７４．還付理由自由入力、３７５．過納誤納区分、３７６．過誤納発生日、３７７．過誤納金額、３７
８．過誤納本税分、３７９．過誤納督促手数料分、３８０．過誤納延滞金分、３８１．過誤納申告加算金分、３８２．過誤納還付加算金分、３８３．未処理金
額、３８４．未処理本税分、３８５．未処理督促手数料分、３８６．未処理延滞金分、３８７．未処理申告加算金分、３８８．未処理還付加算金分、３８９．特
徴事業所宛名番号、３９０．還付加算金計算区分、３９１．確定申告期限、３９２．免除認定日、３９３．減免日、３９４．消失認定日、３９５．農地変更日、３
９６．決裁書番号、３９７．決裁書発行日、３９８．決裁日、３９９．充当処理日、４００．充当執行日、４０１．還付先宛名番号、４０２．還付充当通知書発行
日、４０３．通知時還付方法、４０４．加算金通知書発行日、４０５．還付本税加算金、４０６．還付延滞金加算金、４０７．還付金額、４０８．還付加算金、４
０９．変更締切日、４１０．還付方法、４１１．還付請求日、４１２．還付支払予定日、４１３．還付支払日、４１４．還付支払自治体コード、４１５．支店コード、
４１６．還付時効日、４１７．還付充当停止区分、４１８．送付先郵便番号、４１９．送付先住所、４２０．送付先方書、４２１．送付先氏名、４２２．歳入還付支
払日、４２３．歳出還付支払日、４２４．過誤納期別、４２５．過誤納子番、４２６．管理子番、４２７．発生調定本税分、４２８．発生調定督促手数料分、４２
９．発生調定延滞金分、４３０．発生調定申告加算金分、４３１．発生収入本税分、４３２．発生収入督促手数料分、４３３．発生収入延滞金分、４３４．発
生収入申告加算金分、４３５．発生元収入日、４３６．発生元領収日、４３７．充当子番、４３８．充当金額、４３９．充当元税目コード、４４０．充当元調定年
度、４４１．充当元課税年度、４４２．充当元通知書番号、４４３．充当元事業年度開始日、４４４．充当元申告区分、４４５．充当元申告連番、４４６．充当
元期別、４４７．充当元消込子番、４４８．充当元月別、４４９．充当元宛名番号、４５０．充当元本税分、４５１．充当元督促手数料分、４５２．充当元延滞
金分、４５３．充当元申告加算金分、４５４．充当先税目コード、４５５．充当先調定年度、４５６．充当先課税年度、４５７．充当先通知書番号、４５８．充当
先事業年度開始日、４５９．充当先申告区分、４６０．充当先申告連番、４６１．充当先期別、４６２．充当先消込子番、４６３．充当先月別、４６４．充当先
宛名番号、４６５．充当先未納本税分、４６６．充当先未納督促手数料分、４６７．充当先未納延滞金分、４６８．充当先未納申告加算金分、４６９．充当先
本税分、４７０．充当先督促手数料分、４７１．充当先延滞金分、４７２．充当先申告加算金分、４７３．充当先納期限、４７４．加算金計算始期、４７５．加
算金計算終期、４７６．加算金除算始期、４７７．加算金除算終期、４７８．加算金計算日数、４７９．加算金除算日数、４８０．充当加算金、４８１．充当本
税加算金、４８２．充当延滞金加算金、４８３．自動処理フラグ、４８４．還付元税目コード、４８５．還付元調定年度、４８６．還付元課税年度、４８７．還付
元通知書番号、４８８．還付元事業年度開始日、４８９．還付元申告区分、４９０．還付元申告連番、４９１．還付元期別、４９２．還付元消込子番、４９３．
還付元月別、４９４．還付元宛名番号、４９５．還付元本税分、４９６．還付元督促手数料分、４９７．還付元延滞金分、４９８．還付元申告加算金分、４９
９．取戻子番、５００．発生元過誤納状態区分、５０１．取戻状態区分、５０２．控除不足発生事由コード、５０３．更正前控除不足額、５０４．更正後控除不
足額、５０５．取戻額、５０６．確定申告受付日、５０７．賦課決定日、５０８．決裁書発付日、５０９．納税通知書発付日、５１０．取戻発生日、５１１．送付先
住所、５１２．送付先方書、５１３．送付先氏名、５１４．備考、５１５．返還金管理番号、５１６．標識、５１７．返還確定日、５１８．返還指定額、５１９．利息相
当額、５２０．利息相当額強制フラグ、５２１．返還時期別調定額、５２２．返還時期別収入額、５２３．返還時内訳消込額、５２４．返還時内訳異動額、５２
５．返還金内訳額、５２６．利息連番、５２７．利息計算単位、５２８．利息率区分、５２９．利息計算対象額、５３０．利息計算開始日、５３１．利息計算終了
日、５３２．利息計算日数、５３３．利息率、５３４．利息内訳額、５３５．通知書種類、５３６．文書作成日、５３７．文書発行日、５３８．返戻年月日、５３９．返
戻理由コード、５４０．調査票出力年月日、５４１．公示フラグ、５４２．公示日、５４３．公示入力日、５４４．記事番号、５４５．調査記事通番、５４６．調査記
事、５４７．調査年月日、５４８．１期停止フラグ、５４９．２期停止フラグ、５５０．３期停止フラグ、５５１．４期停止フラグ、５５２．５期停止フラグ、５５３．６期
停止フラグ、５５４．７期停止フラグ、５５５．過年度随時停止フラグ、５５６．ジョブＩＤ、５５７．一連番号、５５８．加算金調定額、５５９．加算金収入額、５６
０．加算金仮消込額、５６１．本税通知額、５６２．督促手数料通知額、５６３．延滞金通知額、５６４．加算金通知額、５６５．調定異動予定有無、５６６．死
亡有無、５６７．除外不納欠損、５６８．除外時効完成、５６９．除外繰上徴収、５７０．除外納付委託、５７１．除外納付誓約、５７２．除外分割納付、５７３．
除外徴収猶予、５７４．除外延滞金減免、５７５．除外差押、５７６．除外参加差押、５７７．除外交付要求、５７８．除外換価猶予、５７９．除外執行停止、５
８０．除外時効中断、５８１．除外納通返戻、５８２．除外納通公示、５８３．除外督促返戻、５８４．除外督促公示、５８５．除外予備１、５８６．除外予備２、５
８７．除外予備３、５８８．除外予備４、５８９．除外予備５、５９０．延滞金督促催告有無、５９１．記事宛名番号、５９２．記事連番、５９３．記事作成日、５９
４．更新前催告書発行日、５９５．更新前催告納期、５９６．引抜済フラグ、５９７．旧利用団体コード、５９８．旧消し込みキー、５９９．旧課税年度、６００．
旧該当年度、６０１．旧会計年度、６０２．旧税目コード、６０３．旧期別、６０４．旧調定区分、６０５．車種コード、６０６．登録年月日、６０７．廃車年月日、６
０８．会計年度、６０９．集計月、６１０．国保内訳区分、６１１．現年調定額、６１２．現年収入額、６１３．現年過誤納額、６１４．現年還付未済額、６１５．現
年未納額、６１６．現年仮収入額、６１７．現年還付済額、６１８．現年充当済額、６１９．過年調定額、６２０．過年収入額、６２１．過年過誤納額、６２２．過
年還付未済額、６２３．過年未納額、６２４．過年仮収入額、６２５．過年還付済額、６２６．過年充当済額、６２７．集計年月、６２８．集計区分、６２９．金種
コード、６３０．増減調定額、６３１．累計調定額、６３２．累計調定額到来、６３３．増減収入額、６３４．累計収入額、６３５．累計収入額到来、６３６．累計不
納欠損額、６３７．増減調定額内訳１、６３８．増減調定額内訳２、６３９．累計調定額内訳１、６４０．累計調定額内訳２、６４１．累計調定額到来内訳１、６
４２．累計調定額到来内訳２、６４３．増減収入額内訳１、６４４．増減収入額内訳２、６４５．累計収入額内訳１、６４６．累計収入額内訳２、６４７．累計収
入額到来内訳１、６４８．累計収入額到来内訳２、６４９．市県現年按分率、６５０．市県滞繰按分率、６５１．都計現年按分率、６５２．都計滞繰按分率、６
５３．移管年月日、６５４．共通納税－地方公共団体コード、６５５．共通納税－納税者ＩＤ、６５６．共通納税－収納団体番号、６５７．共通納税－納付番
号、６５８．共通納税－納付区分、６５９．共通納税－確認番号、６６０．共通納税－履歴番号履歴番号、６６１．共通納税状態区分状態区分、６６２．調定
特定区分利用届、６６３．暫定調定作成フラグ暫定調定作成区分、６６４．管理ファイル取込日納付情報変更年月日、６６５．納付ファイル取込日納付情
報変更年月日、６６６．入金ファイル取込日納付情報変更年月日、６６７．共通納税－申告区分、６６８．共通納税－税目区分、６６９．共通納税－期別－
自、６７０．共通納税－期別－至、６７１．共通納税－申告受付番号、６７２．共通納税－申告受付日、６７３．共通納税－利用者ＩＤ、６７４．共通納税－納
付者名フリガナ、６７５．共通納税－納付者名、６７６．共通納税－本税等合計額、６７７．共通納税－延滞金合計額、６７８．共通納税－支払可能期限、
６７９．共通納税－特定キー１、６８０．共通納税－特定キー２、６８１．共通納税－特定キー予備、６８２．共通納税－納期限納期限、６８３．共通納税－
延滞金計算開始年月日延滞金計算開始年月日、６８４．共通納税－入金年月日納付情報変更年月日、６８５．共通納税－納付年月日納付情報変更年
月日、６８６．取込処理日、６８７．エラーフラグ、６８８．収納団体コード、６８９．税目－料金番号、６９０．申告区分－課税期間、６９１．パスワード、６９２．
システム利用領域０４、６９３．システム利用領域０５、６９４．システム利用領域０６、６９５．システム利用領域０７、６９６．システム利用領域０８、６９７．シ
ステム利用領域０９、６９８．システム利用領域１０、６９９．システム利用領域１１、７００．レスポンスコード、７０１．システム利用領域１２、７０２．システム
利用領域１３、７０３．納付金区分、７０４．氏名カナ、７０５．氏名漢字、７０６．今回請求金額合計、７０７．請求本体金額、７０８．請求固定延滞金額、７０
９．延滞金随時計算フラグ、７１０．納付情報変更年月日、７１１．延滞金計算開始年月日、７１２．延滞金表示区分、７１３．請求消費税、７１４．消費税表
示区分、７１５．納付内容カナ、７１６．納付内容漢字、７１７．手数料負担区分、７１８．地公体任意情報、７１９．納付方式、７２０．拡張予備領域０１、７２
１．システム利用領域１４、７２２．今回支払金額合計累積、７２３．今回支払金額合計、７２４．支払納付額、７２５．支払延滞金額、７２６．支払消費税、７
２７．領収区分、７２８．支払方法、７２９．チャネル区分、７３０．入力区分、７３１．印紙税額、７３２．他店券金額、７３３．システム利用領域１５、７３４．入
金年月日、７３５．納付年月日、７３６．ＭＰＮ処理年月日、７３７．ＭＰＮ処理時刻、７３８．ＭＰＮ処理通番、７３９．仕向センターコード、７４０．仕向処理年
月日、７４１．仕向処理時刻、７４２．仕向処理通番、７４３．システム利用領域１６、７４４．決算単位年月日、７４５．ＭＰＮ通信サーバ登録年月日、７４６．
拡張予備領域０２、７４７．システム予備、７４８．パラメタＩＤ、７４９．パラメタコード、７５０．数値１、７５１．数値２、７５２．数値３、７５３．英数字１、７５４．英
数字２、７５５．英数字３、７５６．漢字１、７５７．漢字２、７５８．漢字３、７５９．自由カラム１、７６０．自由カラム２、７６１．自由カラム３、７６２．番号区分、７
６３．年度、７６４．管理番号、７６５．新年度、７６６．現年度、７６７．滞繰年度繰越日、７６８．現年年度繰越日、７６９．滞繰年度末日、７７０．現年年度末
日、７７１．最終消込処理日、７７２．最終消込公金日、７７３．口座還付作成日、７７４．控除不足口座還付作成日、７７５．旧管理番号、７７６．旧事業年
度自、７７７．旧申告区分、７７８．旧申告細分、７７９．旧四町区分、７８０．退職子番、７８１．退職所得収入日、７８２．納入金額、７８３．給与分金額、７８
４．退職所得分金額、７８５．市民税額、７８６．県民税額、７８７．特別徴収税金額、７８８．退職手当支払額、７８９．登録完了日、７９０．予備１、７９１．予
備２、７９２．納付額合計、７９３．予備区分、７９４．予備日、７９５．予備金額、７９６．調定宛名番号、７９７．返還金番号、７９８．対象課税開始年、７９９．
対象課税終了年、８００．整理番号、８０１．更正理由、８０２．変更前合計額、８０３．変更後合計額、８０４．返還対象合計額、８０５．利息相当合計額、８
０６．返還金合計額、８０７．支出決定日、８０８．返還先宛名番号、８０９．返還金通知書発行日、８１０．返還金支払予定日、８１１．返還金支払日、８１
２．返還口座入力フラグ、８１３．返還金登録日、８１４．返還金時効日、８１５．区分１、８１６．区分２、８１７．金額１、８１８．金額２、８１９．日付１、８２０．
日付２、８２１．返還金枝番、８２２．変更前税額、８２３．変更後税額、８２４．返還金対象額、８２５．返還起算日、８２６．利息計算日額、８２７．予備区分
１、８２８．予備区分２、８２９．予備項目１、８３０．予備項目２、８３１．通番、８３２．構成員宛名番号、８３３．代表者宛名番号、８３４．持分分子、８３５．持
分分母、８３６．収入済フラグ、８３７．共有者代表区分、８３８．通知書発行フラグ、８３９．納付書発行フラグ



【個人住民税】
１．続柄、 ２．前年１２月３１日年齢、 ３．本年１月１日年齢、 ４．個人法人詳細区分、 ５．個人基本種別、 ６．個人基本廃止理由、 ７．翌年廃止理由、
８．通称名優先区分、 ９．在留の資格、 １０．在留期間開始日、 １１．在留期間終了日、 １２．カナ通称名、 １３．漢字通称名、 １４．市内市外区分、 １
５．住所自治体コード、 １６．住所町名、 １７．住所番地、 １８．住所枝番、 １９．住所小枝番、 ２０．住所番地編集区分、 ２１．住所、 ２２．方書、 ２３．宛
名異動日、 ２４．宛名異動理由、 ２５．住民日、 ２６．住定日、 ２７．消除日、 ２８．本籍地、 ２９．筆頭者名、 ３０．個人基本寡フ区分、 ３１．個人基本勤
学区分、 ３２．無申告調査結果、 ３３．特記情報、 ３４．翌年申告書発送区分、 ３５．生活扶助開始日、 ３６．生活扶助廃止日、 ３７．住民税申告書通知
日、 ３８．催告通知書通知日、 ３９．最終催告通知書通知日、 ４０．住登地住所、 ４１．住登地方書、 ４２．総括表区分、 ４３．納入書区分、 ４４．媒体区
分、 ４５．納期特例区分、 ４６．納期特例開始年月、 ４７．納期特例終了年月、 ４８．事業所廃止理由、 ４９．廃止年月日、 ５０．普徴事業所区分、 ５１．
総括表資料番号、 ５２．月別人数、 ５３．月割額、 ５４．従業員状態区分、 ５５．給報種別、 ５６．入力カナ氏名、 ５７．入力生年月日、 ５８．資料収入種
別、 ５９．事業所家屋敷区分、 ６０．扶養親族－特定、 ６１．扶養親族－同居老親、 ６２．扶養親族－老人、 ６３．扶養親族－他、 ６４．扶養障害－同居
特障、 ６５．扶養障害－特別、 ６６．扶養障害－他、 ６７．乙欄区分、 ６８．死亡退職区分、 ６９．災害者区分、 ７０．外国人区分、 ７１．就職退職区分、
７２．就職退職年月日、 ７３．年調未済区分、 ７４．摘要欄、 ７５．配偶者氏名、 ７６．配偶者生年月日、 ７７．扶養親族、 ７８．扶養親族生年月日、 ７９．
扶養親族控除額、 ８０．専従者氏名、 ８１．専従者生年月日、 ８２．専従者給与額、 ８３．特例適用条文、 ８４．徴収希望、 ８５．事業税開廃業区分、 ８
６．事業税開廃業年月日、 ８７．併合結果徴収区分、 ８８．租税条約区分、 ８９．住宅借入金等特別控除区分、 ９０．居住開始年月日、 ９１．課税区分、
９２．特定扶養、 ９３．内同居老親、 ９４．老人扶養、 ９５．その他扶養、 ９６．同居特別障害、 ９７．特別障害、 ９８．その他障害、 ９９．非課税事由、 １０
０．優先資料種別、 １０１．更正事由、 １０２．減免理由、 １０３．減免区分、 １０４．減免割合、 １０５．開始月期、 １０６．済月期、 １０７．事業所家屋敷課
税区分、 １０８．月割額、 １０９．期割額、 １１０．登録年度、 １１１．異動届課税年度、 １１２．給与支払額、 １１３．社会保険料額、 １１４．退職金額、 １１
５．勤続年数、 １１６．届出日、 １１７．期割充当額、 １１８．異動メモ内容、 １１９．通知書番号、 １２０．証明年度、 １２１．証明書番号、 １２２．証明書区
分、 １２３．使用目的区分、 １２４．個人送達履歴、 １２５．従業員宛名番号、 １２６．事業所送達履歴、 １２７．扶養関連者資料種別、 １２８．扶養関連者
資料番号、 １２９．回数割額、 １３０．年金特徴中止区分、 １３１．年金特徴済月、 １３２．資料種別、 １３３．郵便番号、 １３４．状態区分、 １３５．対象者
通知区分、 １３６．対象者通知受入処理日、 １３７．税額通知区分、 １３８．特徴依頼処理日、 １３９．特徴依頼処理結果区分、 １４０．特徴依頼処理結
果受入処理日、 １４１．停止依頼区分、 １４２．停止依頼月、 １４３．停止依頼処理日、 １４４．停止依頼処理結果区分、 １４５．停止依頼結果受入処理
日、 １４６．特徴処理結果区分、 １４７．異動事由、 １４８．介護納付額、 １４９．国保納付額、 １５０．後期高齢納付額、 １５１．納付額総合計、 １５２．宛
名番号、 １５３．宛名履歴番号、 １５４．異動区分、 １５５．異動年月日、 １５６．異動日、 １５７．課税年度、 １５８．カナ氏名、 １５９．個人番号、 １６０．
削除フラグ、 １６１．自治体コード、 １６２．指定番号、 １６３．住宅借入金等特定取得区分、 １６４．所得控除額、 １６５．所得控除件数、 １６６．所得控
除、 １６７．調定年度、 １６８．資料種別、 １６９．資料廃止理由、 １７０．資料番号、 １７１．資料連絡箋出力理由、 １７２．生年月日、 １７３．専従者給与
額、 １７４．送付通知書区分、 １７５．通知日、 １７６．登録区、 １７７．特定居住損区分、 １７８．納税者番号、 １７９．扶養関連者異動事由、 １８０．扶養
関連者自治体コード、 １８１．扶養関連者種別、 １８２．扶養関連者状態区分、 １８３．扶養関連者宛名番号、 １８４．扶養関連者区分、 １８５．本人専従
区分、 １８６．優先資料番号、 １８７．寡フ区分、 １８８．確申青白区分、 １８９．漢字氏名、 １９０．基礎年金番号、 １９１．基礎年金番号付設レベル、 １９
２．勤労学生区分、 １９３．均等割区分、 １９４．控配区分、 １９５．受給者番号、 １９６．生活扶助区分、 １９７．専従その他、 １９８．徴収区分、 １９９．年
金コード、 ２００．年金保険者番号、 ２０１．否認理由、 ２０２．夫あり区分、 ２０３．本人障害区分、 ２０４．未成年者区分、 ２０５．老年者区分、 ２０６．個
人番号、 ２０７．法人番号、 ２０８．受取方法 、 ２０９．通知先アドレス、 ２１０．通知先アドレス更新日、 ２１１．税額変更等依頼区分、 ２１２．税額変更等
依頼処理日、 ２１３．税額変更等依頼処理結果区分

【収納】
１．税保コード、２．税目コード、３．調定年度、４．課税年度、５．通知書番号、６．事業年度開始日、７．申告区分、８．申告連番、９．宛名番号、１０．自治
体コード、１１．収納異動連番、１２．口振不能回数、１３．年調定額、１４．前納報奨金、１５．前納報奨金予備、１６．支払済報奨金、１７．支払済報奨金
予備、１８．個人基本種別コード、１９．国保記号番号、２０．都市計画税区分、２１．法定納期限、２２．更正決定通知日、２３．所得税更正通知日、２４．
特土徴収区分、２５．事業年度終了日、２６．申告基準日、２７．申告年月日、２８．確定申告日、２９．更正請求日、３０．指定納期限、３１．低率終了日、
３２．除算期間開始日、３３．除算期間終了日、３４．申告基礎区分、３５．申告基礎年月日、３６．延長申告期限、３７．調定履歴有無フラグ、３８．法人番
号、３９．指定番号、４０．強制作成フラグ、４１．期別、４２．月別、４３．納期限、４４．課税状況コード、４５．車両コード、４６．車両履歴番号、４７．車検有
無フラグ、４８．更正事由コード、４９．調定年月、５０．更正日、５１．完納日、５２．最終領収日、５３．最終収入日、５４．本税調定額、５５．本税収入額、５
６．本税仮消込額、５７．本税未納額、５８．本税過誤納額、５９．本税過誤納処理中額、６０．督促手数料調定額、６１．督促手数料収入額、６２．督促手
数料仮消込額、６３．督促手数料未納額、６４．督促手数料過誤納額、６５．督促手数料過誤納処理中額、６６．延滞金調定額、６７．延滞金収入額、６８．
延滞金仮消込額、６９．延滞金未納額、７０．延滞金過誤納額、７１．延滞金過誤納処理中額、７２．申告加算金種類、７３．申告加算金調定額、７４．申告
加算金収入額、７５．申告加算金仮消込額、７６．申告加算金未納額、７７．申告加算金過誤納額、７８．申告加算金過誤納処理中額、７９．退職納入申
告日、８０．退職人員数、８１．退職通知書発付日、８２．退職市区町村民税差額、８３．退職都道府県民税差額、８４．督促納付番号、８５．督促確認番
号、８６．督促停止区分、８７．督促状停止理由コード、８８．督促状発行日、８９．督促公示日、９０．督促納期、９１．督促取消日、９２．時効予定日、９３．
不納欠損処理日、９４．不納欠損区分、９５．不納欠損事由コード、９６．退職調定入力フラグ、９７．延滞金減免区分、９８．延滞金執行日、９９．口座振替
区分、１００．振替金額、１０１．口振不能理由コード、１０２．口座振替日、１０３．変更納期限、１０４．法定納期限等、１０５．催告書発行日、１０６．催告納
期、１０７．授命年月日、１０８．納期特例区分、１０９．延滞金補正区分、１１０．共有宛名番号、１１１．内訳調定額１、１１２．内訳調定額２、１１３．内訳調
定額３、１１４．内訳調定額４、１１５．内訳調定額５、１１６．内訳調定額６、１１７．記号番号、１１８．国保徴収区分、１１９．賦課時年金保険者コード、１２
０．納付時年金保険者コード、１２１．予備１、１２２．予備２、１２３．予備３、１２４．予備４、１２５．予備５、１２６．消込子番、１２７．調書番号、１２８．分納
回数、１２９．領収日、１３０．収入日、１３１．延滞金計算日、１３２．納付区分、１３３．収納種別、１３４．納付書種類、１３５．納付番号、１３６．確認番号、
１３７．消込金額、１３８．消込本税額、１３９．消込督促手数料、１４０．消込延滞金、１４１．消込申告加算金、１４２．消込報奨金、１４３．機械処理日、１４
４．括束番号、１４５．括束連番、１４６．確認前領収日、１４７．収納更正日、１４８．収納更正元子番、１４９．振替処理日、１５０．振替理由コード、１５１．
振替税目コード、１５２．振替調定年度、１５３．振替課税年度、１５４．振替通知書番号、１５５．振替事業年度開始日、１５６．振替申告区分、１５７．振替
申告連番、１５８．振替期別、１５９．振替消込子番、１６０．振替宛名番号、１６１．歳入歳出区分、１６２．取消区分、１６３．異動額合計、１６４．異動本税
額、１６５．異動督促手数料、１６６．異動延滞金、１６７．異動申告加算金、１６８．削除フラグ、１６９．排他フラグ、１７０．担当区コード、１７１．仮消込納
付区分、１７２．データ識別コード、１７３．備考、１７４．開始期、１７５．終了期、１７６．登録日、１７７．登録時刻、１７８．削除日、１７９．削除時刻、１８０．
データ部、１８１．更正元調定年度、１８２．更正元課税年度、１８３．更正元通知書番号、１８４．更正元事業年度開始日、１８５．更正元申告区分、１８６．
更正元申告連番、１８７．更正元収納異動連番、１８８．更正元申告年月日、１８９．税額異動レコード区分、１９０．税額異動エラー事由、１９１．税額異動
抽出区分、１９２．税額異動作成区分、１９３．繰越年度、１９４．滞繰調定本税、１９５．最終更正日、１９６．最終調定本税、１９７．収入総本税、１９８．不
納欠損本税、１９９．調定子番、２００．更正後本税調定額、２０１．更正後延滞金調定額、２０２．更正後督促手数料調定額、２０３．更正後申告加算金調
定額、２０４．更正後調定年月、２０５．更正前滞繰本税調定額、２０６．更正後滞繰本税調定額、２０７．月計終了年月、２０８．更正後内訳調定額１、２０
９．更正後内訳調定額２、２１０．更正後内訳調定額３、２１１．更正後内訳調定額４、２１２．更正後内訳調定額５、２１３．更正後内訳調定額６、２１４．振
分子番、２１５．宛先識別番号、２１６．通知書作成日、２１７．通知書発行日、２１８．本税納付額、２１９．督促手数料納付額、２２０．延滞金納付額、２２
１．加算金納付額、２２２．回数、２２３．前納分納付番号、２２４．前納分確認番号、２２５．識別番号、２２６．差替前納付番号、２２７．差替前確認番号、２
２８．ＯＣＲ情報１、２２９．ＯＣＲ情報２、２３０．コンビニバーコード、２３１．納付情報摘要フラグ、２３２．延滞金自動計算有無フラグ、２３３．状態区分、２３
４．ＭＰＮ連動無フラグ、２３５．状態更新日、２３６．取扱期限、２３７．抽出年月日、２３８．データ番号、２３９．期月、２４０．子番、２４１．消込退職税額、２
４２．仮消込有無フラグ、２４３．修正区分、２４４．入金データ種別、２４５．年金保険者コード、２４６．修正前税目コード、２４７．修正前調定年度、２４８．
修正前課税年度、２４９．修正前通知書番号、２５０．修正前事業年度開始日、２５１．修正前申告区分、２５２．修正前申告連番、２５３．修正前期月、２５
４．修正前子番、２５５．修正前納付番号、２５６．修正前確認番号、２５７．修正前宛名番号、２５８．修正前自治体コード、２５９．修正前領収日、２６０．修
正前収入日、２６１．修正前納付区分、２６２．修正前収納種別、２６３．修正前納付書種類、２６４．修正前消込金額、２６５．修正前消込本税額、２６６．
修正前消込督促手数料、２６７．修正前消込延滞金、２６８．修正前消込申告加算金、２６９．修正前消込報奨金、２７０．修正前消込退職税額、２７１．修
正前括束番号、２７２．修正前括束連番、２７３．修正前調書番号、２７４．修正前回数、２７５．修正前年金保険者コード、２７６．税目コードフラグ、２７７．
調定年度フラグ、２７８．課税年度フラグ、２７９．通知書番号フラグ、２８０．期月フラグ、２８１．事業年度開始日フラグ、２８２．申告区分フラグ、２８３．申
告連番フラグ、２８４．納付書番号フラグ、２８５．領収日フラグ、２８６．収入日フラグ、２８７．納付区分フラグ、２８８．収納種別フラグ、２８９．納付書種類
フラグ、２９０．消込金額フラグ、２９１．消込本税額フラグ、２９２．消込督促手数料フラグ、２９３．消込延滞金フラグ、２９４．消込申告加算金フラグ、２９
５．消込報奨金フラグ、２９６．消込消込退職税額フラグ、２９７．消込括束番号フラグ、２９８．消込括束連番フラグ、２９９．消込調書番号フラグ、３００．消
込回数フラグ、３０１．年金保険者コードフラグ、３０２．決算処理待区分、３０３．消込エラーコード、３０４．コンビニ用自治体コード、３０５．コンビニ受付店
コード、３０６．領収時間、３０７．支払予定日、３０８．コンビニ用自治体コードフラグ、３０９．消込退職税額フラグ、３１０．現年滞繰区分、３１１．歳入年
度、３１２．本税収入件数、３１３．督促手数料収入件数、３１４．延滞金収入件数、３１５．申告加算金収入件数、３１６．報奨金収入件数、３１７．報奨金
収入額、３１８．分納子番、３１９．処分コード、３２０．分納区分、３２１．支払区分、３２２．受付年月日、３２３．初回支払日、３２４．最終支払日、３２５．証
券種類コード、３２６．証券番号、３２７．支払人、３２８．支払場所、３２９．支払予定額、３３０．収入額、３３１．仮消込額、３３２．納付予定日、３３３．本税
分納額、３３４．督手分納額、３３５．延滞金分納額、３３６．加算金分納額、３３７．取消日、３３８．振替予定日、３３９．履歴連番、３４０．納付額、３４１．金
融機関コード、３４２．店舗コード、３４３．カナ金融機関名、３４４．カナ支店名、３４５．金融機関名、３４６．支店名、３４７．口座種別、３４８．口座番号、３４
９．口座名義人カナ、３５０．口座名義人漢字、３５１．文書種類、３５２．文書確定フラグ、３５３．媒体作成区分、３５４．振替不能通知書作成済区分、３５
５．分納有無フラグ、３５６．納付額１、３５７．納付額２、３５８．納付額３、３５９．納付額４、３６０．納付額５、３６１．納付額６、３６２．納付額７、３６３．納付
額８、３６４．納付額９、３６５．納付額１０、３６６．納付額１１、３６７．納付額１２、３６８．機械処理時刻、３６９．抽出済フラグ、３７０．過誤納番号、３７１．履
歴番号、３７２．過誤納状態区分、３７３．過誤納区分、３７４．還付理由自由入力、３７５．過納誤納区分、３７６．過誤納発生日、３７７．過誤納金額、３７
８．過誤納本税分、３７９．過誤納督促手数料分、３８０．過誤納延滞金分、３８１．過誤納申告加算金分、３８２．過誤納還付加算金分、３８３．未処理金
額、３８４．未処理本税分、３８５．未処理督促手数料分、３８６．未処理延滞金分、３８７．未処理申告加算金分、３８８．未処理還付加算金分、３８９．特
徴事業所宛名番号、３９０．還付加算金計算区分、３９１．確定申告期限、３９２．免除認定日、３９３．減免日、３９４．消失認定日、３９５．農地変更日、３
９６．決裁書番号、３９７．決裁書発行日、３９８．決裁日、３９９．充当処理日、４００．充当執行日、４０１．還付先宛名番号、４０２．還付充当通知書発行
日、４０３．通知時還付方法、４０４．加算金通知書発行日、４０５．還付本税加算金、４０６．還付延滞金加算金、４０７．還付金額、４０８．還付加算金、４
０９．変更締切日、４１０．還付方法、４１１．還付請求日、４１２．還付支払予定日、４１３．還付支払日、４１４．還付支払自治体コード、４１５．支店コード、
４１６．還付時効日、４１７．還付充当停止区分、４１８．送付先郵便番号、４１９．送付先住所、４２０．送付先方書、４２１．送付先氏名、４２２．歳入還付支
払日、４２３．歳出還付支払日、４２４．過誤納期別、４２５．過誤納子番、４２６．管理子番、４２７．発生調定本税分、４２８．発生調定督促手数料分、４２
９．発生調定延滞金分、４３０．発生調定申告加算金分、４３１．発生収入本税分、４３２．発生収入督促手数料分、４３３．発生収入延滞金分、４３４．発
生収入申告加算金分、４３５．発生元収入日、４３６．発生元領収日、４３７．充当子番、４３８．充当金額、４３９．充当元税目コード、４４０．充当元調定年
度、４４１．充当元課税年度、４４２．充当元通知書番号、４４３．充当元事業年度開始日、４４４．充当元申告区分、４４５．充当元申告連番、４４６．充当
元期別、４４７．充当元消込子番、４４８．充当元月別、４４９．充当元宛名番号、４５０．充当元本税分、４５１．充当元督促手数料分、４５２．充当元延滞
金分、４５３．充当元申告加算金分、４５４．充当先税目コード、４５５．充当先調定年度、４５６．充当先課税年度、４５７．充当先通知書番号、４５８．充当
先事業年度開始日、４５９．充当先申告区分、４６０．充当先申告連番、４６１．充当先期別、４６２．充当先消込子番、４６３．充当先月別、４６４．充当先
宛名番号、４６５．充当先未納本税分、４６６．充当先未納督促手数料分、４６７．充当先未納延滞金分、４６８．充当先未納申告加算金分、４６９．充当先
本税分、４７０．充当先督促手数料分、４７１．充当先延滞金分、４７２．充当先申告加算金分、４７３．充当先納期限、４７４．加算金計算始期、４７５．加
算金計算終期、４７６．加算金除算始期、４７７．加算金除算終期、４７８．加算金計算日数、４７９．加算金除算日数、４８０．充当加算金、４８１．充当本
税加算金、４８２．充当延滞金加算金、４８３．自動処理フラグ、４８４．還付元税目コード、４８５．還付元調定年度、４８６．還付元課税年度、４８７．還付
元通知書番号、４８８．還付元事業年度開始日、４８９．還付元申告区分、４９０．還付元申告連番、４９１．還付元期別、４９２．還付元消込子番、４９３．
還付元月別、４９４．還付元宛名番号、４９５．還付元本税分、４９６．還付元督促手数料分、４９７．還付元延滞金分、４９８．還付元申告加算金分、４９
９．取戻子番、５００．発生元過誤納状態区分、５０１．取戻状態区分、５０２．控除不足発生事由コード、５０３．更正前控除不足額、５０４．更正後控除不
足額、５０５．取戻額、５０６．確定申告受付日、５０７．賦課決定日、５０８．決裁書発付日、５０９．納税通知書発付日、５１０．取戻発生日、５１１．送付先
住所、５１２．送付先方書、５１３．送付先氏名、５１４．備考、５１５．返還金管理番号、５１６．標識、５１７．返還確定日、５１８．返還指定額、５１９．利息相
当額、５２０．利息相当額強制フラグ、５２１．返還時期別調定額、５２２．返還時期別収入額、５２３．返還時内訳消込額、５２４．返還時内訳異動額、５２
５．返還金内訳額、５２６．利息連番、５２７．利息計算単位、５２８．利息率区分、５２９．利息計算対象額、５３０．利息計算開始日、５３１．利息計算終了
日、５３２．利息計算日数、５３３．利息率、５３４．利息内訳額、５３５．通知書種類、５３６．文書作成日、５３７．文書発行日、５３８．返戻年月日、５３９．返
戻理由コード、５４０．調査票出力年月日、５４１．公示フラグ、５４２．公示日、５４３．公示入力日、５４４．記事番号、５４５．調査記事通番、５４６．調査記
事、５４７．調査年月日、５４８．１期停止フラグ、５４９．２期停止フラグ、５５０．３期停止フラグ、５５１．４期停止フラグ、５５２．５期停止フラグ、５５３．６期
停止フラグ、５５４．７期停止フラグ、５５５．過年度随時停止フラグ、５５６．ジョブＩＤ、５５７．一連番号、５５８．加算金調定額、５５９．加算金収入額、５６
０．加算金仮消込額、５６１．本税通知額、５６２．督促手数料通知額、５６３．延滞金通知額、５６４．加算金通知額、５６５．調定異動予定有無、５６６．死
亡有無、５６７．除外不納欠損、５６８．除外時効完成、５６９．除外繰上徴収、５７０．除外納付委託、５７１．除外納付誓約、５７２．除外分割納付、５７３．
除外徴収猶予、５７４．除外延滞金減免、５７５．除外差押、５７６．除外参加差押、５７７．除外交付要求、５７８．除外換価猶予、５７９．除外執行停止、５
８０．除外時効中断、５８１．除外納通返戻、５８２．除外納通公示、５８３．除外督促返戻、５８４．除外督促公示、５８５．除外予備１、５８６．除外予備２、５
８７．除外予備３、５８８．除外予備４、５８９．除外予備５、５９０．延滞金督促催告有無、５９１．記事宛名番号、５９２．記事連番、５９３．記事作成日、５９
４．更新前催告書発行日、５９５．更新前催告納期、５９６．引抜済フラグ、５９７．旧利用団体コード、５９８．旧消し込みキー、５９９．旧課税年度、６００．
旧該当年度、６０１．旧会計年度、６０２．旧税目コード、６０３．旧期別、６０４．旧調定区分、６０５．車種コード、６０６．登録年月日、６０７．廃車年月日、６
０８．会計年度、６０９．集計月、６１０．国保内訳区分、６１１．現年調定額、６１２．現年収入額、６１３．現年過誤納額、６１４．現年還付未済額、６１５．現
年未納額、６１６．現年仮収入額、６１７．現年還付済額、６１８．現年充当済額、６１９．過年調定額、６２０．過年収入額、６２１．過年過誤納額、６２２．過
年還付未済額、６２３．過年未納額、６２４．過年仮収入額、６２５．過年還付済額、６２６．過年充当済額、６２７．集計年月、６２８．集計区分、６２９．金種
コード、６３０．増減調定額、６３１．累計調定額、６３２．累計調定額到来、６３３．増減収入額、６３４．累計収入額、６３５．累計収入額到来、６３６．累計不
納欠損額、６３７．増減調定額内訳１、６３８．増減調定額内訳２、６３９．累計調定額内訳１、６４０．累計調定額内訳２、６４１．累計調定額到来内訳１、６
４２．累計調定額到来内訳２、６４３．増減収入額内訳１、６４４．増減収入額内訳２、６４５．累計収入額内訳１、６４６．累計収入額内訳２、６４７．累計収
入額到来内訳１、６４８．累計収入額到来内訳２、６４９．市県現年按分率、６５０．市県滞繰按分率、６５１．都計現年按分率、６５２．都計滞繰按分率、６
５３．移管年月日、６５４．共通納税－地方公共団体コード、６５５．共通納税－納税者ＩＤ、６５６．共通納税－収納団体番号、６５７．共通納税－納付番
号、６５８．共通納税－納付区分、６５９．共通納税－確認番号、６６０．共通納税－履歴番号履歴番号、６６１．共通納税状態区分状態区分、６６２．調定
特定区分利用届、６６３．暫定調定作成フラグ暫定調定作成区分、６６４．管理ファイル取込日納付情報変更年月日、６６５．納付ファイル取込日納付情
報変更年月日、６６６．入金ファイル取込日納付情報変更年月日、６６７．共通納税－申告区分、６６８．共通納税－税目区分、６６９．共通納税－期別－
自、６７０．共通納税－期別－至、６７１．共通納税－申告受付番号、６７２．共通納税－申告受付日、６７３．共通納税－利用者ＩＤ、６７４．共通納税－納
付者名フリガナ、６７５．共通納税－納付者名、６７６．共通納税－本税等合計額、６７７．共通納税－延滞金合計額、６７８．共通納税－支払可能期限、
６７９．共通納税－特定キー１、６８０．共通納税－特定キー２、６８１．共通納税－特定キー予備、６８２．共通納税－納期限納期限、６８３．共通納税－
延滞金計算開始年月日延滞金計算開始年月日、６８４．共通納税－入金年月日納付情報変更年月日、６８５．共通納税－納付年月日納付情報変更年
月日、６８６．取込処理日、６８７．エラーフラグ、６８８．収納団体コード、６８９．税目－料金番号、６９０．申告区分－課税期間、６９１．パスワード、６９２．
システム利用領域０４、６９３．システム利用領域０５、６９４．システム利用領域０６、６９５．システム利用領域０７、６９６．システム利用領域０８、６９７．シ
ステム利用領域０９、６９８．システム利用領域１０、６９９．システム利用領域１１、７００．レスポンスコード、７０１．システム利用領域１２、７０２．システム
利用領域１３、７０３．納付金区分、７０４．氏名カナ、７０５．氏名漢字、７０６．今回請求金額合計、７０７．請求本体金額、７０８．請求固定延滞金額、７０
９．延滞金随時計算フラグ、７１０．納付情報変更年月日、７１１．延滞金計算開始年月日、７１２．延滞金表示区分、７１３．請求消費税、７１４．消費税表
示区分、７１５．納付内容カナ、７１６．納付内容漢字、７１７．手数料負担区分、７１８．地公体任意情報、７１９．納付方式、７２０．拡張予備領域０１、７２
１．システム利用領域１４、７２２．今回支払金額合計累積、７２３．今回支払金額合計、７２４．支払納付額、７２５．支払延滞金額、７２６．支払消費税、７
２７．領収区分、７２８．支払方法、７２９．チャネル区分、７３０．入力区分、７３１．印紙税額、７３２．他店券金額、７３３．システム利用領域１５、７３４．入
金年月日、７３５．納付年月日、７３６．ＭＰＮ処理年月日、７３７．ＭＰＮ処理時刻、７３８．ＭＰＮ処理通番、７３９．仕向センターコード、７４０．仕向処理年
月日、７４１．仕向処理時刻、７４２．仕向処理通番、７４３．システム利用領域１６、７４４．決算単位年月日、７４５．ＭＰＮ通信サーバ登録年月日、７４６．
拡張予備領域０２、７４７．システム予備、７４８．パラメタＩＤ、７４９．パラメタコード、７５０．数値１、７５１．数値２、７５２．数値３、７５３．英数字１、７５４．英
数字２、７５５．英数字３、７５６．漢字１、７５７．漢字２、７５８．漢字３、７５９．自由カラム１、７６０．自由カラム２、７６１．自由カラム３、７６２．番号区分、７
６３．年度、７６４．管理番号、７６５．新年度、７６６．現年度、７６７．滞繰年度繰越日、７６８．現年年度繰越日、７６９．滞繰年度末日、７７０．現年年度末
日、７７１．最終消込処理日、７７２．最終消込公金日、７７３．口座還付作成日、７７４．控除不足口座還付作成日、７７５．旧管理番号、７７６．旧事業年
度自、７７７．旧申告区分、７７８．旧申告細分、７７９．旧四町区分、７８０．退職子番、７８１．退職所得収入日、７８２．納入金額、７８３．給与分金額、７８
４．退職所得分金額、７８５．市民税額、７８６．県民税額、７８７．特別徴収税金額、７８８．退職手当支払額、７８９．登録完了日、７９０．予備１、７９１．予
備２、７９２．納付額合計、７９３．予備区分、７９４．予備日、７９５．予備金額、７９６．調定宛名番号、７９７．返還金番号、７９８．対象課税開始年、７９９．
対象課税終了年、８００．整理番号、８０１．更正理由、８０２．変更前合計額、８０３．変更後合計額、８０４．返還対象合計額、８０５．利息相当合計額、８
０６．返還金合計額、８０７．支出決定日、８０８．返還先宛名番号、８０９．返還金通知書発行日、８１０．返還金支払予定日、８１１．返還金支払日、８１
２．返還口座入力フラグ、８１３．返還金登録日、８１４．返還金時効日、８１５．区分１、８１６．区分２、８１７．金額１、８１８．金額２、８１９．日付１、８２０．
日付２、８２１．返還金枝番、８２２．変更前税額、８２３．変更後税額、８２４．返還金対象額、８２５．返還起算日、８２６．利息計算日額、８２７．予備区分
１、８２８．予備区分２、８２９．予備項目１、８３０．予備項目２、８３１．通番、８３２．構成員宛名番号、８３３．代表者宛名番号、８３４．持分分子、８３５．持
分分母、８３６．収入済フラグ、８３７．共有者代表区分、８３８．通知書発行フラグ、８３９．納付書発行フラグ



 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

①本人及び代理人からの情報入手について（窓口）
　　→ 法令・通達により手続に必要な事項を規定した様式を使用することで、不必要な情報の入手の防
止に努めている。

②課税資料からの情報入手について（eLTAX、郵送等）
　　→ 納税義務者等が各税法の規定に基づき、課税資料、申請・届出書等を提出する場合、法令・通達
により　　手続に必要な事項を規定した様式を示すことで、不必要な情報の入手の防止に努めてい
る。

③他部署からの情報入手について（庁内連携システム等）
　 →庁内での「移転」に当たっては、事前に入手する情報を定めることに加え、システム全体としては個
人住民税の課税事務に必要のない項目は入力できないよう制限し、必要な情報以外を入手することを
防止している。

④個人住民税申告ポータルにおける措置
　 →住民が個人住民税申告ポータルの画面の誘導に従い申請フォームに必要情報を入力することとな
るが、画面での誘導を簡潔に行うことで不要な情報を送信してしまうリスクを防止する。

⑤申請管理システムにおける措置
　→庁内設置の申請管理システムは、サービス検索・電子申請機能（マイナポータルぴったりサービス）
で受信した申請データをAPI連携で取込む仕様であり、それ以外の手段で情報を入手することはできな
い。

 その他の措置の内容
　庁内連携システムによる他部署からの個人住民税ファイルの照会については、他部署には各部署に
とって必要な項目のみを表示させている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

①本人及び代理人からの情報入手について（窓口）
　→身分証明書の提示や窓口での聞き取りにより、本人確認を行い、対象者であることを確認する。

②課税資料からの情報入手について（eLTAX、郵送等）
　→所定の様式を利用することにより対象者以外の情報を入手することを防止する。

③他部署からの情報入手について（庁内連携システム等）
　→庁内での「移転」に当たっては、事前に入手する情報の対象となる本人の範囲を定めることに加
　え、対象者以外の情報を入手できないことをシステム上で担保している。

④サービス検索・電子申請機能における措置
　→マニュアルやｗｅｂ上で、個人番号の提出が必要な者の要件を明示・周知し、本人以外の情報の
　入手を防止する。

⑤申請管理システムにおける措置＞
　→庁内設置の申請管理システムは、サービス検索・電子申請機能（マイナポータルぴったりサービス）
で受信した申請データをAPI連携で取込む仕様であり、それ以外の手段で情報を入手することはできな
い。

 １．特定個人情報ファイル名

個人住民税ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク



 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・本人又は代理人から課税資料等を受領する際は、個人番号カードまたは法令により定められた身分証
明書の提示を受け、本人であることを確認する。

＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・住民が個人住民税申告ポータルからサービス検索・電子申請機能へ個人番号付電子申請データを送
信するためには、個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、電子署名付与
済の個人番号付電子申請データを受領した地方公共団体は署名検証（有効性確認、改ざん検知等）を
実施することとなる。これにより、本人確認を実施する。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・本人又は代理人から個人番号が記載された課税資料等を受領する際は、個人番号カードまたは法令
により定められた身分証明書の組み合わせにより、記載された個人番号を確認し、真正性を確保する。

・郵送等で個人番号が記載された課税資料等を受領する際等、個人番号カード等の身分証明書の提示
が無い場合は、住登内者については庁内連携システム、住登外者については住基ネットにより、記載さ
れた個人番号を確認し、真正性を確保する。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・入手した情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認することで正確性を
確保している。

・職員にて収集した情報に基づいて、間違いがあれば職権で適宜修正することで正確性を確保してい
る。

・特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際には、正確性を確保するために、入力、削除及び訂正を
行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。

＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記を行うことにより、不
正確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。

 リスクに対する措置の内容

・本人又は代理人から申告書等を窓口で受領する際は、必ず本人確認を行うことから、番号法で認めら
れた対象者から個人番号を入手している。
・申告者等が個人番号が記載された課税資料、申請・届出書をeLTAXや郵送で提出する際は、法令・通
達において手続に必要な事項を規定した様式を示していることから、納税義務者本人は、個人番号の記
載が必要であると認識した上で課税資料等を提出することとなる。
・ｅＬＴＡＸによる入手については、ｅＬＴＡＸ利用を許可した職員以外は、操作が行えないようにしている。
・アクセスした際には処理事由によってアクセスログに残された内容から処理目的を認識できる。
・システムを操作する職員については、ユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施している。

＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・住民が個人住民税申告ポータルから個人番号付電子申請データを送信するためには、個人番号カー
ドの署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり、のちに署名検証も行われるため、本人からの
情報のみが送信される。
・個人住民税申告ポータルの画面の誘導において住民に理解してもらいながら操作をしていただくこと
で、住民に過剰な負担をかけることなく電子申請を実施いただけるよう措置を講じている。

＜申請管理システムにおける措置＞
・申請データは、サービス検索・電子申請機能以外の方法では入手はできない。
・システムを利用する職員を限定し、利用者権限を設定することによって入手可能な情報に制限をかけ
る。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク



3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞
]

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

・個人番号利用業務以外または、個人番号を必要としない業務から個人住民税情報の要求があった場
合は、個人番号が含まれない情報のみを提供するようにアクセス制御を行っている。

・個人番号利用業務以外または個人番号を必要としない業務では、個人番号が含まれない画面表示と
する。

・団体内統合宛名システムへは、権限のない者の接続を認めない。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・個人住民税システムから他のシステムへの特定個人情報の連携は必要となる情報のみに制限し、必
要のない情報との紐付けは行われないよう制限する。

・個人住民税システムには、個人住民税業務に関係のない情報を保有しない。

 その他の措置の内容 ―

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]

 具体的な管理方法

・職員証とパスワードによる二要素認証を行っている。
・ログイン中のIDを利用しての別端末からのログインを制限している。
・人事異動等によりアクセス権限がなくなる場合は、速やかに失効処理を行う。
・パスワードについては、180日以内に変更することを義務付けている。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・LGWAN接続端末上でサービス検索・電子申請機能へ接続することを禁止し、アクセス権限の発行を行
わない。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・入手した情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認することで正確性を
確保している。

・職員にて収集した情報に基づいて、間違いがあれば職権で適宜修正することで正確性を確保してい
る。

・特定個人情報の入力、削除及び訂正を行う際には、正確性を確保するために、入力、削除及び訂正を
行った者以外の者が確認する等、必ず入力、削除及び訂正した内容を確認する。

＜申請管理システムにおける措置＞
・LGWAN 系ネットワークとマイナンバー利用事務系ネットワークの間にDMZ を設け、申請管理システム
から外部への直接通信を遮断することにより、安全を確保している。
・境界FW や連携サーバで外部接続先との通信を制限している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

―



 具体的な管理方法

（1）発行管理
人事異動があった場合や権限変更があった場合には書面にて決裁しシステムに反映させている。

（2）失効管理
人事異動及び退職等で権限がなくなった場合には書面にて決裁しシステムに反映させている。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・アクセス権限の発行を行わない。

 アクセス権限の管理 [ 行っている
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

 具体的な管理方法

・端末操作資格者のアクセス権限表を作成している。
・共用ＩＤは発効せず、個人に対してユーザIDを発行する。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・アクセス権限の発行を行わない。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・端末から参照、更新した場合のアクセスログ及び操作履歴を記録し保管する。
・記録項目：処理日時、職員情報、部署情報、端末情報、処理事由、宛名番号、4情報を記録する。

＜マイナポータル申請管理における措置＞
・サービス検索・電子申請機能へのアクセスログ、システムへのアクセスログ、操作ログの記録を行い、
操作者個人を特定できるようにする。
・アクセスログ及び操作ログは、改ざんを防止するため、不正プロセス検知ソフトウェアにより、不正なロ
グの書き込み等を防止する。
・不正とみられる操作の可能性があった場合は、操作ログをチェックし、操作内容を確認する。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞
]

 リスクに対する措置の内容

・特定個人情報の提供は、法令等の規定がある場合以外は認められない旨を職員等に周知する。
・アクセスログを取得し、不正利用された場合にログの追跡を可能とする。またアクセスログの解析を定
期的に実施し、必要に応じて確認を行う。
・本市内部で承認を得た研修計画に基づき実施する情報セキュリティ研修等を通して、特定個人情報の
業務外利用の禁止や漏洩時の罰則、アクセスログが確実に記録されていること等について、従業者に
周知徹底する。
・個人住民税システムにおいては、当該職員の権限に応じて処理可能なメニューのみを表示すること
で、 業務に不必要な処理を行えない仕組みとしている。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・LGWAN接続端末上でサービス検索・電子申請機能へ接続することを禁止し、アクセス権限の発行を行
わない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 その他の措置の内容

・ひとりで同時に複数の端末にログインできないようシステム制御している。
・自分の職員証・パスワードで他人が端末操作できないよう対策を講じている。（職員証を他の職員へ渡
さない、パスワードを付箋等に記載して貼らない、他の職員に自分の職員証・パスワードでログインさせ
ない。）

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞
]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・業務端末には特定個人情報ファイルが保存されない仕組みとなっている。
・システムのバックアップデータ等には厳重に管理し、権限を持った者のみがアクセスできる。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・申請管理システムからのみ、申請データをダウンロードする。



 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

] 委託しない

[ 制限している

・委託先を選定する際にプライバシーマーク又はＩＳＭＳの認証資格を確認している。
・委託先を選定する際に、委託先にてセキュリティ保持規定及び情報の取扱手順、セキュリティ教育の実
施の有無や入退室管理等の実施の有無、事件事故の際の管理体制、資料搬送の際の保護体制等の
人的・物的・技術的安全管理措置がとられているか確認している。
・委託期間中に実地調査等を行うことにより、特定個人情報の取扱　処理状況の把握、情報管理体制の
把握を行う。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞

]

特定個人情報が記載された紙媒体については、業務終了後、確実にシュレッダー処理を行う。

 具体的な制限方法
・運用に必要な最小限の従業者にのみ閲覧・更新権限を付与するように制限している。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞

]

 具体的な方法
・作業端末へのログイン記録やシステム保守における作業記録を残している。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

・委託契約書において、個人情報データの目的外使用や複写等及び第三者への提供を禁止している。
・ルール遵守の確認方法については、委託契約の報告条項に基づき、特定個人情報の取扱いについて
書面にて報告させる。必要があれば、当市職員が現地調査することも可能。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託契約書において、以下の事項を義務づけている。
（1）受託者は、委託者及び受託者間の個人情報データの受渡しに関しては、委託者が指定した手段、日
時及び場所で行った上で、委託者に預り証を提出しなければならないこと。
（2）受託者は、業務の終了により、受託者において不要となった個人情報データについては、遅延なく委
託者に返還及び消去しなければならないこと。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

]

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞
]

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・委託契約書において、以下の事項を義務づけている。
（1）受託者は、業務において利用する個人情報データを消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃
棄すべき項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、そ
の承諾を得なければならないこと。
（2）受託者は、個人情報データの消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに
応じなければならないこと。
（3）受託者は、業務において利用する個人情報データを廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁
的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければ
ならないこと。
（4）受託者は、個人情報データの消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及
び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならないこと。

・ルール遵守の確認方法については、委託契約の報告条項に基づき、特定個人情報ファイルの取扱い
について書面にて報告を受ける。必要があれば、本市職員が現地調査することが可能。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[



1） 特に力を入れて行っている
]

4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

庁内連携システム、電子記録媒体、紙での移転は、市民税課にデータ使用承認願を提出させ、データの
使用根拠、使用目的、使用条件、使用期間と使用データを詳細に確認し、番号法及び番号法第９条第２
項の規定により制定された「熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」により認
められた場合のみ、特定個人情報の移転を許可する。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

【提供】
・所得の変更通知及び扶養是正情報等については資料連絡箋やeLTAXで提供し、その他の方法では提
供しない。
・294-3通知、資料回送等については、定められた様式で郵送やeLTAXで提供し、その他の方法では提
供しない。

【移転】
・庁内連携システムによるシステム連携時のログ、アクセスログ、収受両システムのタイムスタンプを記
録しチェックできる仕組みにする。
・電子記録媒体や紙で提供・移転する場合は、提供・移転を申請する者の本人確認及び提供・移転に係
る根拠法令を明示させ行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 具体的な方法 許可のない再委託は禁止している。許可した場合でも通常の委託先と同様の措置を義務付けている。

 その他の措置の内容 ―

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞
]

 具体的な方法

【提供】
＜eLTAXで提供する場合＞
対象：特徴税額通知、294-3通知、扶養是正情報　等
資料連絡箋、eLTAXで通知した日時・対象者情報等をシステムで記録する。

＜郵送で提供する場合＞
対象：資料回送　等
発送した日時・対象者情報等をシステム等で記録する。

【移転】
・提供・移転方法が庁内連携システムの場合、連携時のログ、アクセスログ、収受両システムのタイムス
タンプにより記録を確認できる。
・提供・移転方法が庁内連携システム、電子記録媒体又は紙の場合、
　データ使用承認願を提出させ、申請書類を5年間保存する。

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞

]

―



 リスクに対する措置の内容

・誤った情報を提供・移転しないよう個人住民税情報は常に最新化する。
・eLTAX等での提供は、予め定められた仕様に基づくデータ連携に限定しており、誤った相手に提供する
ことはない。
・庁内連携システム、電子記録媒体及び紙での移転は、番号法及び熊本市個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例で規定された部署のみ照会可能とする。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つま
り、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティ
リスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を
　　　　行う機能
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供に係る
　　　　情報照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断する
　　　　ために使用するもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や
　　　　特定個人情報へのアクセス制御を行う機能

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、提供許可証の
発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報
提供ネットワークシステムから提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号
法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに
対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報
照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用する
もの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

―

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク



 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定
個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、個人情報保護委員会との協議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担
保されている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め、漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する
仕組みを設けている。
③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する
特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。
そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応
している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、
通信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害
対応等、クラウドサービス事業者の業務は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特定個人情報へは
アクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である



]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

]

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
　ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用
　照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施してい
　る。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク
　システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応
　した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③機微情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を
　行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供さ
れ
　るリスクに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
　を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
　オンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を
　　　行う機能。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と
　情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相
　手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
②情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
　チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備
　することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
　本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。

（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から
受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、不適切な方法で提供さ
れるリスクに対応している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、
通信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー・プラットフォームの事業者及びクラウドサービス事業者においては、特定個人情報に
係る業務にはアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理して
いる。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

＜選択肢＞



 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスク
に対応している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク
（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を
確保している。
③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者及びクラウドサー
ビス事業者における情報漏えい等のリスクを極小化する。

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

<執務室における措置>
届出書等については次のルール等を設けて安全管理措置を講じている。
・持ち帰りの禁止
・鍵のついたキャビネット等への保管
　（キャビネット等の鍵は管理者を定め保管し開閉する。）
・私物等の外部記録媒体の使用禁止

＜データセンターにおける措置＞
・外部侵入防止のための措置：外周赤外線センサー監視、24時間有人監視、監視カメラ
・入退管理のための措置：ICカードと手のひら静脈認証による入退管理、要員所在管理システム
・不正持込・持出防止のための措置：生体認証ラック開閉管理、監視カメラ、持込機器の事前申請運用

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録
されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド
サービス事業者が実施する。なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適切に実施されて
いるほか、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けている。
・日本国内でデータを保管している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラ
ウドサービスから調達することとしており、システムのサーバー等は、クラウド事業者が保有・管理する環
境に構築し、その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できないこととしている。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

特に力を入れて行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ⑥技術的対策
特に力を入れて行っている[

3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている
＜選択肢＞

]

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群



 具体的な対策の内容

＜不正プログラム対策＞
コンピュータウイルス対策ソフトを使用し、サーバ・端末ともにウイルスチェックを実施する。また、新種の
不正プログラムに対応するために、ウイルスパターンファイルは定期的に更新し、可能な限り最新のもの
を使用する。

＜不正アクセス対策＞
ファイアウォールを設置し、不正な外部からのアクセスについて遮断する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う
とともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録
されたクラウドサービス事業者が保有・管理する環境に設置し、インターネットとは切り離された閉域ネッ
トワーク環境に構築する。
⑤中間サーバーのデータベースに保存される特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォームの事業
者及びクラウドサービス事業者がアクセスできないよう制御を講じる。
⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。
⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、中間サーバー・プラットフォームの事業者において、移
行するデータを暗号化した上で、インターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の技術を利用し
て通信を暗号化することでデータ移行を行う。

＜申請管理システムにおける措置＞
・LGWAN 系ネットワークとマイナンバー利用事務系ネットワークの間にDMZ を設け、申請管理システム
から外部への直接通信を遮断することにより、安全を確保している。
・境界FW や連携サーバで外部接続先との通信を制限している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準
【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタル庁。以下「利用基準」という。）に規定する「ASP」をいう。以下同
じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」
をいう。以下同じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより、ネットワークアクティビ
ティ、データアクセスパターン、アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに、ログ管理
を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策を24
時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を
行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミドル
ウエアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離さ
れた閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウド
への接続については、閉域ネットワークで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。

十分に行っている

十分に行っている

[

[

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし

 その内容 ―

 再発防止策の内容 ―

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞



 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
死者の特定個人情報は、生存する個人の特定個人情報と分けて管理しないため、「Ⅲ特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の特定個人情報ファイルと
同様の管理を行う。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 保管している 2） 保管していない

＜選択肢＞
]

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 手順の内容

・保存期間を経過したデータベースに格納された特定個人情報については、個人住民税システムの
処理にて消去する。

・磁気ディスクの廃棄時は、要領・手順書等に基づき、内容の消去、破壊等を行うとともに、磁気ディスク
管理簿にその記録を残す。また、専用ソフトによるフォーマット、物理的粉砕等を行うことにより、内容を
読み出すことができないようにする。

・紙帳票については、要領・手順書等に基づき、帳票管理簿等を作成し、受渡し、保管及び廃棄の運用
が適切になされていることを例年８月ごろに行う機密文書の廃棄時に確認するとともに、その記録を残
す。廃棄時には、要領・手順書等に基づき、裁断、溶解等を行うとともに、帳票管理簿等にその記録を残
す。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠したプ
ロセスにしたがって確実にデータを消去する。

＜申請管理システムにおける措置＞
事務手続きごとに定められた保管期間を超過した申請管理システムデータを、バッチ処理によりデータ
ベースから消去する。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

個人番号を含め宛名情報については、既存住基システムより随時異動データを連携することにより、最
新化する。また既存住基システムとの整合処理を月1回実施する。

個人住民税の課税資料データについては、原本性を保つ必要があるため受付時のままの状態で保管す
る。（これによるリスクはなく、むしろ変更することでリスクが生じる。また個人住民税の個人基本情報、賦
課情報等は常に最新化する。）

＜申請管理システムにおける措置＞
申請管理システムでは、申請データの再申請や申請情報の訂正が発生した場合には古い情報で審査
等を行わないよう、履歴管理を行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている



 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―



3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

十分に行っている

 具体的な方法

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている

・職員に対しては、個人情報保護に関する研修の受講を義務付けている。
・委託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する研修の実施を義務付け、秘密保持契約を
　締結している。
・違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資材
を作成し、中間サーバー・プラットフォームに運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接続運用
規定等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施することとし
ている。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検
十分に行っている[

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

本市内部で承認を得た実施計画に基づき、担当部署内において実施している自己点検に用いるチェック
項目に、「評価書の記載内容通 りの運用がなされていること」に係る内容を追加し、運用状況を確認す
る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①運用規則等に基づき、中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期
的に自己点検を実施することとしている。

＜内部監査＞
本市内部で承認を得た実施計画に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム等を利用する部署にお
いて以下の観点について自己診 断を行わせるとともに、関係する部署で構成する監査担当により、他
の利用部署や検索部署等の実地 監査も併せて実施し、監査結果を踏まえ体制や規定を改善する。
　・評価書記載事項と運用実態のチェック
　・個人情報保護に関する組織的安全管理措置（組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用など）
　・個人情報保護に関する人的安全管理措置（事務取扱担当者の監督、教育など）
　・個人情報保護に関する物理的安全管理措置（取扱い区域の管理、機器の盗難防止など）
　・個人情報保護に関する技術的安全管理措置（アクセス制限、情報漏えい等の防止など）

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。
②政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者は、
定期的にISMAP監査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラウ
ドサービスから調達することとしており、ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監
査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発
＜選択肢＞



＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウ
ドサービス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、
及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用、監視を実現する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては、当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いにつ
いて委託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については、原則としてガバメントクラウドに起
因する事象の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場から、その契約を履行させることで対応する。また、ガバメントクラウドに起因
しない事象の場合は、地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助者が対応す
るものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。



Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
熊本市総務局行政管理部法制課情報公開窓口
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
電話番号　096-328-2059

 ②請求方法
所定の請求書に必要事項を記入し情報公開窓口に提出する。
請求書には、本人であることを証する身分証明書等が必要

 特記事項 ―

 ③手数料等
[ 無料 ]

＜選択肢＞
1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法： 閲覧無料。写しの交付の場合、交付に要する費用を負担 ）

 ④個人情報ファイル簿の公表 [ 行っていない ]
＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 個人情報ファイル名 ―

 公表場所 ―

 ②対応方法 問合せ受付時に受付票を作成し、対応について記録を残す。

 ⑤法令による特別の手続 ―

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

―

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先

熊本市財政局税務部市民税課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
096-328-2181

熊本市財政局税務部納税課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
096-328-2204



 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映

 ３．第三者点検

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和7年（2025年）12月1日～令和8年（2026年）1月5日

熊本市パブリックコメント実施要綱に基づき、パブリックコメントによる意見聴取を実施。実施に際して
は、市ホームページ等で公開し、広く市民の意見を聴取する。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和7年11月11日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞



平成29年9月29日 Ⅰ　7　①部署 財政局課税管理課、納税課 財政局税務部課税管理課、納税課 事後
組織改変に伴う変更のため、
重要事項に該当しない

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年9月29日 Ⅱ　2　⑥事務担当部署 財政局課税管理課、納税課 財政局税務部課税管理課、納税課 事後
組織変更に伴う名称変更であ
るため、重要な変更に該当しな
い

平成29年9月29日 Ⅱ　2　⑤保有開始日 平成27年１２月予定 平成27年12月 事後 実施済みのため

平成29年9月29日 Ⅰ　7　②所属長
課税管理課長　堤　國隆、　納税課長　松﨑　太
成

課税管理課長　井　広幸、　納税課長　岩橋　功
二

事後
異動に伴う変更のため、重要
事項に該当しない

平成29年9月29日 Ⅱ　4　委託事項3　⑥委託先名 （株）　岡商店 （株）コンピュータービジネス 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

平成29年9月29日 Ⅱ　4　委託事項2　⑥委託先名 （株）コンピュータービジネス 日本郵政スタッフ株式会社 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

平成29年9月29日 Ⅱ　3　⑦使用部署 各総合出張所及び各出張所
各総合出張所、龍田出張所及び各まちづくりセン
ター

事後
組織変更に伴う名称変更であ
るため、重要な変更に該当しな
い

平成29年9月29日 Ⅴ　1　.請求先
熊本市総務局法制課市政情報プラザ
〒860-8601　熊本市中央区手取本町1番1号
電話番号　096-328-2059

熊本市総務局行政管理部法制課情報公開窓口
〒860-8601　熊本市中央区手取本町1番1号
電話番号　096-328-2059

事後
組織変更に伴う名称変更であ
るため、重要な変更に該当しな
い

平成29年9月29日
Ⅱ　4　委託事項10　⑩委託先
名

ＭＩＳ九州（株） 株式会社　熊本計算センター 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

平成29年9月29日 Ⅱ　4　委託事項9　⑨委託先名 テクノ・トッパンフォームズ（株）　西日本サービス デュプロ株式会社 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

平成30年7月31日 別添1　事務内容

④市町村の調査により、申告情報の誤りがあった
場合、資料連絡せん・扶養是正データを税務署
（国税庁）へ紙で送付する。
（新システム移行後、eLTAXを使用し電子送付す
る予定）

（修正箇所）
④市町村の調査により、申告情報の誤りがあった
場合、資料連絡せん・扶養是正データを税務署
（国税庁）へ送付する。
（追加）
図に以下の説明追加
①確定申告書等を個人住民税システムに取り込
むため、「データ入力委託」を追加
⑪294-3通知の送付方法に電子を追加

事後

システム移行に伴い、実施予
定の項目につけていた補足説
明を削除しただけのため、重要
な変更に該当しない

平成30年7月31日
Ⅰ　2　システム1
②システムの機能

平成３０年７月以降実装予定の業務説明に付け
ていた(※)と以下の説明文を削除

（※）が付いていた業務
【Ｃ.賦課決定事務向け機能】　Ｃ-5
【Ｄ.賦課更正事務向け機能】　Ｄ-3
【Ｅ.調査事務向け機能】　Ｅ-1
【Ｆ.オンライン機能】Ｆ-2

削除文章
（※）の機能については、平成３０年７月以降実装
予定（本市においては平成３０年７月に新システ
ムに移行予定のため）

事後

システム移行に伴い、実施予
定の項目につけていた補足説
明を削除しただけのため、重要
な変更に該当しない

平成29年9月29日 Ⅴ　2　.連絡先
熊本市財政局課税管理課、熊本市財政局納税
課

熊本市財政局税務部課税管理課、熊本市財政
局税務部納税課

事後
組織変更に伴う名称変更であ
るため、重要な変更に該当しな
い

平成30年7月31日 Ⅱ　4　委託事項1　⑥委託先名 （株）RKKCSソフト （株）RKKCSソフト、合同会社　ＮＥＷＦＥＥＬ 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

平成30年7月31日 Ⅱ　2　④記録される項目 平成30年6月までのシステム項目を削除 事後

システム移行に伴い、実施予
定の項目につけていた補足説
明を削除しただけのため、重要
な変更に該当しない

平成30年7月31日 Ⅰ　7　②所属長 課税管理課長　井　広幸 課税管理課長　藤本　弘明 事後
異動に伴う変更のため、重要
事項に該当しない

平成30年7月31日 Ⅱ　4　委託事項8　⑥委託先名 （株）RKKコンピューターサービス 株式会社　熊本計算センター 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

平成30年7月31日 Ⅱ　4　委託事項3　⑥委託先名 （株）コンピュータービジネス （株）　岡商店 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

平成30年7月31日 Ⅱ　4　委託事項2　⑥委託先名 日本郵政スタッフ株式会社 （株）コンピュータービジネス 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

令和2年7月31日

Ⅰ　2　システム10

①名称の変更
eLTAX

③他のシステムとの接続
[○] 税務システム
[   ] その他

①名称の変更
eLTAX審査システム

②システムの機能の追加
８．寄附金税額控除に係る申告特例通知書デー
タの送受信機能

③他のシステムとの接続

事後
名称の変更（細分化）、既存業
務の利用方法拡大に伴う変更
のため重要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅰ　1　②事務の内容

以下の説明文を追加
２-（４）寄附金税額控除に係る申告特例通知書
の受付（紙、eLTAX）
　寄附金を受領した他市町村が送付する寄附金
税額控除に係る申告特例通知書を受け付ける。
６-（５）証明書発行
　申請に応じて、納税証明書を発行する。

事後
既存業務の利用方法拡大のた
め重要事項に該当しない

平成30年7月31日
Ⅱ　5　移転先　1～14　①法令
上の根拠

番号法第9条第2項の規定により制定予定の番号
法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の
提供に関する条例（仮称）

熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例

事後 重要な変更に該当しないため

令和2年7月31日 Ⅰ　7　担当部署

①部署
財政局税務部課税管理課、納税課

②所属長
課税管理課長　藤本　弘明、納税課長　岩橋功
二

①部署
財政局税務部市民税課、納税課

②所属長
市民税課長、納税課長

事後 組織改編に伴うもの

令和2年7月31日 Ⅰ　2　システム3、4、11、14

以下のシステムを追加
システム３：収納システム(税務システム内）
システム４：滞納管理(税務システム内）
システム１１：国税連携システム
システム１４：地方税共通納税システム

事後

名称の変更（細分化）や、特定
個人情報を扱わないものの追
加のため重要事項に該当しな
い



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年7月31日 別添1　事務の内容
個人住民税システムと、収納システム、滞納管理
システムへの連携に関する図を追加

事後
特定個人情報を扱わないもの
の変更のため重要事項に該当
しない

令和2年7月31日 Ⅱ　3　⑤本人への明示
各区税務課窓口で本人から賦課に必要な情報を
入手する場合においてはー

市民税課及び各区税務室窓口で本人から賦課に
必要な情報を入手する場合についてはー

事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日
Ⅱ　3　①入手元
　　　　③入手時期・頻度

①入手元
区政推進課、障害者福祉相談所、国保年金課、
保護管理援護課、こころの健康センター、高齢介
護福祉課

①入手元
地域政策課、障がい者福祉相談所、国保年金
課、保護管理援護課、こころの健康センター、介
護保険課

③入手時期・頻度
以下の文を追加
【他部署より入手】
・社会保険料控除額確認のため、医療保険関係
情報を毎年1月に入手する。
・障害者控除確認等のため、障害者福祉関係情
報を毎年1月に入手する。
【他機関より入手】
・他自治体が作成した294－3通知及び寄附金税
額控除に係る申告特例通知書データについて、
随時入手する。

事後
組織改編に伴うものや、既存業
務の利用方法拡大に伴うもの
のため重要事項に該当しない

令和2年7月31日 別添1　事務の内容

個人住民税システムより、以下の連携部分を追
加
⑪２９４―３通知等　【電子】
⑮申告特例通知書　【電子】
⑮申告特例通知書　【紙】
⑯滞納者の情報
⑯勤務先情報の連携

事後

特定個人情報を扱わないもの
や既存業務の利用方法拡大に
伴うもののため重要事項に該
当しない

令和2年7月31日
Ⅱ　4　委託事項１　⑥委託先
名

（株）RKKCSソフト、合同会社　ＮＥＷＦＥＥＬ 総合評価落札方式により決定する。 事後
落札者選定中のため重要事項
に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　4　委託の有無 11件 7件 事後
特定個人情報を扱わない委託
事項の整理のため重要事項に
該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　3　⑦使用の主体
課税管理課、納税課、各税務課、各区民課、各
総合出張所及び各まちづくりセンター

市民税課、納税課、各税務室、各区民課、各総
合出張所

事後 組織改編に伴うもの

令和2年7月31日 Ⅱ　4　委託事項4
【削除】特別徴収税額通知書等封入封緘業務（当
初課税分）

税務システム全般のシステム運用 事後
特定個人情報を扱わない委託
事項の整理のため重要事項に
該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　4　委託事項3
【削除】特別徴収税額通知書等封入封緘業務（月
例業務分）

市税申告の電子化に伴う審査システムの構築及
びASPサービス提供業務

事後
特定個人情報を扱わない委託
事項の整理のため重要事項に
該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　4　委託事項2　⑥委託先名 （株）コンピュータービジネス 総合評価落札方式により決定する。 事後
落札者選定中のため重要事項
に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　4　委託事項7 税務システム全般のシステム運用
庁内連携システム及び団体内統合宛名システム
の保守

事後
特定個人情報を扱わない委託
事項の整理のため重要事項に
該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　4　委託事項6
【削除】給与支払報告書総括表等の後処理、封
入封緘及び発送業務

団体内統合宛名システム等の運用 事後
特定個人情報を扱わない委託
事項の整理のため重要事項に
該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　4　委託事項5
市税申告の電子化に伴う審査システムの構築及
びASPサービス提供業務

業務用帳票への印字（出力）等の作業委託 事後
特定個人情報を扱わない委託
事項の整理のため重要事項に
該当しない

令和2年7月31日
Ⅱ　5　移転先1　②移転先にお
ける用途

①児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小
児慢性特定疾病医療費、療育の給付、負担能力
の認定又は費用の徴収に関する事務
②児童福祉法による助産施設における助産の実
施又は母子生活支援施設における保護の実施に
関する事務
③児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）によ
る児童扶養手当の支給に関する事務
④母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法
律第129号）による資金の貸付けに関する事務
⑤母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者
のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡
婦についての便宜の供与に関する事務
⑥母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金
の支給に関する事務
⑦母子保健法（昭和40年法律第141号）による保
健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の
届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指
導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育
医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支
給又は費用の徴収に関する事務
⑧児童手当法による児童手当又は特例給付(同
法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支
給に関する事務
⑨障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律(平成17年法律第123号)によ
る自立支援給付の支給に関する事務

①児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）によ
る児童扶養手当の支給に関する事務
②母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法
律第129号）による資金の貸付けに関する事務
③母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者
のない者で現に児童を扶養しているもの又は
　寡婦についての便宜の供与に関する事務
④母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金
の支給に関する事務
⑤児童手当法による児童手当又は特例給付(同
法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の
　支給に関する事務
⑥熊本市ひとり親家庭等医療費助成規則（昭和
57年規則第47号）によるひとり親家庭等医療費の
　助成に関する事務

事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先1 健康福祉子ども局子ども支援課 健康福祉局子ども未来部子ども支援課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　4　委託事項8、9、10、11 削除 事後
特定個人情報を扱わない委託
事項の整理のため重要事項に
該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先4 健康福祉子ども局感染症対策課 健康福祉局保健衛生部感染症対策課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先3 健康福祉子ども局障がい保健福祉課 健康福祉局障がい者支援部障がい保健福祉課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先2 健康福祉子ども局児童相談所 健康福祉局子ども未来部児童相談所 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先7 都市建設局住宅課 都市建設局住宅部市営住宅課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先6 健康福祉子ども局保護管理援護課 健康福祉局福祉部保護管理援護課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先5 健康福祉子ども局精神保健福祉室 健康福祉局障がい者支援部精神保健福祉室 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先10 総務局人事課 健康福祉局福祉部介護保険課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先9 健康福祉子ども局高齢介護福祉課 健康福祉局福祉部高齢福祉課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先8 健康福祉子ども局国保年金課 健康福祉局保健衛生部国保年金課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先13 健康福祉子ども局こころの健康センター 健康福祉局子ども未来部保育幼稚園課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先12 健康福祉子ども局障がい者福祉相談所
健康福祉局障がい者支援部こころの健康セン
ター

事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先11 健康福祉子ども局健康づくり推進課
健康福祉局障がい者支援部障がい者福祉相談
所

事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先16
健康福祉局保健衛生部新型コロナウイルス感染

事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先15
健康福祉局保健衛生部医療政策課

事後
利用範囲の拡大のため重要事
項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅱ　5　移転先14 健康福祉子ども局保育幼稚園課
健康福祉局子ども未来部子ども政策課

事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日
Ⅲ　5　ルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

課税管理課 市民税課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和2年7月31日
Ⅲ　4　情報保護管理体制の確
認

・委託先を選定する際にプライバシーマークの認
定を確認している。
・委託先を選定する際に、委託先にて個人情報保
護に関する規定や体制の整備、人的安全管理措
置、 　技術的安全管理措置の３つがとられている
か確認している。

・委託先を選定する際にプライバシーマーク又はＩ
ＳＭＳの認証資格を確認している。
・委託先を選定する際に、委託先にてセキュリティ
保持規定及び情報の取扱手順、セキュリティ教育
の実施の有無や入退室管理等の実施の有無、
事件事故の際の管理体制、資料搬送の際の保
護体制等の人的・物的・技術的安全管理措置が
とられているか確認している。
・委託期間中に実地調査等を行うことにより、特
定個人情報の取扱処理状況の把握、情報管理
体制の把握を行う。

事後
リスクを軽減するようなものの
変更のため重要な変更に該当
しない

令和2年7月31日 別添2　ファイル記録項目 ファイル記録項目に【収納】を追加 事後
特定個人情報を扱わない事項
のため重要事項に該当しない

令和2年7月31日
Ⅲ　7　⑨過去３年以内に
　　　　　　発生した重大事故

発生なし

発生あり

【その内容】
委託業者による無許諾再委託

【再発防止策の内容】
委託業者選定の際に、総合評価落札方式を導入
し、個人情報のセキュリティ対策が十分にとられ
ているか確認の徹底。また委託期間中に委託業
者の実地調査を実施し、個人情報のセキュリティ
対策が適切に行われているか確認することとし
た。

事後
重大事故の発生のため重要事
項に該当しない

令和2年7月31日 Ⅲ　7　⑤具体的な対策の内容

<執務室における措置>
届出書等については次のルール等を設けて安全
管理措置を講じている。
・持ち帰りの禁止
・鍵のついたキャビネット等への保管
・私物等の外部記録媒体の使用禁止

＜税務システムにおける措置（平成30年6月まで）
＞
特定個人情報を保有する機器の設置場所につい
ては、以下の対策を講じる。
・出入口に機械による入退室を管理する設備を設
置する。
・入退室管理を徹底するため出入口の場所を限
定する。
・監視設備として監視カメラ等を設置する。

＜データセンターにおける措置（平成30年7月以
降）＞
・外部侵入防止 外周赤外線センサー監視、24時
間有人監視、監視カメラ
・入退管理 ICカード+手のひら静脈認証による入
退管理、要員所在管理システム
・不正持込・持出防止　金属探知機、生体認証
ラック開閉管理

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
中間サーバー･プラットフォームをデータセンター
に構築し、設置場所への入退室者管理、有人監
視
及び施錠管理をすることとしている。また、設置場
所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナ
ントと
の混在によるリスクを回避する。

<執務室における措置>
届出書等については次のルール等を設けて安全
管理措置を講じている。
・持ち帰りの禁止
・鍵のついたキャビネット等への保管
・私物等の外部記録媒体の使用禁止

＜データセンターにおける措置＞
・外部侵入防止：外周赤外線センサー監視、24時
間有人監視、監視カメラ
・入退管理：ICカード+手のひら静脈認証による入
退管理、要員所在管理システム
・不正持込・持出防止：生体認証ラック開閉管理

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視
　及び施錠管理をすることとしている。また、設置
場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テ
ナント
　との混在によるリスクを回避する。
②事前に申請し承認されていない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込する
ことがないよう警備員などにより確認している。

事後

システム移行に伴い、実施予
定の項目につけていた補足説
明を削除しただけや、リスクを
軽減するようなものの変更のた
め重要な変更に該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年1月31日 Ⅱ　5　移転先1

②移転先における用途
①～⑥までの用途を記載

⑦時期・頻度
②～④、⑥については照会が必要となる都度。①
については8～9月の期間及び照会が必要となる
都度。⑤については6月及び照会が必要となる都
度。

②移転先における用途
①～⑥に加え
⑦低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金の支給に関する事務
を追加。

⑦時期・頻度
②～④、⑥及び⑦については照会が必要となる
都度。①については8～9月の期間及び照会が必
要となる都度。⑤については6月及び照会が必要
となる都度。

事後
移転先における、用途の追加
及び時期・頻度の変更のため
重要な変更には該当しない

令和5年3月15日
Ⅱ　ファイルの概要　4
委託事項１　⑥委託先名

総合評価落札方式により決定する。 株式会社　アイネスリレーションズ　熊本支社 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

令和4年1月31日 Ⅰ 基本情報　6

・番号法第19条第7号（情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携）
　　　＜別表第2における情報提供の根拠＞
　　　　（第3欄（情報提供者）が「市町村長」の項
のうち、第4欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」
　　　　が含まれる項）：
　　　　1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、
26、27、28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、
　　　　48、53、54、57、58、59、61、62、63、64、
65、66、67、70、71、74、80、84、85－2、87、91、
　　　　92、94、97、101、102、103、106、107、
108、113、114、115、116、117、120の項

・番号法第19条第8号（情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携）
　　　＜別表第2における情報提供の根拠＞
　　　　（第3欄（情報提供者）が「市町村長」の項
のうち、第4欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」
　　　　が含まれる項）：
　　　　1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、
26、27、28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、
　　　　48、53、54、57、58、59、61、62、63、64、
65、66、67、70、71、74、80、84、85－2、87、91、
　　　　92、94、97、101、102、103、106、107、
108、113、114、115、116、117、120、121の項

事後

特定個人情報の漏洩その他
の事態を発生させるリスクを相
当程度変動させるものではな
いため重要な変更には該当し
ない

令和4年1月31日 Ⅱ　5　移転先18 記載なし 移転先の追加 事後
移転先の追加のため重要な変
更には該当しない

令和5年3月15日
Ⅱ　ファイルの概要　5
提供先１

番号法第19条第7号　別表第2の第3欄（情報提
供者）が「市町村長」の項のうち、第4欄（特定個
人情報）に「地方税関係情報」が含まれる項（別
紙1参照）

番号法第19条第8号　別表第2の第3欄（情報提
供者）が「市町村長」の項のうち、第4欄（特定個
人情報）に「地方税関係情報」が含まれる項（別
紙1参照）

事後

行政手続きにおける特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律の改正のた
め

令和5年3月15日
Ⅱ　ファイルの概要　4
委託事項４　⑥委託先名

富士通（株） 富士通Japan株式会社 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

令和5年3月15日
Ⅱ　ファイルの概要　4
委託事項２　⑥委託先名

総合評価落札方式により決定する。 株式会社　アイネスリレーションズ　熊本支社 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

令和5年3月15日
Ⅱ　ファイルの概要　5
提供先４

番号法第19条第9号、同法施行令第22条 番号法第19条第10号、同法施行令第22条 事後

行政手続きにおける特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律の改正のた
め

令和5年3月15日
Ⅱ　ファイルの概要　5
提供先３

番号法第19条第9号、同法施行令第22条 番号法第19条第10号、同法施行令第22条 事後

行政手続きにおける特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律の改正のた
め

令和5年3月15日
Ⅱ　ファイルの概要　5
提供先２

番号法第19条第9号、同法施行令第22条 番号法第19条第10号、同法施行令第22条 事後

行政手続きにおける特定の個
人を識別するための番号の利
用等に関する法律の改正のた
め

令和6年6月28日
Ⅱ　ファイルの概要　5
提供・移転の有無

提供を行っている【64件】
移転を行っている【18件】

提供を行っている【64件】
移転を行っている【17件】

事後
令和5年1月31日に付随する訂
正のため重要項目事項に該当
しない

令和5年11月7日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概
要
３　特定個人情報の入手・使用
①入手元

［〇］本人又は本人の代理人
［〇］評価実施機関内の他部署（地域政策課、障
がい者福祉相談所、国保年金課、保護管理援護
課、こころの健康センター、介護保険課）
［〇］行政機関・独立行政法人（税務署（国税
庁）、各年金保険者　　　　）
［〇］民間業者（給報提出元、各年金保険者　　）
［　］その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

［〇］本人又は本人の代理人
［〇］評価実施機関内の他部署（地域政策課、障
がい者福祉相談所、国保年金課、保護管理援護
課、こころの健康センター、介護保険課）
［〇］行政機関・独立行政法人（税務署（国税
庁）、各年金保険者、デジタル庁　　　　）
［〇］民間業者（給報提出元、各年金保険者　　）
［　］その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事前

令和5年8月17日
Ⅱ　ファイルの概要　5
提供・移転の有無

提供を行っている【63件】
移転を行っている【17件】

提供を行っている【64件】
移転を行っている【18件】

事後
令和4年1月31日に付随する訂
正のため重要項目事項に該当
しない

令和6年6月28日 Ⅱ　5　移転先１８ 健康福祉局福祉部健康福祉政策課 削除 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和6年6月28日 Ⅱ　5　移転先１７ 総務局行政管理部労務厚生課 健康福祉局福祉部健康福祉政策課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和6年6月28日 Ⅱ　5　移転先１６
健康福祉局保健衛生部新型コロナウイルス感染
症対策課

総務局行政管理部労務厚生課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和6年7月31日 Ⅰ　５　法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（番号法）
（平成25年5月31日法律第27号）

・第9条（利用範囲）
   第1項：番号法別表第1に規定された事務
　＜番号法別表第1＞ 項番16
　地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴
収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を
含む）に関する事務であって主務省令で定めるも
の

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（番号法）
別表第24項

行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律別表第一の主務省
令で定める事務を定める命令
第16条



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月11日 Ⅰ 基本情報　②事務の内容

２．課税資料受付事務
（２）住民税申告書の受付及び確定申告書等の受
領（紙、国税連携電子データ）個人から提出され
た確定申告書、住民税申告書等その他個人住民
税の賦課に必要な資料を受け付ける。

２．課税資料受付事務
（２）住民税申告書の受付及び確定申告書等の受
領（紙、電子申請データ、国税連携電子データ）
個人から提出された確定申告書、住民税申告書
等その他個人住民税の賦課に必要な資料を受け
付ける。

事前

令和6年7月31日 Ⅰ　６　②法令上の根拠

・番号法第19条第8号（情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携）
＜別表第2における情報提供の根拠＞
　（第3欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第4欄（特定個人情報）に「地方税関係情報」
が含まれる項）：
1、2、3、4、6、8、9、11、16、18、20、23、26、27、
28、29、31、34、35、37、38、39、40、42、48、53、
54、57、58、59、61、62、63、64、65、66、67、70、
71、74、80、84、85－2、87、91、92、94、97、101、
102、103、106、107、108、113、114、115、116、
117、120、121の項

＜別表第2における情報照会の根拠＞
　（第1欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第2欄（事務）が「地方税法その他の地方税に
関する法律及びこれらの法律に基づく条例による
地方税の賦課徴収に関する事務」となっているも
の）：27の項

（情報提供）
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第
2条の表第
1、2、3、4、5、7、11、13、15、20、28、37、39、42、
48、49、53、57、58、59、63、65、66、69、73、75、
76、81、83、84、86、87、88、89、90、91、92、96、
98、106、108、115、124、125、129、130、132、
137、138、140、141、142、144、147、151、152、
155、156、158、160、161、163、164、165、166、
167、168、169、170、171、172、173の項
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第
3、4、5、6、7、9、13、15、17、22、30、39、41、44、
50、51、55、59、60、61、65、67、68、71、75、77、
78、83、85、86、88、89、90、91、92、93、94、98、
100、108、110、117、126、127、131、132、134、
139、140、142、143、144、146、149、153、154、
157、158、160、162、163、165、166、167、168、
169、170、171、172、173、174、175条

（情報照会）
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第
2条の表第
48の項
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第
50条

令和7年11月11日

Ⅰ 基本情報　2. 特定個人情報
を取り扱う事務において使用す
るシステム

-
システム17
申請管理システム

事前

令和7年11月11日

Ⅰ 基本情報　2. 特定個人情報
を取り扱う事務において使用す
るシステム

-
システム16
サービス検索・電子申請機能

事前

令和7年11月11日

Ⅰ 基本情報　2. 特定個人情報
を取り扱う事務において使用す
るシステム

-
システム15
個人住民税申告ポータル

事前

令和7年11月11日

Ⅱ ファイルの概要　3.特定個人
情報の入手・使用　②入手方
法

その他（住基ネット、eLTAX審査システム、国税連
携システム）

その他（住基ネット、eLTAX審査システム、国税連
携システム、サービス検索・電子申請機能）

事前

令和7年11月11日
Ⅱ ファイルの概要　3.特定個人
情報の入手・使用　①入手元

地域政策課 戸籍住民課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日
(別添１）事務の内容(個人市民
税）

-
レイアウトへ個人住民税申告ポータル、サービス
検索・電子申請機能、申請管理システムを追加

事前

令和7年11月11日

Ⅱ ファイルの概要　3.特定個人
情報の入手・使用　⑧使用方
法　情報の突合

上記項番２、３、４において、内部識別番号の宛
名番号と個人番号を紐付けて使用する。

上記項番２、３、４において、内部識別番号の宛
名番号と個人番号を紐付けて使用する。
申請管理システムより入手した電子申請データに
ついては、申請者を確認するために既存住基シ
ステムを通じて取り込んだ番号紐付情報と突合す
る。

事前

令和7年11月11日

Ⅱ ファイルの概要　4.特定個人
情報ファイルの取扱いの委託
委託事項1　①委託内容

当初課税時期に提出される課税資料のうち書面
で提出されたものについて、データ化するための
入力業務、イメージデータ化するための読取業務
及び確認リスト等の出力のための入力業務

当初課税時期に提出される課税資料について、
データ化するための入力業務、イメージデータ化
するための読取業務及び確認リスト等の出力の
ための入力業務

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月11日

Ⅱ ファイルの概要　4. 特定個
人情報ファイルの取扱いの委
託　委託事項7

庁内連携システム及び団体内統合宛名システム
の保守

庁内連携システム、団体内統合宛名システム及
び申請管理システムの保守

事前

令和7年11月11日
Ⅱ　ファイルの概要　4
委託事項２　⑥委託先名

株式会社　アイネスリレーションズ　熊本支社 NDS・NTTマーケティングアクトProCX共同企業体 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

令和7年11月11日
Ⅱ　ファイルの概要　4
委託事項１　⑥委託先名

株式会社　アイネスリレーションズ　熊本支社 NDS・NTTマーケティングアクトProCX共同企業体 事後
入札による業者選定のため、
重要事項に該当しない

令和7年11月11日 Ⅱ ファイルの概要　5　移転先1 健康福祉局子ども未来部子ども支援課 こども局こども育成部こども支援課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日

「Ⅱ ファイルの概要」シート
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託　委託事項7　⑨再
委託事項

庁内連携システム及び団体内統合宛名システム
等の保守に係る作業

庁内連携システム、団体内統合宛名システム及
び申請管理システムの保守に係る作業

事前

令和7年11月11日

Ⅱ ファイルの概要　4. 特定個
人情報ファイルの取扱いの委
託　委託事項7　⑥委託先名

日本電気株式会社　熊本支店 日本電気株式会社　九州支社 事後
その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない

令和7年11月11日 Ⅱ ファイルの概要　5　移転先4 健康福祉局保健衛生部感染症対策課 健康福祉局保健衛生部感染症予防課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日 Ⅱ ファイルの概要　5　移転先3 健康福祉局障がい者支援部障がい保健福祉課 健康福祉局障がい者支援部障がい福祉課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日 Ⅱ ファイルの概要　5　移転先2 健康福祉局子ども未来部児童相談所 こども局児童相談所 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日 Ⅱ ファイルの概要　5　移転先9 健康福祉局福祉部高齢福祉課 健康福祉局高齢者支援部高齢福祉課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日 Ⅱ ファイルの概要　5　移転先8 健康福祉局保健衛生部国保年金課 健康福祉局健康福祉部国保年金課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日 Ⅱ ファイルの概要　5　移転先5 健康福祉局障がい者支援部精神保健福祉室
健康福祉局障がい者支援部こころの健康セン
ター

事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日
Ⅱ ファイルの概要　5　移転先
13

健康福祉局子ども未来部子ども政策課 こども局こども育成部こども政策課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日
Ⅱ ファイルの概要　5　移転先
12

健康福祉局子ども未来部保育幼稚園課 こども局こども育成部保育幼稚園課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日
Ⅱ ファイルの概要　5　移転先
10

健康福祉局福祉部介護保険課 健康福祉局高齢支援部介護保険課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日

Ⅱ ファイルの概要　6. 特定個
人情報の保管・消去　①保管
場所

<執務室における措置>
特定個人情報が記載された届出書等及び外部記
録媒体については、施錠ができるキャビネット等
に保管する。

<執務室における措置>
特定個人情報が記載された届出書等及び外部記
録媒体については、施錠ができるキャビネット等
に保管する。
・特定個人情報が記録されている個人住民税シ
ステム及び申請管理システムのサーバー等機器
は、以下の措置が取られたデータセンターに設置
し、厳重に管理を行う。

事前

令和7年11月11日
Ⅱ ファイルの概要　5　移転先
1,3,4,13,14,15　⑥移転方法

[○] その他			（保健福祉システム端末による画面
参照）

[　] その他 事後
その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付け
られない

令和7年11月11日
Ⅱ ファイルの概要　5　移転先
14

健康福祉局保健衛生部医療政策課 健康福祉局保健衛生部医療対策課 事後
組織改編に伴うもののため重
要事項に該当しない

令和7年11月11日

Ⅱ ファイルの概要　6. 特定個
人情報の保管・消去　③消去
方法

-

＜申請管理システムにおける措置＞
・事務手続きごとに定められた保管期間を超過し
た申請管理システムデータを、バッチ処理に
よりデータベースから消去する。

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　2. 特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）　リス
ク1： 目的外の入手が行われる
リスク　必要な情報以外を入手
することを防止するための措置
の内容

-

④個人住民税申告ポータルにおける措置
　 →住民が個人住民税申告ポータルの画面の
誘導に従い申請フォームに必要情報を入力する
こととなるが、画面での誘導を簡潔に行うことで不
要な情報を送信してしまうリスクを防止する。

⑤申請管理システムにおける措置＞
　→庁内設置の申請管理システムは、サービス
検索・電子申請機能（マイナポータルぴったり
サービス）で受信した申請データをAPI連携で取
込む仕様であり、それ以外の手段で情報を入手
することはできない。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　2. 特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）　リス
ク1： 目的外の入手が行われる
リスク　対象者以外の情報の入
手を防止するための措置の内
容

-

④サービス検索・電子申請機能における措置
　→マニュアルやｗｅｂ上で、個人番号の提出が
必要な者の要件を明示・周知し、本人以外の情
報の
入手を防止する。

⑤申請管理システムにおける措置
　→庁内設置の申請管理システムは、サービス
検索・電子申請機能（マイナポータルぴったり
サービス）で受信した申請データをAPI連携で取
込む仕様であり、それ以外の手段で情報を入手
することはできない。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　2. 特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）　リス
ク3： 入手した特定個人情報が
不正確であるリスク　入手の際
の本人確認措置の内容

-

＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・住民が個人住民税申告ポータルからサービス
検索・電子申請機能へ個人番号付電子申請デー
タを送信するためには、個人番号カードの署名用
電子証明書による電子署名を付すこととなり、電
子署名付与済の個人番号付電子申請データを受
領した地方公共団体は署名検証（有効性確認、
改ざん検知等）を実施することとなる。これによ
り、本人確認を実施する。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　2. 特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）　リス
ク2： 不適切な方法で入手が行
われるリスク　リスクに対する
措置の内容

-

＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・住民が個人住民税申告ポータルから個人番号
付電子申請データを送信するためには、個人番
号カードの署名用電子証明書による電子署名を
付すこととなり、のちに署名検証も行われるた
め、本人からの情報のみが送信される。
・個人住民税申告ポータルの画面の誘導におい
て住民に理解してもらいながら操作をしていただ
くことで、住民に過剰な負担をかけることなく電子
申請を実施いただけるよう措置を講じている。

＜申請管理システムにおける措置＞
・申請データは、サービス検索・電子申請機能以
外の方法では入手はできない。
・システムを利用する職員を限定し、利用者権限
を設定することによって入手可能な情報に制限を
かける。

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　2. 特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）　リス
ク3： 入手した特定個人情報が
不正確であるリスク　特定個人
情報の正確性確保の措置の内
容

-

＜個人住民税申告ポータルにおける措置＞
・個人番号カード内の記憶領域に格納された個人
番号を申請フォームに自動転記を行うことによ
り、不正確な個人番号の入力を抑止する措置を
講じている。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　3. 特定個人情報の使用　リ
スク2：　権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク　アクセス権限の発行・
失効の管理

-
＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・アクセス権限の発行を行わない。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　3. 特定個人情報の使用　リ
スク2：　権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク　ユーザー認証の管理

-

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・LGWAN接続端末上でサービス検索・電子申請
機能へ接続することを禁止し、アクセス権限の発
行を行わない。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　2. 特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）　リス
ク4： 入手の際に特定個人情報
が漏えい・紛失するリスク　リス
クに対する措置の内容

-

＜申請管理システムにおける措置＞
・LGWAN 系ネットワークとマイナンバー利用事務
系ネットワークの間にDMZ を設け、申請管理シス
テムから外部への直接通信を遮断することによ
り、安全を確保している。
・境界FW や連携サーバで外部接続先との通信を
制限している。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　3. 特定個人情報の使用　リ
スク2：　権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク　特定個人情報の使用の
記録

-

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・サービス検索・電子申請機能へのアクセスロ
グ、システムへのアクセスログ、操作ログの記録
を行い、操作者個人を特定できるようにする。
・アクセスログ及び操作ログは、改ざんを防止す
るため、不正プロセス検知ソフトウェアにより、不
正なログの書き込み等を防止する。
・不正とみられる操作の可能性があった場合は、
操作ログをチェックし、操作内容を確認する。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　3. 特定個人情報の使用　リ
スク2：　権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク　アクセス権限の管理

-
＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・アクセス権限の発行を行わない。

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　3. 特定個人情報の使用　リ
スク3：　従業者が事務外で使
用するリスク

-

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・LGWAN接続端末上でサービス検索・電子申請
機能へ接続することを禁止し、アクセス権限の発
行を行わない。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　５．特定個人情報の提供・
移転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供を
除く。）

- 「システムの画面参照」という文言を削除。 事前

令和7年11月11日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託

熊本市個人情報保護条例 個人情報の保護に関する法律 事後

特定個人情報の漏洩その他
の事態を発生させるリスクを相
当程度変動させるものではな
いため重要な変更には該当し
ない

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　3. 特定個人情報の使用　リ
スク4：　特定個人情報ファイル
が不正に複製されるリスク

-
＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
・申請管理システムからのみ、申請データをダウ
ンロードする。

事前

令和7年11月11日
Ⅲ　7.特定個人情報の保管・消
去　リスク1　⑨その内容

委託業者による無許可再委託 - 事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に該
当しない。

令和7年11月11日

Ⅲ　7.特定個人情報の保管・消
去　リスク1　⑨過去３年以内
に、評価実施機関において、個
人情報に関する重大事故が発
生したか

発生あり 発生なし 事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に該
当しない。

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　7. 特定個人情報の保管・
消去　リスク1： 特定個人情報
の漏えい・滅失・毀損リスク　⑥
技術的対策

-

＜申請管理システムにおける措置＞
・LGWAN 系ネットワークとマイナンバー利用事務
系ネットワークの間にDMZ を設け、申請管理シス
テムから外部への直接通信を遮断することによ
り、安全を確保している。
・境界FW や連携サーバで外部接続先との通信を
制限している。

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　7. 特定個人情報の保管・
消去　リスク3： 特定個人情報
が消去されずいつまでも存在
するリスク　手順の内容

-

＜申請管理システムにおける措置＞
事務手続きごとに定められた保管期間を超過し
た申請管理システムデータを、バッチ処理により
データベースから消去する。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　7. 特定個人情報の保管・
消去　リスク2： 特定個人情報
が古い情報のまま保管され続
けるリスク　リスクに対する措
置の内容

-

＜申請管理システムにおける措置＞
申請管理システムでは、申請データの再申請や
申請情報の訂正が発生した場合には古い情報で
審査等を行わないよう、履歴管理を行う。

事前

令和7年11月11日

Ⅲ　7.特定個人情報の保管・消
去　リスク1　⑨再発防止策の
内容

委託業者選定の際に、総合評価落札方式を導入
し、個人情報のセキュリティ対策が十分にとられ
ているか確認の徹底。また委託期間中に委託業
者の実地調査を実施し、個人情報のセキュリティ
対策が適切に行われているか確認することとし
た。

- 事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に該
当しない。

令和7年11月11日

Ⅳ 評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
 ③期間を短縮する特段の理由

-
熊本市パブリックコメント実施要綱及び熊本市市
民参画と協働の推進条例

事前

令和7年11月11日

Ⅳ 評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
 ②実施日・期間

令和2年（2020年）11月16日～令和2年（2020年）
12月15日

令和7年（2025年）11月19日～令和7年（2025年）
12月15日

事前

令和7年11月11日

Ⅳ 評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

令和2年6月1日 令和7年11月11日 事前

令和7年11月20日

Ⅱ　ファイルの概要　6
特定個人情報の保管・消去
①保管場所　※

-

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環
境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラ
ウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者は
ISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事
業者であり、セキュリティ管理策が適切に実施さ
れているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けて
いること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理する
データセンター内のデータベースに保存され、
バックアップも日本国内に設置された複数のデー
タセンターのうち本番環境とは別のデータセン
ター内に保存される。

事前

令和7年11月20日

Ⅱ　ファイルの概要　6
特定個人情報の保管・消去
①保管場所　※

①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置している。データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を行う際には、警備員な
どにより顔写真入りの身分証明書と事前申請と
の照会を行う。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中
間サーバーのデータベース内に保存され、バック
アップもデータベース上に保存される。

①中間サーバー・プラットフォームは政府情報シ
ステムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に
登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理
する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策
はクラウドサービス事業者が実施する。なお、クラ
ウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適
切に実施されているほか、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けて
いる。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービス事業者が
保有・管理する環境に構築する中間サーバーの
データベース内に保存され、バックアップもデータ
ベース上に保存される。

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月20日

Ⅱ　ファイルの概要　6
特定個人情報の保管・消去
③消去方法

①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
において、保存された情報が読み出しできないよ
う、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して
完全に消去する。

①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を
消去することはない。
②クラウドサービス事業者が保有・管理する環境
において、障害やメンテナンス等によりディスクや
ハード等を交換する際は、クラウドサービス事業
者において、政府情報システムのためのセキュリ
ティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータの暗号
化消去及び物理的破壊を行う。さらに、第三者の
監査機関が定期的に発行するレポートにより、ク
ラウドサービス事業者において、確実にデータの
暗号化消去及び物理的破壊が行われていること
を確認する。
③中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、保
存された情報が読み出しできないよう、データセ
ンターに設置しているディスクやハード等を物理
的破壊により完全に消去する。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続　リスク2

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
　中間サーバーは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供
　ネットワークシステムを使用した特定個人情報
の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全
性
　が担保されている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維
持
　した行政専用のネットワーク（総合行政ネット
ワーク等）を利用することにより、安全性を確保し
て
　いる。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、個人情報保護委員会との協
議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用した特定個人情
報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安
全性が担保されている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維
持した行政専用のネットワーク（総合行政ネット
ワーク等）を利用することにより、安全性を確保し
ている。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術
を利用し、団体ごとに通信回線を分離するととも
に、通信を暗号化することで安全性を確保してい
る。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続　リスク1

-

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、提供許
可証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト
（※２）との照合を情報提供ネットワークシステム
に求め、情報提供ネットワークシステムから提供
許可証を受領してから情報照会を実施することに
なる。つまり、番号法上認められた情報連携以外
の照会を拒否する機能を備えており、目的外提
供やセキュリティリスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※
３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の
記録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組み
になっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を
行う機能。
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワーク
システムを使用した特定個人情報の提供に係る
情報照会者、情報提供者、事務及び特定個人情
報を一覧化し、情報照会の可否を判断するため
に使用するもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職
員に付与された権限に基づいた各種機能や特定
個人情報へのアクセス制御を行う機能。

事前

令和7年11月20日

Ⅱ　ファイルの概要　6
特定個人情報の保管・消去
③消去方法

-

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体の業務
データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業
者にはアクセスが制御されているため特定個人
情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置
等を障害やメンテナンス等により交換する際にデ
ータの復元がなされないよう、クラウド事業者にお
いて、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にしたが
って確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が委
託した開発事業者が既存の環境からガバメントク
ラウドへ移行することになるが、移行に際しては、
データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並
びに利用しなくなった環境の破棄等を実施する。

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月20日
Ⅲ　6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続　リスク6

③中間サーバー・プラットフォームの事業者にお
いては、特定個人情報に係る業務にはアクセス
ができないよう管理を行い、不適切な方法での情
報提供を行えないよう管理している。

③中間サーバー・プラットフォームの事業者及び
クラウドサービス事業者においては、特定個人情
報に係る業務にはアクセスができないよう管理を
行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう
管理している。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続　リスク4

③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監
視・障害対応等であり、業務上、特定個人情報へ
はアクセスすることはできない。

③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監
視・障害対応等、クラウドサービス事業者の業務
は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特定
個人情報へはアクセスすることはできない。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続　リスク3

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
　中間サーバーは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供
　ネットワークシステムを使用して、情報提供用個
人識別符号により紐付けられた照会対象者に係
る
　特定個人情報を入手するため、正確な照会対
象者に係る特定個人情報を入手することが担保
され
　ている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、個人情報保護委員会との協
議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用して、情報提供
用個人識別符号により紐付けられた照会対象者
に係る特定個人情報を入手するため、正確な照
会対象者に係る特定個人情報を入手することが
担保されている。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　7.特定個人情報の保管・消
去　リスク1　⑤

-

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録さ
れたクラウドサービスから調達することとしてお
り、システムのサーバー等は、クラウド事業者が
保有・管理する環境に構築し、その環境には認可
された者だけがアクセスできるよう適切な入退室
管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、
外部に持出できないこととしている。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　7.特定個人情報の保管・消
去　リスク1　⑤

①中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。また、
設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、
他テナントとの混在によるリスクを回避する。
②事前に申請し承認されていない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込する
ことがないよう警備員などにより確認している。

①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報シ
ステムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に
登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理
する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策
はクラウドサービス事業者が実施する。なお、クラ
ウドサービス事業者は、セキュリティ管理策が適
切に実施されているほか、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けて
いる。
・日本国内でデータを保管している。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続　リスク7

④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者における情報漏えい等のリ
スクを極小化する。

④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事業
者における情報漏えい等のリスクを極小化する。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　7.特定個人情報の保管・消
去　リスク1　⑥

-

④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報シ
ステムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に
登録されたクラウドサービス事業者が保有・管理
する環境に設置し、インターネットとは切り離され
た閉域ネットワーク環境に構築する。
⑤中間サーバーのデータベースに保存される特
定個人情報は、中間サーバー・プラットフォーム
の事業者及びクラウドサービス事業者がアクセス
できないよう制御を講じる。
⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技術
を利用し、団体ごとに通信回線を分離するととも
に、通信を暗号化することで安全性を確保してい
る。
⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、中間サーバー・プラットフォームの事業者にお
いて、移行するデータを暗号化した上で、インター
ネットを経由しない専用回線を使用し、VPN等の
技術を利用して通信を暗号化することでデータ移
行を行う。

事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年11月20日
Ⅲ　7.特定個人情報の保管・消
去　リスク3

-

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準拠
したプロセスにしたがって確実にデータを消去す
る。

事前

令和7年11月20日
Ⅲ　7.特定個人情報の保管・消
去　リスク1　⑥

-

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアク
セスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体
情報システムのガバメントクラウドの利用に関す
る基準【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタル庁。
以下「利用基準」という。）に規定する「ASP」をい
う。以下同じ。)又はガバメントクラウド運用管理補
助者（利用基準に規定する「ガバメントクラウド運
用管理補助者」をいう。以下同じ。）は、ガバメント
クラウドが提供するマネージドサービスにより、
ネットワークアクティビティ、データアクセスパター
ン、アカウント動作等について継続的にモニタリン
グを行うとともに、ログ管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対する
セキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos対策
を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、
ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの
更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントク
ラウド運用管理補助者は、導入しているOS及びミ
ドルウエアについて、必要に応じてセキュリティ
パッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有する
システムを構築する環境は、インターネットとは切
り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運
用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラ
ウドへの接続については、閉域ネットワークで構
成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国及
びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を
講じる。

事前

令和7年11月20日 Ⅳ　3,その他のリスク対策

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの高
い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、
及び技術力の高い運用担当者による均一的で安
定したシステム運用・監視を実現する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、政府情報システムのためのセキュリティ
評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス
事業者による高レベルのセキュリティ管理（入退
室管理等）、ITリテラシの高い運用担当者による
セキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運
用担当者による均一的で安定したシステム運用、
監視を実現する。

事前

令和7年11月20日 Ⅳ　1　②監査 -

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービスから調達することとしており、
ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定期
的にISMAP監査機関リストに登録された監査機
関による監査を行うこととしている。

事前

令和7年11月20日 Ⅳ　1　②監査 -

②政府情報システムのためのセキュリティ評価制
度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
は、定期的にISMAP監査機関リストに登録された
監査機関による監査を行うこととしている。

事前

令和7年11月20日 Ⅳ　3,その他のリスク対策 -

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いに
ついては、当該業務データを保有する地方公共
団体及びその業務データの取扱いについて委託
を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理補
助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの
運用等に障害が発生する場合等の対応について
は、原則としてガバメントクラウドに起因する事象
の場合は、国はクラウド事業者と契約する立場か
ら、その契約を履行させることで対応する。また、
ガバメントクラウドに起因しない事象の場合は、地
方公共団体に業務アプリケーションサービスを提
供するASP又はガバメントクラウド運用管理補助
者が対応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合
は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協
議を行う。

事前


